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(最総三）

L

Lハノ』エ”菌忌鳳』 、

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など･複数の欄をまとめて記戦する必要がある場合であっても,セルを結合せずに．
｡その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
■

庁名 本庁･支部 事件種別
U 年

査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

大阪高裁 地家裁 民事

屯

その他

畢件記録出鏑陣について,通運と

輿なる様式の桜簿(｢返還予定年月
日｣欄が設けられていない｡)を使用
している。 ．

争汗配嘩を廻正Iこ官理するという念願が希薄で
あり.貸し出した率件記録にづいては.返還され
るまで.その保管状況を確鹿していなかった。

産やかに坦埋Iこ定められた様式の事件記録出納
簿を作成し,以後は‘事件記録貸出時に返還予
定年月日を配載させ.返還予定日を確麗して.事
件配録の管理を行っている。

大阪高義． 地家籔 民事 その他

事件配鰍出細薄について.貸し出し
た事件記録の返還を実際には受け
ていたのに.返還日の記鮫も受領
印も澗れていた。 ．

冤戸斤圃し坪廷廻エ0－"国辱り句こし､フ墨U唾刀､5市再喧

あり.鰻簿による奉件記録の管理が徹底されて
おらず,事件記録の紛失につながりかねない．

畢仔記露を廼止に官埋すもよう聴負に摺導し,毎

月1回､事件記録出納簿の貸出状況を確窪するこ
ととしたb

，

大阪高裁 地家裁 民事 その他

嘘詞砺暴禰阿姓垣薄か電子テータ
化されており.紙による備付けをし
ていない。

●

丁一観Iこょ③官埋をしてい合ことから．年展末に

プリントアウトしたものを幅簿儲票備付経過簿と
して綴ることとなり.あたかもr結果簿』の体戯と
なる．

また,根博賭票備付経過簿の作成や正確な配戴
を通じて:必要な頓簿等の傭え付けについて溺
れのない懸勢を確保するという本来の目的も達
成できない。

凰らに我により庫付けた｡また,配録係職員に
対し･データではなく紙により備え付けるよう指導
するとともに.配録係の事務処理要領や根簿賭
票の保存･廃棄関係の事務処理要領にも.紙に
より備え付けるよう付記した。

大阪高裁 地家裁 民事 その他

轍薄騒累爾付経過簿について,作
成日付漏れ.合てつ記載溺れ,引
鮭処理渦れ等がある。

江毎回目妖凹■醐涯型堺1－エ唖【一日尼延し延い悪い項

合.幅簿諸票を適切に管理することができず,根
蜂賭票の膜廃棄につながりかねない。

騒岬随釆Iこ関すも畢栃処理について知廠不足で
あるこ劫､ら.配絃すべき事項を整理し､毎年記
鮫事項を砿煙していくこととした｡また.肥録係長
に対し､異動の際には引継ぎを丁寧に行うよう指
導した｡今後配録事溺担当者に対する研修を当
肢庁において継続して実施することを検肘してい
る。

地家裁 民事 その他

認亜等用蒋殊用紙の管理につい

て,特殊用紙飼整責任者や特殊用
紙保管責任者が交代しているの
に.新たな責任者の指定をしていな
い。

埋浬に対す合理解が不足しており,特殊用紙瞬
整責任者及び特殊用紙保管責任者は.官職指
定により定まってL,るものとして,新たに指定して
いなかった｡また’最高裁の取扱要領に基づき，
特殊用紙飼整責任者.特殊用紙保管責任者に，
特殊用紙湧整責任者等一覧表を送付する等の
方法により指定した旨を通知するとの麗臓もな
かった｡･このことから.各保管者(責任者)におい
て,毘腔等用特殊用紙が.偽造防止措置を施し
た重要な用紙であるとの意職が希薄になり.管
理がおろそかになるおそれがある。

唾やかに狩麻閑職閏題貢任看及び特殊用紙保

管責任者を指定し,各責任者に対し､特殊用紙鯛
整責任者等一覧表を送付して通知した.また,戴
判部と事稽局とが連携して.責任者の交代時に
は.速やかに指定を行う態勢を整えた．



一 一一

平成27年度書記官事務等査察の査察結果報告書

(最総三）

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策
《

備考

大阪高裁 地家裁 ‘ 家事 その他

審判期日薊の審判書原本の保管方
達として,審判害原本をクリアファイ
ルに挟み.事件配録と一緒に輪ゴ
ムで束ねて保管している。

審判害原本を事件記録に綴ってはいないもの
の.事件記録と－体にして保管していることが
ら,事件配録の閲覧’歴写等の暗に当事者の目
に触れるおそれがある｡また.輪ゴﾑで束ねてい
るだけであることから・書類の紛失につながりか
ねない。

各罷毎にクリアフックを用遼し.審判香原本をクリ

アブックに入れて‘肥録とは別に保管する取扱い
に改めた。

一

大阪高裁 地家裁 家事 その他．

事件配録出納簿について,遥逮』．
異なる様式の頓麻(｢返還予定年月
日｣欄が設けられていない｡)を使用
している。

｡ ●

事件配騨を遍正に管理するという怠鎌が希薄で

あり.貸し出した事件配録については.返還され
るまで,その保管状況を確毘していなかった。

速やかに通運に定められた様式の事件記録出納
嫁を作成し､以後は.事件配録貸出時に返還予
定年月日を肥餓させ.返還予定日を確湧して,事
件紀録の管理を行っている。 ．

大阪高裁 地家裁 家事 その他

｡ ｡

事件記録出納陣について,返還予
定年月日.返還日の趣濁れ.配
録の貸出又は返還の際の受領印が
調れている。

事件記録を適正に管理するという窓醗が希薄で
あり.幅簿による事件配録の管理が徹底されて
おらず,事件寵録の紛失1こつながりかねない。

本畷癖は.事件配録の所在砿麗のための重要な

幌簿であることを露繊させ.返還予定年月日を含
め癖の記駁事項について適正に配城するよう
指導するとともに.事件記録の受領の暗には必
ず押印するように指導した｡また,返還予定年月
日を随時確浬し.予定年月.日を過ぎるようであれ
ば,貸出配録の所在確認及び延長の処理をする
こととした。

大阪窩薮 地家裁 家事 その他

家裁飼査官への事件記録の貸出し
は.記録授受簿で行われているが．
貸出しから相当期間が経過している
にもかかわらず返還日の妃舷がな
いものが多数ある等,事件配録の
貸出状況の管理が適切でなかっ
た． 。

畢件配蜂を適正に審理するa,う意臓が希薄で
あり.貸し出した事件記録については.返還され
るまで;その保管状況を確鯉していなかった。

琢戴函五官への事件配鍾貢出しについては.配

録授受簿ではなく,原則■■■■■■により貸
出処理をすることとした｡また,貸出状況の管理
については.月2回，家戴鯛査官に貸し出してい・
る事件配録を■■■■■■■■■■それを各係で
確麗することとした。 ．

大阪高裁 地家裁 家事 その他

事件嘗頚の編冊について,通達に

定められたとおりの事件害類編冊
目飼が作成されていない。

通達の腿礎不足により.事件■鯛に顛次番号や

完結日を妃戟せず.紹冊目録には保存している
事件香顕の率件番号のみ記駁していたものであ
り,適切な管理がなされておらず.事件書類の紛
失,誤廃棄につながりかねない。

平睡25年度分から頭に26年.27年度分につい

て通達に定められた事件書類編冊目録の作成に
着手し､24年度以前の分はその後に着手する予
定である。
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K人刀上の留意点】 、

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて記鮫する必要がある場合であっても，
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。
L ，

セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

大阪高裁 地家裁 家事 その他

眠簿踊粟剛付経過簿について．
･合てつの記駁溺れ.作成日付の記
敏澗れがある。
｡｢整理番号｣について.通逮上登敏
昭に通し番号を記載することが定め
られているが.通し番号噸になって
いなかった．

超迩の巽職不足により.粗麺腿累踊付経過簿の

正確な記鐘がなされていないことから.必要な根
簿の備付け溺れ.幌癖賭票の誤廃棄等につなが
りかねない。 。

配輝隙埋風に対しては,通運を正しく理解するよ
う揃導するとともに,以下のとおり記載溺れ,館載
娯りを防止することとした．
【配鮫溺れ】
記録係において.年度当初の幌簿賭票備付経過
嫁作成時及び各部(係》からの引継ぎ時に.各部
(係)との連携を図り.幌簿合てつや作成の有無
を砿鹿することとした｡併せて.各係に儲え付けて
いる根簿賭票備付経過簿に,幌簿合てつの配戦
をさせた上で.同根蝉の用紙を用いて帳簿踏蕊を
肥録係に引き継ぐこととした｡また,引継ぎを受け
た記録係においては,根簿賭票を点検する際.合
てつされていないかを十分注意して確竪し.合て
つされている場合には.備考欄に合てつの旨の
肥載がされているのかを砿漣することを徹底させ
た。

【整理番号について】
区分した部分ごとに
することとした。 ．

区別し得る番号を用いて記鮫

大阪高裁 地家裁 家駆 その他

事件記録出鞆簿につき.司遥年度
ごとに作成すぺきところ.平成28年
度分については.平成27年度の続
きに配載していた．

迎連の醒厩不足により.正しく観簿が作成されて
いないことから,犠簿の膜廃棄につながりかねな
い ●

皿逐を正しく埋解するよう宿尋するとともに.指摘

された幅簿について年度ごとに作成し直U､前年
度根簿の締めの処理をした．

大阪高裁 地家捜 家事 その他

ーーマグロUVログ…~…ｰグローU一一■‐

て.特殊用紙鯛塾責任者や特殊用
紙保管責任者が交代しているの
に.新たな責任者の指定をしてL,な
い。

通達に対する理解が不足しており.特殊用紙鯛
整責任者及び特殊用紙保管責任者は.官聴指
定により定まっているものとして.新たに指定して
いなかった｡また.最高裁の取扱要領に基づき，
特殊用紙調整資任者.特殊用紙保管資任者に．
特殊用紙鯛整責任者等一覧変を送付する等の
方淺により指定しだ旨を通知するとの麗臓もな
かつた｡このことから
て.認鉦等用特殊用鋪

管者(責任者)におい

偽造防止措置を施し
た重要な用紙であるとの愈溌が希薄になり,管
理がおろそかになるおそれがある。

連やかに祷殊用紙鯛竪責任者及び特殊用紙保

管責任者を描定し.各責任者に対し､特殊用紙鯛
堅責任者等一覧表を送付して通知した.また.裁
判部と事務局とが連鍵して,責任遮の交代時に
は.速やかに指定を行う態勢を整えた。

大阪高裁 地家裁 家事 その他

~pLで"丁］可可…祠砺コヌエ岬0－ジ⑭･

て,特殊用紙飼整責任者が交代し
たのに引継ぎの紀叙がない。

超迷に対す｡埋解か不足しており,特殊用紙鯛
整責任者において.引継ぎの配載が必要である
との鯉臓がなかった｡このため,幌姉上.交代時
の用紙の確盟を怠ったかのような記鮫となってお
り,授受鱒による適正な管理がおろそかになるお
それがある。

副睡宣囚即駆翻れを補正した.今後調整資任者
及び保管責任者の交代を－覧できる表を作成
し,その表を活用して.引鍵ぎ溺れ及び引継ぎの
肥載濁れを防止する方策を検肘中である。
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【入力上の留意点】

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて記載する必要がある堀合であっても,､セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。
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庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項、 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

大阪地裁 支部等 民事
ll隅匿情報の管理に関する
事項

秘匿希望事項が肥睡された筈団
を別綴りにはしているものの.配慮
の要否や獅匿の範囲が明確でな
い、

事務処理フロー策定以薊に,秘匪希望に対応
した配虚をした事件について.事件館録を保存
期間が満了するまで.関係する薮判官,職員問
で秘匿の配慮が共有される必要がある。

事務処理フロー軍定前の事件についても.秘匿
希望に応じ配慮した事件について.配慮の判断
や秘匿の範囲を配録化を図る。 、

大阪地裁 支部等 民事 その他

澤弄期圃の異な合一審判決侃本

と上鯨審和解頂書原本とを.判決
原本綴りに合綴して保存していた。

曝存期間の異な苞事件害頚を合綴保存しない

ようにすることは昨年度までの査察でも指摘して
おり.判決原本と鯨詮費用額砿定処分原本等に
ついては.改善が進んでいるが.上脈審和解鯛
書原本については,是正が図られていない,ある
いは遅れがちになっている。

■

上翫審和解園書原本は.散が多く.また閲覧腿
写申鯖が原審判決原本と合わせてなされる場合
かほとんどで.その際取り出しやすいため,是正
が遅れ勝ちになっているが.通逮に従った合理的
処理の徹底するため.新たに保存に付する事件
書類については砿実に.また.既に保存している
ものについては一定期間内に是正する計画を立
てて合綴のない状況を作る。

大阪地裁 支部等 民事 その他

判決原穂の点検から判決正本の

作成.送遮に至る事務処理ﾌﾛｰ
の在り方が検討されていない．

平威26年7月24日付け緯務局第三腺長事務連
絡を踏まえ，原本との園翻のない正本作成に同
けて庁内で意礒喚起を図る必要がある。

韓務局三課長事務連絡の趣旨を周知した上．

で.庁内で.裁判官を含めて検肘を進め.判決草
稿段階から正本の交付に至るまでの合理的な事
務処理ﾌﾛｰを構築する。

大阪地裁 支部等 民事 その他

頓卿謄果爾付経過簿に幅簿名が

肥較されているが‘作成月日等が
空欄になっている。

革『r醜で再”年始B卜『ぬ廷国応し両画日｡WにpJW

ある幅鱒については作成月日を空欄にして畳鮫
するが，当駿年度が終了した後も作成月日簿が
空欄であると,実際に当骸根簿の備付けたのか
どうかが不明になる。 ‘

6

0懸薄寵累通運の極要｣により.事件係属時まで
作成を留保し得る旨の定めのある幅簿について‘
帳簿を作成しないで当骸年度を経過した塙合に
は,作成月日楓導に斜線を引き.取扱責任者が
漣印するとの取扱いを周知,徹底させる。

大阪地裁 支部等 民事 その他

四停砺件の経過票が.記録に編
綴されている。

旬

当厩庁では.鯛停事件の経過瓢は｢記録外｣の

書類としていたにもかかわらず.配録に縄綴する
のが相当との鯉艤を共有していたら

l記蜂とは何か｣についての整理を徹底した上

で,鯛停事件の経過票は,なぜ記録となってはな
らないのかについて;庁内で十分に雛翁じた上
で,具体的に事務処理を検肘するよう指導した。
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L

L人力上の留意点】 。 、

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など．複数の欄をまとめて記戯する必要がある塙合であっても.セルを結合せずに，
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。 ．

同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項
一

課題等 事務処理上の改善策 備考

京都地裁 支部等 民事 (1)秘琶愉報の管理に関する
事項

閲寛等制限決定がなされている事
件について.問事件である旨の鯉
録への明示はなく.該当書面が.非
開示部分へのマスク処理が不完全
(一部のみで.剥がれやまい状態）
なまま.配録に繰られていた．

閲覧躍覗隈決定事件の事務処理については.当
庁の秘匿傭報管理申合せ(H27.3)に準じて ．
行っている｡当庁においては,管内を含め,同申
合せ発出時に職員に周知し.庁内のHPにも褐
鮫してその周知を図り.秘匿情報の管理の重要
性についても線り返し指導してきたところである。
今回.担当者は,この申合わせを知っていたが．
閲覧等制限事件や秘匿情報の管理に対する重
要性の浬職が不足していたことが原因と考えら
れる。

王仕吾醍画か吾部署で閲覧等飼限事件における

非開示禰躯の取扱いについて練り返しミーティン
グを実施して.非開示情報の管理の重要性につ．
いての愈職の徹底を図った｡また‘簡裁で作成し
ている｢閲覧簿制限の申立がされた頚件妃録の
取扱いについて｣の内容を改めて硫浬し. ､記録へ
の明示については,事件記録のビニールカパー
表側袋部分に薄黄色のｸﾘｱファイルを入れた上
で. 『閲覧制限｣と配載されたﾄﾗマークの紙を挟・
み込"で表示する取扱いを,閲覧制限部分のマ
スキング方法については,黒色のテープで透けて
見えないように処理する取扱いを徹底した。

ノ

京都地裁 支部等 民事 その他

硬産廃止により進行を始めた民事
断舩事件の期日呼出の事務処理に
おいて.呼出しに要する予納郵便切
手が不足していたが.期日が切迫し
ているなどの特段の事愉がないに
も関わらず.予納命令を発すること
なく国庫立替手続で特別送達を。
行っていた。

＝＝ニローァやEq～閏刃匂壁碑P1勺程御.8添回。湖ロ

措定の段階から.民事脈舩渋141条を踏まえた
手統をとる必要がある。

重睡貝に対し,改めて民畢翫醗法141条の内容
を周知し.安易に国庫立替の手続を行わないよう
注意喚起した。

京都地裁 支部等 民事 その他

畷麻の保存に関し,担当者の娯理

解により,支払督促事件について混
載を終了した年度を保秤始期として
いた年度があった。

畷薄の洙存は‘記威の籍了した翌年度を保存始
期とすることの理解不足 ．

ョ庁では毎年,嘘簿等の保存廃棄に関する研修

を実施しているが.同研修において改めて注愈喚
起を行う。 ．

神戸地裁 支部等 民事 その他

鹿証等用特殊用紙授受麻が帳簿筋
票傭付経過簿に登載されていな
い。

飛踊鰭票爾付経過簿への量厩意起を的確に理

解しておらず.幅簿鯖票が適正に管理されてい
るか疑問である｡正確でない理解のもと,同経過
簿が作成された塙合,記舷内容や廃棄などの事
務処理に影専を及ぼしかねない。

唾扮鐸全受撃墜翌営雪迩昌一テイング等を行い，
画係通達等を正確に理解させ.その上で慎重Iこ
経過簿に配靭し,庶務繰長等が点検を行うことと
した｡また,本庁から関係通運等を整理して表形
式でまとめた資料等を送付したほか.各庁におい
ても引凝書に妃鮫して後任者に引き鯉ぐこととし
た｡

奈良地裁 支部等 民事
(1職圏情報の管理に関する
事項

秘臣爾轍の哲理の検討 1種巫咽寂においては.害記官が1人しかおら
ず,膿桧が深まらない．
2独立簡麺においては,事例がなく,醗鎗が深
まらない。

季1丁とともに弼瞳爾報に関する距践を行う擾会を
段けたい．
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･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて記載する必要がある場合であっても，
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。 ．

セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
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庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 楢摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

大津地裁 支部等 民事

、

(1醗匿慣報の管理に閏する
事項

破産事件について.債楢者(債務者
の元妻)からの秘匿申出(住所)が
あり.秘匿精報を特定して妃録上共
有できているが.当庁の申合せであ
る秘匿部分のマスキング処理及び
第4分頻に紹綴あるいは曳船にす
るなどの処置がなされていない。

不汗については,閲寛雁写申爾の可能性が低

<，既に債務者が秘匿情報を知っている可能性
がある事案であったとのことであるが,窃匿憎報
扱いとした場合には‘申合せ通りの流失防止策
を鷹じるべきであり.鯉織が甘いと曾わざるを得
ない。

薮判官も参加したミーティングにおいて.当庁の
申合せの内容を改めて周知徹底するとともに,前
提として秘匿憎報として取り扱うべき情報かどう “
かの判断.配録上に不必要な秘匿憤報が表れな
いようにするための措置の可否等を検肘する必
要があること及び秘蟹すべきであると判断した情
報については‘事精の如何を問わず例外的な取
り扱いは餅されず,申合せ通りの取扱いをしなけ
ればならないことを周知徹底した。

篭鰡鑿畿鑑総競認熟
いがなされているか検歴するとともに.秘匿情報
を共有することとした｡、

大津地裁 支部等 民事

一

(1堪匿情報の管理に関する
事項

秘匿備報の取扱いをしている鯛停
事件について.秘匿情報が配鮫さ
れた書類の原本がﾌｧｲﾙに入れ
て配録にはさんであり.第4分類に
紹綴あるいは曳船にするなどの処
置がなされていない.また,主任書
配官や飼停婆員を含め係全体で秘
匿傭報が共有されているか暖昧で
ある。 ．

当斤の甲合せでは.桐租翻洩や紛失防止のた
めに,秘匿傭綴が妃軟された書顛の原本は.第
4分類に絹綴あるいは曳船にすることになってい
るが.その処置がなされておらず.申合せの周知
はされているものの取扱いについて徹底されて
いなかった｡また,主任寮配官や調停委員を含
め係全体で秘置情報が共有されているか暖昧で
あった。

ミーティングIこおいて,循掴事項を含め,当庁の
秘匿傭総取扱いの申合せ内容を改めて周知徹底
した。

今後秘匿扱いとした場合には,その都度.庶務
課長.主任書記官及び係全体で適正な取扱いが
なされているか検鉦するとともに,秘匿情報を共
有することとした6

和敬山地裁 本庁 民事 (】堪匿情報の管理に関する
事項

銀判官が秘匿情職と特定した増
合の事件記蝿への明示方法,また
裁判官･害配官.その各後任者等
及び上訴審との秘匿事項に関する
情躯共有方法

秘匿爾報として取り扱うか否かは決定手続でな
いため.どの情報が秘匿亭項となるかを館録上
明らかにして.蕊判官･書妃官,その各後任者等
及び上翫審との情報共有することが舷しい｡

錘付殿賭,立会段階,記録保管段階が一覧で

きる書式を作成して.その書式に秘盟事項を特定
し､各段階に引き経げるようにエ夫し.裁判官･書
記官,その各後任者及び上醗審と情報共有でき
るようにする。

和歌山地裁． 支部等 民事 その他

飼え付けられた事件記録出納簿
に『返還予定年月日｣棚がない。

趣連の挿式か,いつの間にか変更され｢返還
予定年月日｣欄が削除されている｡根拠となる通
遠等を正確に確麗する事務処理態勢を桐蕊して
いく必要がある。

碩鯉と在包囲迩尋を砿鯉することや,事件配録
の返還予定日を意顔した管理の徹底を周知す・
る｡また･書式変更する場合は,根拠通達等にあ
たって違反がないかという視点を持たせる。

和敬山地観 支部等 民事 その他

感廓魔票便付経過簿の肥取に関
し,事件幅飾と儲票の区別ができて
いない。

昨年も同じ宿禰をしているが，初めて簡裁の庶
務蝶長をする者は,幅博や鰭票の整理の経験が
ないことから.通達等を理解せずに前例踏襲的
な事務を行ってしまう．

｡

唖浮や函票の逓埋及び事件記録等の廃棄に関
し,管内の庶務課長等を集めて毎年研修を行っ
ているが,その研修において再度周知を行って理
解をさせる．
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【入力上の留意点】
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･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて記載する必要がある場合であっても，
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

ー

毎 ●

、

セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁寅部 事件種別 査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

大阪寒裁 支部等 家事
(l畷匿情報の管理に関する
事項

秘匿希望が出されているのに定め

られた様式に従った処理がなされて
いなかったり‘マスキング処理され
ていないもの.また非開示害類群に
綴られていないものがあった。

秘匿申出があった増合の事務ﾌﾛｰが徹底され
ておらず,秘匿情報処理の必要性を聴員に鹿鍾
させているのかを疑わせる配録があった｡再度，
秘匿慣報の窓味合いを職員に鯉臓させ.非開示
の申出がされた書類は家事事件記録の紹成に
ついての通逮に従ってつづり込むように事務処
理を徹底させることが必要である。

秘臣取数の申合せ事項を徹底し,情報の管理に
対し､細心の注意を払うよう徹底すること,非開示
の申出がされた書額は.通達に従って第3分類の
末尾につづり込むように指導した． ．

大阪家薮 支部等 家事
岬
函
匿情報の管理に閥する

受付で秘匿申出があったにもかか

わらず,ピニールカバーや黄色い
ファイルの装着等の措圃を取らない
で部でかかる楢置を取らせていた。

秘匿甲出があった塙合の事務フローとして情報

が十分に共有できていないのではないか｡また，
秘匿情報管理の必要性が職員間で毘駈共有で
きていないのではないか。

秘匿取鈑の甲合せ事項を徹底し,申出があった

示する処理を徹底することを指導した。

大阪家類 支部等 家事 その他

裂判原本は.保存の始期の属する
年度ごとに縄戻すべきであるが.異
なる年度のものが混ざっている。

記録の保存,麗粟率務を通運に従って適正に実
施する必要がある．

画ちに是正するよう括導した。

大阪家蕊 支部等 家事 その他

麺判書原本綴りに緩冊目録を付し
ていないものがあった。

罷録の保存,廃棄事務を通運に従って適正に実
施する必要がある．

画らに是正するよう指導した。

大阪家戴． 支部等 家事 その他

謹判原本等保存簿に完籍日，保存・
終了日が配敏されていない。

記鯨の保存.麗棄事務を通運に従って諸TFに実
施する必要がある。

直ちに是正するよう据導した。

大阪家鎮 支部等 家事 その他

人事翫腿の控饒事件の原審判決原

本と控断審和解鯛書はそれぞれ別
の綴りに保存すべきである｡引用に
より写しが必要ならば,写しも付け
ることになる。

配録の保存,廃棄事務を通速に従って適正に実
施する必要がある。

直ちに走正するよう掘導した。

大阪家叡 支部等 家事 その他

判決原本と和解閥書,取立決定，
鯨腿費用顎確定決定は別々に保存
すべきである。

記録の保存.廃粟事務を通速に従って調症に実
施する必要がある。

回ちに是正するよう摺導した。

大阪家翰 支部等 家事 その他

事件簿等の畷簿類について.保存
期間が満了したものが廃棄されず
に残っていた｡廃棄できるものは廃
棄すること。

配疎の保存.廃莱事務を通運に従って適正に実
施する必要がある。

且弓'二垂止す念よう循導した。
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庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項
‐守

指摘事項 課題等 事務処理上の改善策
■寺

備考

大阪家戴 支部等 家事 その他

言い液し前の判決原本は,配録と
は別保笹とすること。

畢汗配殊にどのような害頚を編綴すべきなのか

といった記録標念について.組織的な麗磁共有
がなされておらず.その橡念に基づいての妃録
作成保管事務の検肘や適切な指導が行われて
いないのではないか。

判決臨本と事件配録とを別に保管することの意
味を,事件配録の概念を十分に考えさせる二とに
よって鹿臓の共有を図り,現状の事務処理を是
正するよう指導した。

京都家裁 支部等 家事 その他

疎音反訳事務において,パソコンの
ハードディスクに保存した音声デー
タにつき,当験飼書の配鮫の正確
性に対する異膿申立てをすることが
できる期間前に消去していた。

廻当者がテータの洞去時期を思臓をする態勢と
なっていなかづた｡事務の疵れの中で.処理する
時期を意職させる魑勢とする必要がある。

パソコンにテータ保存する際.当該データの消去
時期(次回期日等)をファイル名の一部とすること
とした｡また.録音反訳の要箇にそのことを盛り込
んだ。 ．

神戸家裁 支部等 家事 その他

合意に相当する審判の原本仮綴り

に保存期間の異なる鯛停に代わる
審判の原本が複数編綴されてい
た●

了■ ■ I■■一一一扉gひび▼98ー■■ー一宇一一一一可画夕＝畷

不足と主任害配官各人が原本分鍵を行っている
ことから,原本仮綴りに綱綴する際のダブル．
チェックがなかった。

配疎係の事獅を担当する部署を明確化し､責任
をもって事件関係書類等を保管する態勢を構築し
た｡原本の分離と糧綴については,複散人で確鯉
している｡知職不足については,本庁で作成して
いる配畷等保存の手引きの最新版を参考に通達
の理解を深める．

？

神戸家裁 支部等 家事 その他

保存に付している事件鯉録を配録
倉庫から借り出す際,第三者の確
鰯を経ることなく,害記官が借り出し
ている。

哲理駆貝が1人の支部であり．菅理臆員に申

出､出納鱒に配蔵し､かつ管理職員の確鯉をす
べきところ,いつの間にか配戯しないようになっ
ていた｡管理職員が交代したが,その点の引継
が適切になされていなかった。

琶埋騒員の席に出納簿を据え置き.配録の借．

出･返還は出納簿に肥駁して確認する｡管理職員
が不在のときは.係員相互に確固すること徹底し
た.事務引継は確実に行う．

奈良家裁 支部等 家事 その他

舩廷事務(裁判害原本のナンバﾘン
グ)について

事件書類縄冊目録に綱綴されてい
る原本は,散逸,取り違え等の防止
のため,事件害類原本にも同目録
と同じ番号を頤次記飯する等の措
置を議じておく必要があるのに.そ
のような措置が鱗じられていないも
のがあった。

‐一ロﾛ凹一…マォFn08毒U～jG p－V丁回凹面･寺昨万碗梧

の運用について｣等の関連通運の理解が不十分
であることや.事務担当者が交替した場合に.後
任者に事務力鍾切に引き経がれていなかったこ
とが原因であると考えられることから.､そのような
率懸を発生させないような鯉勢を構蕊することが
裸題である。

畢獅理当省のみでなく､全関係職員に対して.事

件害類原本にも事件香類縄冊目録と同じ番号を
順次配載する等の措置を鱗じる必要性簿につい
て税明して周知するとともに.･事務担当者が交替
した塙合にも,事務処理が適切に引き軽がれるよ
う.事務処理要領等にも妃載することとした．

大津家裁 支部等 家事 (1鴎匿傭報の管理に関する
事項

西国1再認W…ツ匂争升日巳琢1－砲

いて.編てつ方法が誤っているもの
があった。

秘睡胴麹理数の事務処理要領の周知はできて

いたものの,事務補助者である事務官にその内
容まで理解させることができていなかった。

準栃･目に河して,改めて要領の内容を脱明して理

解させるとともに.今後異動等で聡員に変動が
あった際'二は,要領の存在を周知するだけでな
く,内容についても説明することとした．
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・類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて記載する必要がある場合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
・その外具体的な記戦方法は別添の入力例を参照してください。
L
’ 、

ノ
平成27年度書記官事務等査察の査察結果報告書

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 課題等

帳癖諸票を備え付けるにあたり.通達を再確認
することなく,前例踏襲で作成している。

事務処理上の改善策

平成27年11月1日から薪漏弐而老両『三菱更厄了逗
還予定日の肥城も行っている。
年に1度行う事務などは.その都度根拠にあた
り,適正な執務を行うように.毎年,､注意喚起す
る。

平成28年1月作成分が5新糠弐而毛両『三菱更画
返還予定日の肥賊も行っている。 、
年に1度行う事務などは.その都度根拠にあた
り,適正な執務を行うように,毎年,注意喚起す
る。

備考

事件記録出納簿が通達で定あ弓洞ア
た様式と異なり,返還予定日の記戦・
がないものとなっている。和歌山家裁 本庁 家邸 その他

事件記録出納簿が通達で定められ

た様式と異なり,返還予定日の配戦
がないものとなっている。

帳薄諸票を備え付けるに詞葹り.通運蚕再確認
することなく,本庁の例にならい,前例踏襲で作
成している。和歌山家裁 支部等 宝事 その他

秘匿することとされた同じ柵報につ
いて;－件記録の中で,書類によっ
てマスキングされているものとされ
ていないものがあった。

秘匿愉報のマスキングは一か所でも漏らすと恵
味がなくなることから,職員に対して確実なマス
キングの徹底を指導する必要がある。

裁判官も含めた刑事部全庶ミーティングにおい
て.秘匿情報の取扱いに関する申合せの改定を
検討する中で,秘匿情報がどのような書類にあら
われるか意見交換を行って注意を要する書面等
の共通認賊をはかった。

(1剛匿情報の管理に関する
事項

大阪高裁 地家裁 刑事

本来のあるべき事務処理を検討Cて現在丙事霧
処理の改善及び申合せの改定等を検討する必
要がある｡．

裁判官害奮

匿情報の管理に関するあるべき事務処理及び申
合せの改定を検肘しているとこぢである。

(1恥匿情報の管理に関する
事項

大阪高裁 地家裁 少年

1

| ’
大阪高裁 地家裁 刑事 その他

反則金不納付事件配録(交通切符）
が.ロッカー内の書類箱の中に他の
書類と混在した状態で保管されてい
た。

交通切符は他の書頚に比べて形状が小さく,他
の書類に紛れるなどして紛失するおそれが大き
い。

受理時からA4版のヂ平ツク付きビニ
れて.反則金不納付惑件記摂のみ0
愛理時からA4版のチャック付きビニール袋に入

れて,反則金不納付事件記録のみの保管箱にい
れてﾛｯｶｰ内に保管することとした。

大阪高裁 地宝穀 少年 その他

’

秘匿情報の取扱FTE関手石関戻寳
料謙の整理がされていない。

秘匿情報の橋 寒記官等が関係資寒記官等が関係資料等を.必要な際に容易に－
覧できるよう,取りまとめたﾌｧ夢fル等を書記官室
に備え置いて関係職員に周知するよう指示をし
だ。

担贄書において･その圃意点等を的確に把握で｜きる環境を整備する必要がある。
(1恥匿情報の管理に関する
事項 ．

大阪地裁 支部等 刑事

(最総三）
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【入力上の留意点】

･類似の指檎事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて記載する必要がある堤合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
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庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

京都地謹 支部等 刑事
(1隅匿情報の管理に関する
事項’

これまでに亜高裁から送付された秘
匿情報の管理に関する事務連絡等
を,事務処理マニュアルのファイル
に綴り込んでいるが,一部綴られて
いない事務連絡があった。

これまでに歴高甑から送付された秘匿情報の管
理に関する事務連絡等を.一つのファイルにまと
め,書罷官室及び裁判官室に備え置き.錐でも
がいつでも見られるようにしておくよう指示してい
たが.徹底されていなかった．

改めて全支部及び簡麺に対し,秘匿情報の管理
に間する事務連絡等を改めて確鯉するとともに，
それらを－つのファイルにまとめて備え歴くよう指
示した。 .

京都地裁 支部等 刑事 その他

第1回公判薊の事前準備として弁

瞳人との間でﾌｧｸｼﾐﾘで送受信し
ている『群舩進行に対する照会｣害
面が.被告人氏名及び罪名を記載
する書式になっていた。

ファクシミリの膜送信防止の対策は十分にとられ

ているものの,もし膜送信が生じた塙合に重大な
個人情報の流出になるという意礎が持てていな
い

諏舌人名及び罪名を記駆せす,事件番号のみで
事件を特定する書式に改めた。



一

戸
ノ

ゾ

(別紙3）

(最総三）

L

&入力上の留慈点』 ‘ 、

･類似の指檎事項をまとめて分析する塙合など，複数の梱をまとめて記載する必要がある堀合であっても.セルを結合せずに.同じ内容をそ
。その外具体的な鯉鮫方法は別添の入力例を参照してください。

れぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部 事件種別 査索事項 掴摘事項 ■ 、 凸 牒題等 事務処理_この改善鐙 備考

大霞寓壁 地家璽 民事

争

【1職圏情輯の管理
に園する事項

甲巫人か税匡的の栂匪を希画しているDV事件に詞い

て‘申立人から蚕顛を送付してきた蹄の封筒'二秘匡粉
盟の可能性が富い住所力唖舷されているのI≦その封
筒を記録につづっている(部の取り漢めでは,封簡は配
録'二個てつしない扱いとなっている.)．

珂囚寺I王醒嘩で唾辱いかbつつり込震ないJ吟ルになっていたが．

部内ルールの周知徹底が不十分であったこと飽録に輯てつする
害面に秘厘傭輯が紛れこんでいないかの点検が不十分であったこ
とが恩因で.紀録の閲覧･閲覧展写により秘醗希盟の住所を相手
方に知らせることになり.人の生命‘身体に危害が加えられるなど
の深刻な事想を招来しかねない．

菫畢汗について鳳筏を行った◆まだ鄙内ルール

を胴知徹底L･ミーティングを実施して.同事例を
紹介L,注愈喚超した．

大匿禽壁 趣孝璽 民事 '4雁の他

判決埠不つつりの中に.和解図吾原本【控訴審で成立し

たもの)を－帖につづっているものが複欧見られた.【通
達遠反(平成4年2月7B付け総三第8号事藩趣長依命
通運『事件混蝿等保存規定の運用について｣鹿第3の3
の側】 ．

一三三二二一＝：一三一言ロ･ 宮-口■_酉室コマ唾U■クヴーユーーウ一画”、“汐q

和扇面書原本が本来つづられるべき場所につづられていないこと
から.執行分付与申砺等の事穫処理に支障をきたすおそれがあ
る．

〆

－－－ー一一●■■■■ー｡ーー一F一一口“～一一『J”ｰジ

柑導した．

至急保存期洞の区分に従って網罷L画I-た菫

大阪富載 地家薮 民事 14庵の他

わら承~『逼遍皐月日』函i顧麹玩事聴菌寵圃更訂
印』掴の押印濁れが複飲見られた．

一・e~一一一一・－画一万やーロマターー“‐口祠評、ロツロ痙再ﾛｰ季｡‐

件臨鋒の管理が微摩されておらず.事件配鰍の紛失につながりか
ねない．

録出納簿を点検し､記録の保管状況を砿鹿するこ
ととした．

大阪高麓 地家裁

β

民事 14)その他

錘判官に即日返逗予尾の事件配鰍を貢し出す爾など
に.その出納を把鰹するために通速上定められている
｢適宜の方法』が■じられていない。【通達違反(平戚7年
3月24日付け轌第14号緯務局長通遠｢事件哩働の
保哲及び送付に関する事轟の取扱いについて｣配第1の
4のI囚のア】

叩即こし工即目堅迅吾れも麗嘩であり.害配官亙に戻っていなけれ

ば職判官に提出していると考え,事件配卸の出納を把鰹するため
，鼬内冤睡-蛙魁勢を作る毘塊が希薄であったこ琿聴因であ
り.亭件雇録の紛失につながりかねない．

…＝マタ窪いげ■ー唾ゴロ七一唾TBJ季．』晒守レ"こ●手

亀当鮫部署においては.事件記繊のピニールカ
バーにr紀像貸出等ｶｰド』を入れ.毎判官室に肥
風を移励する鴎はこれを抜き取って客厘官室に置
き.裁判官室への配殴の出納を把掴するようにし
た．

大阪高顧 地軍裁 民卒 14)“他

■一一口で一一一■ーー写▼＝マーー▼ﾏ？マーマ ■●ーー一一 ■ー一宇~■■｡一一＝P

鏡鰡腎瀦織誇瞳篭鶏溌溌
の歯付け律に関する事覇の取扱いについて』配爾2の4
のI】皿ウ)】

れていないことから.必要な柊鷹面蘭編詞紅顧慮簡薫5鼠勇一
妻等につながりかねない．

四＝己エレ、塁振刃画垂汐軍手ツつ＝こむ0－・祗堺

甜累備付経過鱒に畳敏された頓麻導が現に作成
されているのか.また.涜定侭陣であるのかを確
鹿した上で.遷連に則った厘虹に修正した．

大飯寓戯 地家駐 民事 14)その他

q面一軍■脚タ日司昂●■ウマーー~で一一マー■ W墨一マータ野ロ…”‐■‐qｰ

合てつの記砥力頓れており.正■に配敏されていない．
【通遠遠反(平成4年8月21日付け緯三第28号韓務局
長通運『頓庫賭票の伯付け等に閲する事務の取扱いに
ついて』妃第2の4の②】

｡

れていないことから.桧鱒臆累の隈麗棄等につながりかねない． 傭付幌晦.脆累.それらの合てつの有鏑が磁鹿で
きる弱での引継書面により行うこととした．

大慶寛唖 地家鐘 民事 '4馬の他

録音反訳方式利用事件一頁壷について.初稿受個日掴‘
の肥戟園れ.完成通知期限の記駐翻れが複数見られ
た．

畔画里啄勾郵刊綱竿秤一瓦我UJ配砥1こついての鰯疎不足または

知魔不足が原因であり.完成通知期阻の徒過につながりかねな
い．

疎哲厘眠万式利用事件一寛褒の妃靭方途につい

て,改めて砿理の上.必要な配敏を必ず行うよう
拓卑した．
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L

L八刀エ吻函悪風』 可

･顛似の掲摘事項をまとめて分析する場合など.複数の棚をまとめて紀載する必要がある場合であっても,セルを結
・‘その外具体的な配駁方法は別添の入力例を参照してください。

合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力して<程さい．

庁名 本庁･支部． 事件種別 査察事項 指摘事項 ． 課題尋
● 命

事務処理上の改善策 備考

大阪高裁 地家数 家事 14庵の他

ー伊ロ■ ーU■ワ qUワーー‐＝ ‐■豆、ーで~－■■～ー巳一画■■■ー

貸し出すと噂は.即日に返逮が予定される場合であって
も遷宜の方法で妃鯨の出納を把邇すぺきであるが.その
方箪がとられていない.【通逮遺反〈平成7年3月24日付
lﾅ健三第14号総秘局長通蓮『事件記録の保管及び送
付に関する事務の取扱いについて｣肥第1の4の回の
ア】

争斤ﾛE呼琶起建に面埋すむといつ厘凪が耐珂であり.貫し出した全
ての事件記螺が運還されているかどうかの砿認が.疏実には行わ
れていな力》った．

皿函酉四唾し・函起”巫四U一睡つJ呂皿狸迂、ぶ

う相導した．
改普館として,即日返遍が予定される増合には．
配録の背嚢紐を毘録ﾛｯｶｰにとどめ置く方塗に
より出納状混を杷掴1ることとした.ま鱈子の氏
の変更事件及び相鏡放棄申速事件についてIエ
メモに事件番号6冊敬を記戟する方蚤で把樫する
こととした．

大阪高裁 地家欽 家事 14雁の他
逗判耶卒寺澤仔薄について.樺存袈了の日の記鰯潮れ
が複数見られた． ．

皿垣”唾田ｲ､正U＆エリ･睡仔四に嘩仔侭~rの日が調れていること
から．事件白団つづりの興廃嚢導につな力1りかねない．

一ーー・ー扉UF－マー凹函■‐ーーア･画＝ロ延堅PJL

砿配させ.記唾濁れの箇所を全て配唾させた．

大阪高裁 艶幸鐙 窓事 '4}その他

手杵記輝画嗣扉について.F遅通予定年月日｣■の塵

通れや.配録が返還されてL喝にも関わらず.『返還年
月日』極の記敏濁れ.「返迅配録受領印』極の押印詞れ
が複数見られた．

件胆録の管理が倣底されておらず.車件肥侭の厨美慮うなぶりぶ
れない．

腿慨の保笹状魂

大匪寒埜 地家鍍 家事 14庵の他

砿碑死暴爾何騒過簿について.輯簿辱の引紐あるいは

合てつの肥皿が詞れており,正破に記敏されていない．
｡【通運逮反〈平戚4年8月21日付け組三第28号総務
局畳通逮r頓坤膝累の燭付け辱に腿する事務の取扱い
について』配第2の4の②】

れていないことから.桜鱒聴累の餌良衰辱につながりかねない．
醍嘩嘩肉で･通達や平厩6年12月27日付け｢頓

陣賄猿備付経過簿の手引き｣を確圏し.合てつ等
の配舷溺れを補正した.今後は.根拠に則って正
蝕な肥畷をするよう抱専した．

大阪高裁 地家麺 家事 14}その他

年度まで細卸脳県働付経過陣に丑戦されていなかった
半曜zz千＠月z⑤口阿呵鹿掻踊弗三嘩壁事柄迂路躍付の函等
用特殊用紙の取扱要領'二平厩4年8月21日付け緯三第27号事
覇総長通通『事件関係の犠簿随票の慣付け等について』別袈露e
のその鱒⑲轡璽唱あたるとの配嘱を見藩としたこが原因であ叺嬢
薄砲系僧付紐過簿に也戟がなされていないことから.根簿の腰廃
棄癖につながりかねない。

咽迩寺にヨ函た上で.謝れていた鰻周密聾L

た･今後は.根拠に則って正碗な記戟をするよう
樹卵した．

大飯高裁

一

地家厩 家事
I

'4雁の他

田堺画栗■付唖垣顕'二■付硬興のない幌因が敵多く
登敏されていた｡ま鱈丑＆すべき根鱒(事件起鰍出納
簿)が困れていた.【通運違反《平成4年8月Z1日付け韓
三第28号総膀局長通達噸簿赫票の傭付け噂に関する
事秘の取扱いについて｣配第2の4鍬11のウ)】

面浬”醒唾や疋鳫ぶり,瓢麻晒隈■付唖通用の正砿な記睡がなさ
れていないことから･必要蝿罵の僧付け濁れ.犠簿時票の餌廃
棄等につながりかねない．

ー▽ｰママ ＝ ー●一一一一＝ーーｰ■■ｰe一面F ｰ でご画

のであれば自庁犠簿の定めをすることとした.今
後は･通運を堕睡し.十分理解した上で事務処理
するよう招導した．
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L

■グ、夕』一”国辱“』 可

､騨盤騨礎詮唾分析する場合など.複致の欄をまとめて配竃する必要がある増合であっても.セルを箱
・その外具体的な記載方法は別漆の入力例を参照してください。

合せずに･同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

庁名 本庁6支部
●

本件種別 壷察事項 揃摘事項 腺題簿 事務処理上 侭考

大匠高叡 本庁 刑事
編報の
る＊項
管理

．ーーーー▽｡■可!＝－－，．．0■ー守､ーーーーa可＝ーa画記Tｰ中 司へ可一夕

処理をする時期が同一郁内でも奥なっていた.固覧磯写
に瞭陛担当■配官が偲鋒のﾏｽｷﾝグの有悪毎画画．
ているとのことであったが.周一部内で処理が異なるの・
は過践を刷引する原因となるので.検肘を掴示した．

画匡順極沮､軍死いし猩誼百m覇禾の亘憂唾に壷み､過隈を既引す

§里国塗り零事墨処理の変れについて底面判官E蕊薗砺
えで改呑を種肘する必要がある．

ーーローーウー‐■画一凸一■■ー● 、へ一Wｰ〆▼画面

閉を閲皿写鰯求があった時点とすることで.ﾏ
ｽｷﾝグ処砠をする時用を銃一した.ま亀秘匿
決定等をした珂点で密匿すべき亭項の一覚衰を
f成して(その後判明した秘匿事項も一夏麺三重
題し口専用のﾌｧｲﾙに窟ることにより.部内麓
員全貝が秘匿事項について共通巴■を待てるよう
にした.その上で.担働客妃官がマスキング処理
した障には.主任■飽官がマスキング溜れがない
ことをダブルﾁｪｯｸすることも盛り込んだ．

大醒高威 本庁 少年

【3腸ステムに入力
す
瞳鯛
する事項

垂
輌

一面＝…▼■－才＋や…墨蚕公丁必'一壱也祠穂琶八刀

した後.少年の氏名.住居等に変更があった塙合でも
当鹸システム内の錆報は更新されていなかった｡シスチ
ムのデータを更斬するよう改めて.車務ﾌﾛｰを提出す
るよう相示した．

なお.各■香西は豊蝕システムのデータを差し込む方法
で催成してL,る飢上配支更があった唱合曜璽唾亘壷
の個別画面上で町正して作成していると⑲ことであった
が.こういった手途は過顔を露引する原因となるので.シ
ステムのデータを更断するよう楯議した．

一

アハ丁聖に”ワハ刀堅”札厘忍らない■罰願扇伺輯は何かといヨ
ことを各轍員間で共和するだけではなく.その情輯を.いつ,笛が．
何をもとに入力するのかという事看処理組勢を整借し.各■貝囲で
共有しておく必要がある．

、

なお.その録には.他の事件配輝害面と分界紙に
よって区分する．

● ■

大匿高載 本庁 少年 I4曙の他

押哩初至極面が｡孟竹を愛けた歴■杓につき..押収物

主任官から保曽物主任官に送付することなく､数日聞肥
句とともに保管していたものがあった.必す程管物主任
官に送付するよう楢示した．

杵唾麺寺取奴祝極U己晶つく畢栃麺埋が唾れてし吃かつた． 可邑”3劃碑痙工BJL・琴辛画一シツ電の

て押収物取扱規種の危旨を践認し.今後陸送致
時間や引き軽がれた匿騨の伍圃にかかわら
説例外なしに送致を受けた当日中に保管物主任
官に引き屋ぐことそのためには送致事件に鉦奥
物がある増合には直ちに会計陳に速絡すること
を｡裁判官を含めた卸全体で…し.同腺とも速
撹じた．

大匿高裁 本庁 刑事 '4曙の他

2-9ー＝ー▼~1面~、 、四マターロ了画夕亘卓一＝でF■司些“ず”ー”0－

保管されていた言 嵯哩今1三は豐璽垂l用餐の利益を侭志L,-薗卿詞調子忌壷買昂
国璽琴想揮むど■木唖果が郵症凹垂るあ通過の言薗と
濯産することのないよう保宙する必要がある． ．

－ー ＝ず ー ＝ ■ロー■－ヶマーマーローー･

判決草穣保召箱く董つきの香顕蓬因箱)で別逮保
笹することとじた｡なお.保管箱は健録保管ロッ
カーの所定の増所に保ぜしている．
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(別紙3）

ー

(最総三）

L

L人刀エの幽恵点』 、

､顕似の指摘事項をまとめて分析する場合など･複数の欄をまとめて配鮫する必要がある場合であっても，
･その外具体的な記戦方法は別添の入力例を参照してください。

セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 損摘事項 謀題等 事務処理上の改善策 備考

大阪地裁 支部等 民事 14尾の他

目唾

■
コン

ド）

亭円

■
王

魂

！
口

唖禰宇
目について第1．

守一画一や戸一宇■守鹿ロローヮ●・句■ーー〃‐～ー~‐■＝ｰｰ西やロ
▼~ママー｡＝ーﾏ■= ~‐■守■■ ロローーー守 ！■■『ー一子…甲一一ロー~

は,本庁から管内に遭宜慣粗提供して事務処理
知箇の向上を図る･ －

大阪地裁 支部等 刑卒
11湛圏情報の管理
に関する事項
｡

ﾛ壁承疋かめった公判卒件について.弁厘人から提出さ
Lた寄銅中の秘匿鮫農節分'二閲覧辱の中賄はない
'《,それに缶えてマスキングがされていたものの.マスキ
'グが飼れている卸分が見られた．

万々一一云吋~d■■Jエビ9－面ロU~U一・西”ロローシハや産声莚媒唾ワ牡

ど,その輪果の亙大性に蟹み,確実にマスキング導を行う必要があ
る．

マスキンワ唾のチェック昭努がとられていなかった

ので.ﾁｪｯｸ恩勢を整■し.洞れがないよう砿実
にマスキングを行うよう路く扮導した．

七 0
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平成28年度書記官窪落筆舂空の害毒鈷里銅生璽

(最絶三〕

里

L夕、〃J－U〃画墨“』 ， 、

､類似の指摘事項をまとめて分析する堀合など.複数の棚をまとめて配鮫する必喪がある塙合であっても.セルを結
・その外具体的な記戟方法は別添の入力例を参照してください。

め 合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 謀題等 率務処理上の改普軍 備考

京毎地裁 支部等 刑事
【l脇田愉粗の管理
に関する事項

－狐塞迺'三m鋤顕か匂逐付署れた極圏爾穏の管画こ関

する事務逮絡等を■り込んだ鯖ﾌｧｲﾙを事務室内に■
え■いていなかった(共有フォルダにデータは保存されて
おり.情報自体は睦貝間で共有されていた.)．

~ ﾏｰ ﾏ ｰ－ﾏｰｰ守一写一一一■穴一一一一…

に閣するご壷連箪等を.手っのﾌｧｲﾙiご垂翫春i壷盈及3面
判官劃二勘え種き･雌でもがいつでも見られるようにしておくよう相
示していたが.宙底されていなかった．
なお･枚査察庁は．対応検察庁の職貝が非常駐で,公判鯖求の実
犠もない庁であった．

轌刊幽率隼秤の蝿田がほとんど唾いとしても仮

に係■したときに■えて.すぐに竿に取って確毘で
きる状廻にしておくことが重要なので.車蘇麺璽壷
データ把けではなく紙ペースでもまとめて筒え重く
よう指示した．



"

(別紙3）

(最総三）

里

L人刀エ叩田悪思』

･類似の掴摘事項をまとめて分析する堀合など､複蚊の欄をまとめて記駁する必要がある璃合であっても，
･その外具体的な混戦方法は別潅の入力例を参照してください。

セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
｡

、

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指嫡事項 課屈辱 事務処理上の改善域 備考

神戸地裁 支部等 民事 14馬の他

雪J丁画爽爾に応Lて顕足した事樹フロー(平賎28年3
月7日付け『卸音反訳方式の実施要傾』)では.陣音反
択韓の■理1土録音反旗方式利用奉件一覧丑を償え
■いて.各担当穏が日付導を記且し.検査砲員等が破
狸罐押印する必要があるところ‘ファイリングされた録
音反訳方式利用事件一覧嚢には.肥戚事項濁れ.認印
謂れが多散あった．

ョ墜副衝ﾕぽI手･表御孑調レヲ円に味評した嘩音反訳方式利用事
件一覧表デｰﾀに各担当肴が入力し検査嘩員毎がデータ上で
進行松現を彼鹿する管理方達をとっていた．
当麟方途は･作案ごとに担当害妃官や検遼魔員都押印してし,くこ
とで,責任の所在を明廼にして遷正事務を確保するという紙ペース
の根陣で管理する趣旨に反する事秘処理であるという認臓が不足
している．

宜羅皿夜の平厩28年12月分から.録宵反訳方
式利用事件一瓦表のデータによる管理を改め.紙
ベースの帽扉で管理する方法とした．



身
(別紙3）

一

〆

(最絶三）

L

LJ、J』一W函畢城』 可

･類似の指摘事項をまとめて分析する増合など,複数の欄をまとめて記城する必要がある場合であっても，
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改菩蹟 備考

神戸地蔵 支部等 刑事 141その他

＝＝ｰ図､マクエーーつ乖抵エー季画聖画窪U季･嘩画畢啄

利困事件一文喪を■えおいて.各担当者及び筏蚕蓉が
受領印や随麗印を押印する必要があるが.刑事公興部
の共有フォルダ内に保存した同一覧表データに.各担圏
者がそれぞれの日付データを入力しているのみであった
(平成2B年2月23日最窟載総務局蘭三厩長及び経理
局用度鹿長事務逮絡｢録音反駅事闘における反旗案秘
の発注について｣に基づき.当庁の実情に応じて策定し
た事務フロー(平成28年3月7日付け『録音反訳方式の
実施要蜘)で定められた録音反駅に録る記録媒体及び
初穂等の受領印等並びI幸壷廊員の随睡印がない.)6

弓嬰ユ野璽優L堅画里座り尭堅轟竃及び初踊の曇甑等並びに完
成通知後の検査者の砿麗事務を全て刑事公詞部内で行っているこ
とから.享我の効率化を優先させてデータによる管理を行ってい
た．

壼=劃甦る曾屡であるにめL録音反駅に係る記録媒体及び初稿
等の受領印導並びに検査魔貝による砿配印の押印がなく.鮒が受
傾したのか.完成通知後の検査臣民による確腿がされたかが明ら
かにされておらず.牽制魍勢に不箇があった．

包顧巽鄙におい返本年1月から磯による嫁音反
釈科用事件一覧麦をそなえつけ.当庁の事趨フ
ローに従った哲理を行う運用に改めた．
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(別紙3）

平成28年度雲記官雲霧篝舂窒の舂窪拳理墾竺室

(最総三）

廷

凪夕、JJ－里屈辱凧』 ． 、

･類似の指摘事項をまとめて分析する増合など,複数の楓をまとめて配載す
｡その外具体的な記戟方法は別添の入力例を参照してください。

る必要がある場合であっても,セルを箱合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

庁名 本庁･支部 事件弧別 査察事項 指檎事項 課園簿 事務処理上の改善策 、 備考

奈良地裁 本庁 民事 報告事項なし

奈良途壁 支部等 民事 輻告事項なし

奈良地裁 支部等 刑事
'1圏匪憤報の
に閲する事項

管理

可亨－0“~画クニ秒畢Pグー牢画哩幻･ジァ可切一ソ亡可LL犬伺

され引紐ぎもできる状鰹になっていたが.蚤新のものが
追如されておらず.管理が十分でなかった．

匡乏哩望ご国を_早瓦I聖唖巫っ猩画”哩吾配官は密画に閥する取

扱を桓撞できていた.途律の改正や,事務取扱の留産点などが更
鯖されたときには聞知を行っており.主任各記官の手元ではデータ・
での管理もできていたが.必要に応じ錐でもすぐに供覧できるように
はなっておらず.担当者が変わった時に砿実に引組ぎができるかど
うか.疑蔵があった．

イルとし.これを引き組ぐとともに担当者を決めて
定鰯的にﾌｧｲﾙの破屋.更新をして.裁判官を
含め,事務官も.秘匿に関する事務処理を行うに
あたって最新の憤報がいつでも把擾できるように
樋導した.その鞘果．

①庭務謀長と相観の上.主任書配官が砿実に断
しい情穏をﾌｧｲﾘﾝゲすることをルール化して.錐
でも供宜できるﾌｧｲﾙを■え■いた．
②秘園凹煙(腔人の秘匿閣唾審査缶〕について

も.資料(事務連絡等)は必ず甑判官．
官及び担当書配官との間でもれなく棺
ことを砿鰹した．

主任書配
輯共有する

預良地謹 支部等 刑車 (4)その他

型判百か米もロか鰹乞れており．晤式印令を釆庁日に

合わせて決裁が取れるように準蛍しているが.紛失防止
のため.挟戴待ちの路式命令の草稲を配録に楓りこみ、
脇本用写しも配録と一帖に保管していた．

蕊壁卿､蔵ねb姪ぃ醒冠”唖瓦即寸早揖や狸砥取の暮しは万が一

にも他人の目に触れることのないように.決載が終わるまでは別保
管をするべきものであり;保管方途に問囲があった．

れ別のクリアファイルに入れ､専用の書屈かごに
入れて紀録と別保管する,②侠戯終了後.命令原
本を配録に擾り.轟本を作成するという事覇ﾌﾛｰ
を確立した.事務ﾌﾛｰそのものを後任にも引き組
いでいくよう摺導した結果.啓扇かごに保管する害
顛の名称をテプラで明示し､錐もがどこに何を傑
管するのかがわかるようにし､引き砲ぎ漏れがな
いよう改普した．
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【入力上の留恵点】

1
･類似の指摘率項をまとめて分析する堀合など,複数の欄をまとめて記鮫する必要がある墹合であっても,セルを結合せずに‘
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

平成28年度書記官事務等査察の査察結果報告書
庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 課盟等

麦蔀辱め爪規模庁においてI西子適洞予支私否頂素拝亜蓮零
G画

事務処理上の改善蛾 備考
過料亭件及び

1 ■
。

臣
酉
一

I
(3)システムに入力
すーご登
職すぺき情報に関
する事項

U■■■ 間大津地裁 支部等 ｜
’

民事 ’

’ なっていないところが殆どである。 ーこするよう管内全てに
h謁塞|‐ 医…－－”

予語郵匝 担
で
由
品

調れていた【通達違反(平成7年3月24日付け嚢高裁饗
三第18号事務総長通運第6の2(2)z)】。

(2)予納郵便切手の
取扱いに関する事
項

郵便切手を引き継ぐ際には.担当者及びチェック
者のダブルチエツク態勢で､事件番号.予納者.返
逮事由莞生年月日を必ず確毘して肥駁するように
管内全てに指塀した。

大津地裁
凸

支部等 民事

L－－
=

－

(最総三）
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し

1入刀エ吻圏遮扁』 ． 、

･類似の指摘事項をまとめて分析する瑠合など,複数の欄をまとめて配趣する必要がある場合であっても．
･その外具体的な記駁方法は別添の入力例を参照してください。

セルを結合せずに‘同じ内容をそれぞれのセルに入力して<ださし,。－

庁名 本庁･支部 事件種別 査察車項 指摘事項 牒題等 事務処理上の改善策 備考

和歌山地駐

r－－－1
ｰ

支部等

一一一ー

民事

ロ

(1聴隈憤報の管理
に関する事項

醒輝に種れない起砺元辱については.事件配録とは完

全に切り瞳して別岡麗りとして保笹するという取扱いを本
庁から管内に聞知していたにも関わらず.車件肥録上何
ら明示しないで尿に曳舟として保存していた。 ．

羅璽順和”奴奴Iこ閣丁垂観について.本庁から菅内への周知

は行っていたが.支部写内部における浸透について砿里が＋分と
は意えなかった．

廻当者において,本庁における取扱要領を再賎

腿するとともに.支部等内部への周知を徹底した．

和歌山地鐘 支部等 民事 (4尾の他

半睡7年3月30日付け韓三瓢28号緯務局畏‘経理局

長通運｢過納手数料等の還付金の支払及び旅質,睡定
費用導の騒算払等の取扱いについて』配第4によると．
征人等の旅畏等騒算払園理鱒を司圭年度ごとに作成
し､部又は係に圃え詮くとなっているのに.囲え置いてい
なかった．

1回J抵牢へ”肥唖甲唄か王した調合に祇岬を作睡すればよいと理
解しており.通運の理解が不十分であった”

管内又郡弄において.同根陣を司鑑年度ごとに
侭え置いている庁と傭え函いていない庁があった
ので.侭え函いていなかった庁については.根拠
となる通運を示して.しっかりと理解するように棺
導した．

和歌山地殿 支部等 民事 '4}その他

昭和39年12月12日付け趣高取判所規程第8号｢事
件記錬等保存規租｣第7条により.上醇裁判所から送付
された徳島戯判の正本にも.送還及び破定等の事実を
付記しなければならないにも関わらす.付肥がされてい
なかった．

ザ～■ー＝＝ー一■汀『～ ■ ■ クタ、￥J＝fq■⑪ 当踵五郡砕において過去5年に遡って砿鹿を行

わせた.支部等の全書肥官に規租の再確陶を桾
導した．

和歌山地譲 支部等 民事 (4曙の他

一= ．一一■ マー ．＝ー ー ▼ マーロ P F U ~マーーーーー1■■■

きによる処理を行っていた．
一軍亨琴垂U戸一己旬､画切睡辛頭墾唾を郭エご画③町Wg圧を鰹画

し,基本的な事務の琉れを見直す必要がある．
刃寡一一一ユUFO鐸一●一軍宮酒型奮1J4J“し李顕

の環れに改め,当鮫支部尋の全告肥官に掬導し
た．

和歌山地趣 支部等 民串 (4)その他

亘狂し胴の判決蚕を.事件記蝉の閑に保菅していた． 巴いまﾚﾛﾘ”荊醒画き畢仔恥皿の近くで保官すらことによる不適

切な事務処理を発生させる可能性を腿漁し､基本的な事務の罰れ
を見直す必要がある．

画い証し刑の判決書は.事件肥鰍とは別のロッ

カーでファイルに入れて保管するように事移の麦
れを改め.当肢支部専の全魯配官に指導した．

和歌山地載 支部等 民事 (4尾の他

収人印雅が2度渭印されているものがあった． f”し服こう世上←U夕望雨卿･ロU~ U 刀一区のソ・■喀異J二”1,=．浬府1識ヴナ

の印紙を消印しているのとの疑種を抱かれかねない事務処理であ
る．

同一の収入印紐に対する複敵回の消印行おの

問題点について.当肢支部等において閲魔を共有
するよう指導した．

和歌山地裁 支部等 ・ 民事

◆

141その他

平睡4年8月21日付け羅三露2B号総稿局長涌遼｢根

障諸票の因付け等に関する事務の取扱いについて』配
第3の1の(11のイに.事件関係懐陣を引き継ぐ塙合に
は'肥鞍を終えた旨及びその年月日を記躯して配印す
る,とあり.事件関係の根簿脇累の園付け及び保存に関
する通逮の解鋭391百審号77によると.肥職を縫えた
年月日は当訪年度の末尾となる.しかL･事件幌陣の配
駐終了日が年度の途中であった墳合に.実際に紀唾を
協えた年度の途中の日が配載されていた．

起埋岬窪肝刀､小十万でめった．
一一一壁や司丁▼グー西呉ヒロpーニニ草夕Tﾛｻ卑嘩迄7列子

した．

和歌山地湿 支部等 民奉
12)予納郵便切手の
取扱いに閲する申
項

甲 司･ローー‐” 、 ■ヨーーーロ一画0●閏一首0ぬ凹み夕J『”ヮ画曹グー区

切手が入っていたところ.小袋に分けて哲理はされてい
たが.いずれの小唆が原告分又は被告分なのかの明示
がされていなかった．

~ 一 ~= ~ ~‐ 一~ー一 夕 ~■ー■ー p両gーf‐～ｰヱ J一宇一V夕

かについて.鰻りが生じる原因となりかねず.また.使用の都度.金
噸等で砿露することとなり,非常に煩馳な事務処理である．

当駈文郡の全吾配官に.小裂に分けて管理する
際には.小袋に雅が予納したものかを明示ずるよ
う徹底した.．
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且八〃エ四囲畢思』
●

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など複数の欄をまとめて配城する必要がある場合であっても，
･その外具体的な配鮫方法は別潅の入力例を参照してください。

セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

、

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 ‐摺摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

大阪家裁 支部等 家車 (4尾の他

マ■■一F■･一■口タマo一BQ…ー＝雨0~唾ヴー丁…一〃十

度分につき.妃敏終了の処理及び引駐ぎが行われ
ず.同じ用蜘ご鮫けて次年度の配敏がされていた
(晃皮4年8月21日総三第28号総藤昼具詞遼『幅
簿諸粟の備付け等に関する事箱の取扱いについ
て』第3の1の(11の㎡,平成7年3月24日総三第14号
総務局長通逮｢事件配録の保管及び送付に閲する
事務の取扱いについて』第1の4(31)。

ーーーローマーマ＝…一面グー歴“~~､‐ 0づJEm秒J三厘α』･皿巫”

趣旨に則った根博鰭康の処理が行われていなかった．
担当者のみの問題ではなく,日索の査闘趨勢も不十分であ
ることも考えられることから,管理職等の査閲も含めた享務フ
ローの検肘が必要である．

配転祇rの処埋を行った。今年度の配敏終
了後速やかに妃録係に引經ぐこととし.担当
者の理解を補助するため圏係逼蓮を当駐躯
嫁に綴り込んで適正な取扱いを期することと
した。

大阪家裁 支部等 家事 【4庵の他

亭汗閥除出祁薄'二返迩予定日の記転がないも
の.返還予定日を過ぎても受領の処理がされてい
ないものが多数あった《平成7年3月24日総三第14
号鍵務局長通逮『事件記録の保管及び送付に関す
る専務の取扱いについて｣露1の4)．

埋埋ャ垂画き誕唾ずゐ怠豚について,担当吾配官の理解
が不十分であった.また,配録の返還,管理に関する事務フ
ローが確立していなかった。

堪垣の有無を砿麗し.返還予定日の配載を
行った上で.砿鯉返還予定日の紀敏および返
還日の管理を徹底ずるよう指導した．

大阪家戴 支部等 叡事 14尾の他

坪仔きれていも亭仔簿につき.配転を終えた画及

びその年月日を鯉載して腿印していないものがあっ
た(平成4年8月21日総三第28号総務母得孤蓮
『軽薄飴既の備付け等に関する事務の取扱いにつ
いて』第3の1のil}のイ)。

殖洞”めった趣云の串仔薄は,狙当君において本来付配
すぺき当時の唾員がいないので,付妃ができないものと誤解
していた.通逮の理解が不十分であり.通連の趣旨に則った
根簿賎粟の処理が行われない恐れがある．

手旗z9牢3月末日までに点検して改善する
予定である。

大阪家霞 支蔀輔 家事 (4尾の他

単肝膏顕《客判吾脚本及び劉停詞■原本)につ

き､保存期閥が漢了しているにもかかわらず慶棄未
了のままとなっているものがあった(｢事件配働尊保
存規穏』観8条）

酢牛圧の争麺察において,額威年度分が合綴されてい

た原本を分薩したところ,保存年度が経過した原本が発生し
た鉱廃棄が間に合わなかった． ．

半双Z9年3月末日までに廃嚢する予定で
ある。

ー
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【入力上の留意点】

･箪幽騨享礎壷と噌丁分慰綱跡ど:煙数の雛まとめて記醗する必要がある堤合であっても.セルを結合ぜずに.同じ内容をそれぞれのｾﾙに入力してください。
.その外具体的な記戴方法は別添の入力例を参照してください。

平成28年度書記官事務等査察の査察結果報告書

(最総三）

庁名 ． 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 繰題等 事務処理上の改善策 備考

京都家戴 支部等 家事 ：幽息
醸すべき伯報に関
する事項

透窒分副手統におし､喧旦“された当事者がいる堀合

|ミ 鰡蛎g醤欄

運用ルールの定めについては,所属する職員におい

支部に限らず,庁で定めたMINTAS運用ルールの遵
守のための効果的な方策として.ルール顧守の必要性
から指導し,顧員に十分に理解させることで,ルール遵
守対する職員窓醗を向上させ,日常の事溺の中でも指
導を綴り返して.定藩させる必要がある。

､査察後のミーティングにおいて，
M1NTAS運用ルールについて改めて確認

槻…:藷驍
どを把掴するために有用な情報であるか
ら入力を失念しないよう指導した。

ー

一一
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【入力上の留意点】

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて記戯する必要がある塙合であっても，
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

、

庁名 本庁･支部 事件穂別 査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策 儲考

神戸家裁 支部等 家事 ．
1l"
事項
匿情報の管理に関する

別表扇一審判事件の審判B原本

に.申立人の住所にﾏｽｷﾝｸﾞ
プが貼付されていた．

1■■

戸

非闘示布望砺輯として扱う増合は.審判香に非

開示希望の住所を罷軟しない扱いをすべきであ
るのに.その検肘破鹿が不十分.．

罪閉示布塑頂轍の取扱いを硬麗し,審判香等に

配鮫する情報につき十分注愈まる｡ 、

神戸家裁 支部等 家事

(2序納郵便切手の取扱いに
閲する事項

予鞠部便切手晋理袋に,郵便切手
以外のものが入っていた。

麺哩切手の脱砺の危瞬がある。 ヤ願郵便切手哲理袈には郵便切手しか入れない
ことを徹底した． ．

神戸家裁 支部等 家事 その他

紐薄駆票爾付経過簿につき.前回

掴摘された事項(改訂された配載妥
韻のとおりの配駁になっていない.．
胎票の柵に異なる年度の幌卿が配
躯されていたり,保存終期の配戟調
れ,照配がある｡)が是正されてい
ない。

亟辱回凹乖凹夕犀庁･函季U－ノご埋埋守”理解千

足｡主任書配官が行うことになっているが.繁忙
のため.事務処理が未了。

醒輝録の挙揖を廻当すら鄙署を明確化し,箕任

をもって根簿鯖粟の管理をする飽勢を構築した。

神戸家薮 支部等 家事 その他

胴停四害原本仮騒の中に.保存期

間の輿なる合意に相当する審判の
原本が鱈綴されていた。

畢仔葺顕の録存副函についての.通運等の理解
不足と各人が原本分錘を行っていることから,原
本仮綴に編畷する際のダプﾙﾁｪｯｸがなかつ
た●

ーー凹振ー‐一刃一唾一一ぴ軍鼻Fローマコ■処ローン、二匹

をもって事件関係害顛等を保管するため,ダブル
チエック感勢を構箪した｡知魔不足については，
本庁で作成している配録等保存手引きの最新版
を参考にして.通遠の理解を深める。

神戸家戴 支部等 家事 その他 ．

昨年度の指摘事項(根簿爾票髄付

経過簿の配戟で,事件簿の保存は
CDにより保存しているが,備考欄に
磁気テープ番号の配鮫がない｡)が
改善されていない．

昨年度の預翻事項が改善されていないことは問
題である｡指摘を受けて是正したことの砿鹿やそ
の後の引継ぎが不十分。

垣逐の配聴喪綱の確醒を砿畦するように
た．

摺導し

神戸家載 支部等 家事 その他

麺判官に一日を超えて配録を貸し
出す際に出納薄に唾していない。

配皿の所在画琵.保菅等の密配官の責任を明ら
かにするため‘配級の授受は.明随にしておくべ
きである．

睡翻罰に．配録の買出日.返還予定日.壷遥白
を記鮫し､担当者が不在であっても.係内で確麗
ずることを微底した。
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:蜜罐淫蕊詮めて澁謁堀金など複数の欄をまとめて趣する必要
･その外具体的な記転方法は別藷の入力例を参照してください。

がある場合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

、

庁名， 本庁･支部 事件種別 蚕察事項

■ グーーー_r＝車口凹画華極守宜垂uJ菅垂＝＝＝一塁

猶摘事項 謀題等 ． 事務麺理上の改善策 備肴

神戸家裁 支郎等 少年 11脇匿愉穏の管理
に関する事項

暦更宜些卑公咽璽電豊里軽哩として婚定した事件
におい逼故香香の轡醜(顔写真及び防犯ｶﾒﾗの
映像)のマスキングが検酎されていなかった．

＝ー直“~…商圏こ”B具J宮，痙置画吻画人頂輯を隊座し秘圏

豊豊鍾員鞭唾勇壁露砺儲ぞ等黙蝋雛
検肘しておらず．定型的に被害者の氏名.住所のみを秘匿封
象事項としている。

思想や緬識寵踊聯篭豐暑
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽにおいて多角的な視点から秘
匿の必要性を検肘するよう改善させた． ．

率汗マスキング竃れの

あった個所に対する届写
貯可はなく.愉紐は裁判所
外に讃えいしていない．

神戸家敏 支鄙等 少年 I閥匠棺報の
|こ関する事項

管理
ー＝q只琿~し空マーゴソツ

マスキングに零れがあった．
へ害煙琶看の比名の 四二刀理崔‐函U…ザ

ていない．
ってハキンク起埋踵のチェックがされ

一一画一目一も夕､奇一グ型･~旬し、ワし巳四面

を共有した上で.マスキング処理後のダブル
チエック躯勢を標準とする事務フローにした。

本件マスキング■れの

あった個所に対する■写
許可はなく.傭報は猿判所
外に■えいしていない．

〆
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(最総三）

L

&ﾉ、〃』＝”麺墨凧』 、

､顛似の指摘事項をまとめて分折する場合など･複数の欄をまとめて記戦する必要がある場合であっても.セルを篭合せずに･同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
･その外具体的な鯉載方法は別添の入力例を参照してください。

庁名 本庁･支部 事件稲別 査察事項 掴摘事項 課題簿 事務処理上の改善策 備考

大津窓戴 支部等 家事 (4)その他

一一ケ■マク、■ーーで軍U羽■〃~~‐0~＝や■■■■■■■“ﾛQ永廓Bq■U≠

側付けがないのに根降臨県備付経過簿に畳散されて
いた．

【通達垂反(平成20年2月5日健三鋪z3号緯務局長通
連記第2)】

子哩召回婆nBIpひら畠ン鄙裏か導入されたところ.､覇年度の根簿

繭粟薗付経過鱒を作成する鴎に内容を十分随巴することなく前年
唾と園担Q内警でr成したものである5通運を鼠塵すること篭<，
柄薄繭扇貢付経過簿の妃敏と桧鱒を閥合することもなく戻銘と前年
どおりに配転しており.事務処理手風に問咽がある．

年匪ヨ初に必す嘱障囲隅■付経過簿の肥館と橿
晦を馴合Lて画付を砿鹿するとともに‘当殿壷垂
橿簿館察働付経過陣に綴って,いつでも確睡でき
るようにした．

大津家裁 支部等 家事 14)その他

垂醍即垂･収入印艇嘩存殉の画付けがなかった．

【通運運反〈平成23年3月28日家一第1376号事霧総
長通達肥露2.6.(11.ィ)】

･

別冠濁q正嘩田町U己炉醸す③画の正めがないことから年度圏初に蹟

けけ型心里璽あるの1皇概幻に登載した事例がなLにとが颪逼還
を砿鹿することもなく■付がなされていなかった.担出者以外に敵
漣する者がおらず.担当者の知塵が不十分であると働付がなされ
ないままとなり.事秘処理手厩に問圃がある．

唖を願合して■付を砿鹿するとともに.当駐調霊毒
帳厚臆票碩付経過扉に損って.いつでも砿諺でき
るようにした．

大津家裁 支部辱 家砺 (4尾の他

一寺一一函一マーーーゥ¥●ロー＝~釘FD面一両ユーヱロェニ垂＝”■

なされて,快定厩本を普通郵便で送付して告知している
が.その郵便料がどこから出ているのか配録上不明であ
る。

函宜叫函乗，垂野”Tmかあったのにャ覇郵便切手哲理観に記

戦することを失念していたもので,郵舞の予納があれば速やかに受
入処理を行うことが徴底されてL,なかった.また.完結妃鰍の査閲
時に発見可能であったにも関わらず見菊としていたことから,査囲
暇酪Fも間胆がある．

唾貝主風に河し､■野通達の改正も含めて郵券

の取扱いについて改めて適正な事務処理を行うこ
とを指導するとともに.完結記録の査閲において．
予納郵便切手管理袋の妃電内容等についても更
に細かく点検することとした．

大津家裁 支部等 家事 14尾の他

Tニー函率■■8℃＝ー＝画夕吟宰珸・冠舞巴函承塑画蜘〃U千

十分なために登哩年度を唄っているものや複敏年度合
冊しているのに働考緬二その旨鹿戦がないかつたり‘記
鮭が観っている箇所があった．

狸佳吻理ョ石で1戒悪く､何年か岡の配転であって.目時の担当書
の知歯不足によるものと思われる･現在の担当者においては正砿
な配■をしているのであるが.過去の配賦まで確毘できていなかっ
た。しかしながら.保存期間に影秤するものであるから放矼すること
はできないものである．

呪理ヨ君においては正■な配駐をし、､るところ

であるが.後任者に引き軽ぐ隙には通連や資料も
引き縫いで正砿な事務処理がされるように留冠す
るよう指導した．

～

● ■



、一

(〃ノ
(別紙3）

(最縄三）

上

Lハノ』エ四画畢思』 、

･類似の指摘事項をまとめて分析する堀合など,複数の欄をまとめて配鮫する必要がある場合であっても.セルを結
・その外具体的な記鮫方法は別添の入力例を参照してください。

合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．
ゆ

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 腺題簿 事務処理上の改善策 備考

和型山室型 支部等 家事 14淀の他

天麺置亭汗配障のみ曝宮垂受払系(甲)が章付されて

いなかったことから.通運上は必要とされていないが.遇
娯防止の観点から.･他の家事車件と岡棟に保管合受拠
票(甲)を配録に逓付するよう指摘した．

珂匪官唾や汗匡ついてI玉▼（ての事件で保官金受払票(甲)が

竃付され､失蹄宜督事件には毒付されていなかった.事蕃の夷れ
からすると.圃査終了後に官報公告をすることになり,保管金の予
納を棺示し.入金の有然の破囲.官輯公告料支払いの有鋪の砿
鹿･事件健了後の退遇等の有無の砿睡辱がそれぞれ必要となり．
それぞれの塙両で配卸に基づいた砿座作案ができない．

べて当触事件配録に保管金受払票(甲)を添付す
るよう運用を改讐した．
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【入力上の留愈点】

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて記箪する必要がある場合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのｾﾙに入力してください．
･その外具体的な麗畷方法は別霞の入力例を参照してください。

平成29年度書記官事務等査察の査察結果報告書

身

<最総三）

庁名． 本庁･支部 事件種別 査察事項
0 6 ｡

指摘事項
C bD 謀題簿 事務処理上の改善蹟

4｡

備考

大腰寛鐙 本庁 民事
11)予紬顧便切手の
取扱いに閃する事
項

ロF専一厚■ー－＝‐＝顎一

より82円少なかった．
｡ □呵弓一一”了ローーーーー函

砿鯉したところ.使用時のE唾審
詞らしていたことが判明し,紛失事案画士ないことが分

かつたが･郵勢を使用した塙合は.予納郵便切雫管理袋
に運港なく配敏,押印する必要がある.【語揮垂痘【平成
7年3月24日付け健三第18号事穣緯長彊蓮亜塞もの2
の､l)】
のc ■

郵野哲理の五受汪についての意、が不足していた．

● ｡

事
に
の
が
噸
垂 §淵:繍鰯潔麓

《

他に駿当事例はなかった.過去の不適切事案を
踏まえた郵弊管理の重理性について改めて周知
するととも1二郵幹通運等に従って適正に処理す
るよう指導した．

大阪晦駁 地家戴 民亭
11仔納郵便切手の
取扱いに関する事
項

侭罹配当事
率爾をする1醗裟噂法務局宛の支払婁既書の艶送予納郵便切手管理袋に押印初を
除き所要の記載をして発進に必要な愈便切手を取り出
し,法務局宛の封簡に上配郵便切手を貼付した上で.封
楠を事件妃蜂に挟んだ状掴で保管していた.【篭識進展
(平成2B年1窒月15日付け総三館257号事塞鋒再蒲諌
『郵便切手の取扱いに関する規程の運用について』配第
3の1の(4,】 ， ．

良菅巍ﾐ鰯議騨感議菱端筋爾蜀諸銅労蝿な
い●
●

通達及びその関逗規範を再麗腫させるよう指導し
た.郵便切手を貼つだ封筒は管理袋に入れて保皆
する取扱いに改めた． ．

大師寓愛 本庁 民亭
111予納島便切手の
取扱いに関する事
項 ．

■
Ｑ

配当刑日胴の卒園として.予め切手を貼った封筒を予納

郵便切手管理袋外で保管し､固巷理袋に発送予定日の
日付を配載する不遍切な取扱がされていた.切手は実
際に使用するまで同管理袋で保管して尭送時に切手を
封筒に貼るなどし.同管理裳には実際に使用した日付を
妃唾する取扱に改めることを検肘されたい.【通違遠反．
呼成28年12月15日付け総三第267号事誇緯異壷遍
『郵便切手の取扱いに関する規程の運用について｣記第
3の可の(4n】

－

＝＝＝~‐客一汐

保管することは．
い、

ｰｰグー…堅函ゴー坦■V‐珂四廷璽垂＝ニアr塔

郵券(郵券を貼づた封筒〕の紛失につながりかねな
マーー…マヶーローーーgg＝■ーーー▽ロローー●画石一一

いを改め.実際に発送する時点で封筒1二郵便切
手を貼付しd予納郵便切手ぜ理袋の年月日極に
実瞭に使用した発送日を腿入する扱いに変更し
た． ．

大阪高裁 本庁 民車 141その他

囮隊出鮪簿に遅速予定日及び返逮日の肥歓がない．
【通達遠反(平成7年3月24日付け絶三節14号緯務局
長通遠｢事件配録の保腎及び送付に関する事瀧の取扱．
いについて』妃箆1の4の(2D】

画こりー＝万四m｡副鐸画へ産曙四ゴ"－ｰ巳岬ワコ■＝江■,r坐口を四一早口~■｡

ずに飽低の授受を行っていた.返還日の妃戟濁れについては.配
録の還還を受けた担当者の鹿灘として肥録遼通事実の”【厘轟
出納■における配蜂返運受團肴印概の押印)に亙点があり.配娩
返還日の妃敏の必要性･宜要性についての図■が十労でなかつ
た． 。

審理の期間が禾定である等の理由で返還予定年
月日が明随でない珊合でも.とりあえずの返還予
定日を配賦して同日までに破哩を行い.引き線き
使用する必要がある塙合には.改めて遅逼予定
日を定めたうえで再度貸出しの手観を取ることとし
た.また.紀鋒の返還日の記敏については,ミー
ティングを行い,記録の授受を明堕にするために
必要かつ宜要な事項であることについて共通陣嘩
を持つとどもに‘､今後は配鯨の返還を受けた蹄に
各人が陸実に返還年月日を
た． :

R■

配転することを確罷し
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L

L人刀上の閏慈点』 、

･類似の描摘事項をまとめて分析する場合など←複数の欄をまとめて記敏
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

する必要がある塙合であっても.セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

庁名 本庁‘支部 事件種別 霊察諏
旬 ◆

指摘事項 課題等
p

■

事務処理上の改善策 … 備考

大飯扇鼠 地家裁 民串 14}その他

嘘堺砺飛田付嘘退陣の過垂分の配載事項について.幅
姉等の引縫あるいは合てつの配戟が溜れており.正随
に毘瞳されていない.【通遠遠反(平成4年8月21日付
け健三第28号総涜局長通遍｢幅簿聴粟の侭付け等に
関する享路の取扱いについて』配第2の4咽2}》】

＝聟三三一盲皇室口量蚕■凹亜亘辱Uで一一‐函一■鼻"昼■＆‐“･･ひ写■由歩む°･≠

ぃことから.概陣臆羅の哩塵塞につながりかねない．
nM目ユ示吋I－yu皿延率Uj.J三国同JU-望琶・画固亡がL

た点も見受けられたが.砿実に是正しきれていな
かった点について是正した.長期にわたって引経
がなされていない事件鯆等については引き継ぐよ
う招導して引継を行った．

大阪高裁 地霊裁 民事 14}その他

晒圃口凸▼ー■■●‐■丁刃…､ '■■ー■~ﾏ酉幸夛画画T聖私唖g・子

数料遍付等の決定密案について.パソコンに保存した電
子デｰﾀを願次上香きして作成している香肥官がいた．

エ吾潭題埋によら過鰹兜窒の危賎国土狸狸しているものの.遇妾

のデータを利用して処理をする利便性を優先する余り上害き処理を
行っていた.上害宮処理によるﾘｽｸ晒人傭報の風えい)及び紫止
の目的(上書き処理踊れに伴う過観の防止)が全体で共有されてい
ない可能性が高いことから.遇隠発生につながりかねない．

ｳ

邸全体のミーティングにおいて,上書き処理を行な

うことによる遇鶴の危険性を改めて腿臓させ.上
書き禁止のルールの徹底を疎狸した.上害き処理
を行なっていた職員に対しては.過去のデータに
ついて,事件瞬号.自事君の氏名及び住所,叙判
官氏名簿を｢●』で嚢示したものを作成さ性.その
データを元に和解四書扉を作成するよう指導し‘
実践している．
共有フォルダ内の極準書式の充実を図り.､掠準
香式を迅加する塙合には,書肥育全貝の愈見を
唾くことを…した．

大阪高粧 地家載． 家事 14}その他

罪万剤万五によって■成されている販事事件記録にお

いて.当事者から非開示の申出がされた害嬢を記録の．
末尾にその他の書函と厩別してつづり込んでいなかっ
た｡【通達遠反(平戚24年12月11日付け緯三第339号
事務鍵長通運｢家事事件記録の綱成について』記露4の
2)】

罪万剤万丈によ・事件I塞函秤事件に比べると.昨開示の申出が
される事例創少なく.書配官の危担念嘩も薄くなりがちである． ．

f ●

～

ーローロローマ 守守■■ーママー守一▼ーー－丁－－1■■ーー毎口g ~5－~ーー

捉出されたときには早急に処理すべきことを指導
した.事例が少なく､危檀竃蹴が薄くなりぶちなた．
め.今後も綴り返し錘喚起していくこと趣_鰹

大俸瓦錐 地家裁 家事 14庵の他

や庁醒呼蓮曝醒・皿崇可喧・醒詞BI－屈し四9騨厄．叩

日運週が予定されない場合は事件配録出輸簿又は所定
の事項を鹿威した賀出調ざ等により.即日に返遠が予
定される塩合には遍立の方遥で.肥録の出納を把握す
べきであるが.その方筬がとられていなし,.【通蓮蓮扇
(平成7年3月24日付け総三癖14号栓塞園基繍垂『事
件毘蜂の保管及び送付に関する事麗の取扱いについ
て』記露1の4の画のア)】 。

睡牽等の録刑寅出にあたっては出閉珂を利用していたが.それ以
外の期日前の貸出等にあたっては.即日
ぐ場合いずれにも期日簿等により歴侮貸

遼遠される堀含
出の事震■碑が

日をまた
可能であ

りそれで足りると考えて.それらの堀合に左通運箇所に沿った取扱
いを怠っていた.主任書記官識まじめ猷占た係唾員全員について．
左肥、の通運箇所に関する知撮が不足していたことが原因であり，
事件肥鋒紛失につながりかねない取扱いである．

在通達画翫を砿囲し.その定めに従った処理を行
うよう指導した．
改善塵として.崖貝らに通遠内専を脱明し､即日
返還される肥録については事件唇号･冊数等を記
駁したメモにより.日をまたぐ貸出配録については
期日簿写しに貸出日尋田鮫のうえ借受人田を受
ける方塗により,いずれも墹合も肥輝露を行うこ
ととした．

大極高溌 地家裁 家事 14曙の他

一｡■ー一ーマローーウー‐ーー。一一q■-、●…~ーr＝屍

日が妃蝕されていないもの.②返運配揮受傾者印はあ
るものの.返還年月日が記敏されていないものがあっ
た。【通達違反(平成7年3月24
局長通運『事件肥録の保管及び熟鰯講
扱いについて』肥第1の4“21)1．

◆ ゆ

14号総茜
事務の取

酉＝晤生PJ乙旬しに幸汁座呼”風画しロー函ガ⑨宇羅廼唾内野託”

目的が－都の廠貝において共有されておら説従来から退遺予定
年月日等が妃載されていなかったものを漫然と踏製し､遼遼予定日
に基づく貸出概況の磁鹿がされていなかったものであり,事件配録
を適正に保管管理するという愈陸の低下,ひいてはそれが事件肥
録の紛失につながるおそれがある．

申
毎

ーコーーーーー■ー■‘■■＝■9口■一一”ーーｰ■一画石 ．‐一

秘処理内容やその目的を全磁員に改めて因知す
るとどもに.事件記障出納簿による貸出状現を定
期的に確醒するよう指導したところ.被査察庁にお
いて,ミーティング等により運還予定年月日及び返
還年月日の配敏の倣底を図り・月に1回.事件妃
録出納姉を点検するように改善された． 。
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(最総三）

L

L人刀上の留璽点』 、

､頚似の指摘事項をまとめて分析する堀合など,複数の柵をまとめて肥鮫する必要がある壜合であっても,セルを結合せずに．
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

ｰ

庁名
■ b令

本庁P支部 ･事件種別 査察率項，
● q

指摘事項
9 - -

－ ■

媒題等 .事務処理上の改善策
『 ●

鯛考

大阪寓種 地啄壁 顕事 14圧の他

戸口ーマー■=‐■壷=■■ー■一一ママ｡＝■■…可一■刀ｸ再刊~ー赤ﾛ汀守昼9

の日掴の記載がないﾌｧｲﾙが散見された.睡謹璽扁
(平成4年2月7日付け総三第8号事務総長依命通達｢事
件記鋒等保存規程の理用について｣記第4の2)】

”鴎鹿藁専通産近時爾而更郵i函薩と蕊:慰駒願釆耐艮葎
の重要性に霞み;当麟事務の楯怠は君過できないところである．

原本保存簿の記晒踊れについてI土当麟笛所を
閣次原本担りにあたって肥瞳補充するよう指導L
た.記載の補充作某は確実に進められている．

大販臨鍛 地家裁 家事 14圧の他

戴判単不等録存廊について.披査厩庁において使用し

ている械式に⑪完納(蔵判)の日｣観がなく.②｢保荏侭
了の日』掴には年のみが記鼠され,月日が記敏されてい
ないものがあった雪【謁輯蓮辰(平成4年2月7日付け鯰
三第8号亭務総長通遺｢事件肥侭等保存規程の運用に
ついて｣腿館4の2)] .

凸 6

一一ローーマーーー■一宇一で■｡ー一一一戸‐｡■写一＝ご”~＝一…～一ヶU函1－もｰ＝画

目的が事件書頚の保存事稜を担当する職員において共宥されてお
らず.戯判原本淳保存簿の様式を確腿しないまま,従来から利用し
ていたものを細纏利用していたものであり.各事件害顛の事件尭軸
の日を故鹿することなく個冊しで保存に付した鞘果.事件書顛の鶴
廃棄につながるおそれがある． 、

通速で定められた事件香顕の保存に因する事務

処理内容やその目的を事件香碩の保存事務を担
当する馳員に聞知するとともに.速やかに裁判原
本等保存簿の様式を改めるよう楢導したところ.袖
査察庁において.裁判原本簿保存鱒の様式を改

畿鎚濡織箔織臓鰯撫
るよう改善された．

" も



と
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奇一一帝

(最総三）

L

LハJJ÷UJ画昼風』 司

､類似の指摘事項をまとめて分析するja合など,複数の欄をまとめて配鮫する必要がある場合であっても，セルを結
・その外具体的な配蔵方法は別溌の入力例を参照してください。

合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

庁名 本庁･支部 事件種別
｡ ■

壷察事項 楕卿澗項 ．
～

蝶題等
■

･事務処理上の改善鯉 備老．

大懐寓鞍 地家裁 刑事 14雁の他

一一一一ーターーーワロ●ー

脱調の危険があった．
ーーダーーー－9再一一叩己夕q

b
画唾馴手”津迩U－河9③図咋駆鹿リノ阜廻”憾晉か、岨で酌｡。 ヨリ医切子竃郵円ﾛｰﾉ、句L0て哩郵碑竃重砲可哩琶包李

うにエ失したｸﾘｱファイルに収納するようにした．
更にそのクリアファイルについては.横が開いて
いる部分に2穴パンチで穴を空け.ﾌﾗｯﾄﾌァイル
に鰹じることにした.．

大阪高戦 地家鍾 刑事 (4)その他

煙淫･マニュアル.認栗など.湿然と古いまま璽え屋

かれている部署があった． 。
碩民とな色もの舌爾に逓斬のものにすることの璽要性が朗に匪ちて
いない．

●

軌しいものを画え置いた｡改定辱があった唱合に．

陸その都度新しいものに差し替える車稜飽勢を
構築する必要がある．

大阪高鯉 地家裁 刑事
●

■ 4

【4圧の他

閏』目迩逗予定の識判官への記厩の賀出しについては．

メモを作成するなど適宜の方法を採るべきである紙そう
いった方法を採ることなく､単に記憶に頼った事霧処理を
していた． ，

【通達違反事件肥録の保管及び送付に関する事務の
取扱いについて記第1の4I211 .

駆坪”津富亘匪夢同か巻恥~固唾⑨Eと”璽皿か布濁であ色・ 魂疋香れた函百を念皿におきながらP
通逮の随望を行う必要がある．

係等全体で

大阪高裁 地家裁 刑事 14馬の他

翻墜四録についてI塞番庁でそれぞれ取決めがある.そ
れにも関わらず.庇人尋問鋼書へは不飽戟とされた特定
情報の記鮭マスキング濁れ(付せんによるマスキングを
含む)．又は.秘匪憎報共有のために作成すること力睡
蕃付けられた用紙の腱戟間違いなど.適正な事穰処理
がなされていない． ． ．

画嘩0，超”､蝉も四レヴ＝巳ご切夕心唾畢皿〃､八JUしLし､e●季グー。巳応啄

取り快められた事務処理要銅を理解していない． ．
で~ーO穴奉一一毎■と一万司申eー｡ｰごザータマー5垂B一一画“■

を理厩させる取組みが必要である｡また.何故マ
スキングしなければならないかを蹄に落ちるように
指導する必要がある． 。

大瞭高蝕 地家裁 刑事 14曙の他

■子画庁迄ワUmし'二恋荊到声0－一し、LOB凧画”I生姻口輝

に作成する必要があるところ.複数の期日の録音内容を
1つの録音体に格納していた． ．

P ●

卒仔I江･Z期員方琶阿時に稲胡したものではなかったが． 1牧に両

期日分の録習データが格納されているろ.期日ごとに胸書が作唾さ
れていないのではないかとの懸念が生じる。

祝疋壱れた屈画を念頭におきながら.係等全体で
平成21年5月19日付け事堀連絡の砿鯉差行う必
要がある．

大匿寓璽 地家我 刑事 14猪の他

両家時不変付甲顔吾に庵付された収入印経の渦印濁れ
が散見された． ．

【通運逮反受付分団通運配箆2の7(1n

哩八即駆左阿奴網目』唾けれIまちやないかの垂妥睡《現金と同じで

あるという宜腫)が館に落ちていない．
“即亟を調印すもことの疋妥住を念頭に匿きな
がら通達の硫偲を行う必要がある．

大阪高戯 地家裁 刑車 {4謄の他

埋麺ア疋固の振い配嘩出閉薄を礎用していた．

【通運速反事件記録の保管及び送付に関する事務の
取扱いについて配簿1の劇11】 ．

■画一幸”…＝＝ｰロー‐i■■■し回廷”画一竺嘩睡理“ﾛや＝Emp●
｡ 規正された厘百を諺頤におきながら.係等全体で

通運の確忽を行う必要がある。

大阪高厩 地歌裁 刑事 【4)その他

＝ロ■一一一ヶ”で『■‐■隼U－－U－＝ﾜｰﾛ』▽君ら“画亘〃ﾜ旬LLも■｢己乙0

審判廷や観腹措孟室の机上にペン辱が底かれていたり
した．

趣疋早亟師止嘆ひ厄菅行画砺止に向けた恵I園の低さに原因があ
る．

司一＝一一｡ーq■一F璽一ー一一● B~ローリー リ可一プユ塞円巴。

するととも1弓定期的に視察をする必要がある．

大晦爽穀 地家裁 少年 14曙の他

一■、ーー一雨8~,一一むゃもoー垣』"毎回哩醒…可しぬ､皿
元■■宜一上 .

【通達還反事件肥像の保管及び送付に困する事覇の
取扱いについて配第1の劇11】

恥碑⑳痒き瓦珪石か吾配官であることの認1回が希薄である． 洩王された趣百を念頭におきながら.係専全体で
通達の砿認を行う必要がある．
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一

(最総三）

L夕、幻÷ご夕画畢湿』 頁

･頚似の指摘事項をまとめて分析する鰯合など,複数の梱をまとめて記鮫する必要がある塙合であっても，
･その外具体的な湿職方法は別添の入力例を参照してください。
L ・

セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

､庁名 本康･支部 事件種別 査察箪項 梢摘事項
一 一

課題等
0 ウ

一

事務処理上の改善策
Q G

■ 4

備考

大阪高裁 地家裁 少年 14馬の他

醒唾を擬え甑廊1こつ唇.配駆を綴えた年度の述中に

保存のために配蝿係に引き経がれていた.記録係は引
継ぎ時期の確箆をしないま表漫然と引鯉ぎを受けた年
度の初日を保存の始期として保存に付していた．
【通逮違反幅輝蕗票の僅付け等に閲する事覇の取扱
いについて鯉爾3の1(1序】 ．

ーr■■一ヶP”叩ヴWﾛ副詞囮同▼q－Q函一己庫垂季ア、－GB一．乙師･呵争やい軍●

幅簿関係の取扱いに対する腿数が粘薄である．
税疋琴れた画百番念頭におきながら
通運の確陸を行う必要がある．

『 ■

､係等全体で

大阪高救 地象裁 少年 14}その他

唄立召へ②起嘩の頁出しにつき.､廻当簿は運還予定日

棚の肥敢が鮪いため.保管送付通運の貸出カード相勤
の樋能に留まっているところ.妃録の貸出しが1か月を

溌鯛親鍵鼠辮瀦鰡鰯鰯練
簿を使用するのが相当酒ある．
【通達違反事件配働の保管及び送付に関する事務の
取扱いについて肥第1の4〈112)】

醒陣の曝官只任君が書記官であることの理鑓が輸薄である． 洩定された屈旨を念頤におきながら.係等全体で
通達の確窪を行う必要がある． 。

大阪寓裁 地家裁 少年 (4雁の他

争仔邸の珠拝にっ署コンピュータを利用した事務処理
を行う墹合.少年事件処理システムを導入する以前につ
いては.亭件陣に代わるものとして磁気テープ(CD-R）
にデータを複製するか.印画した書面を保存すべきとこ
ろ.導入前の2年分につき,上配処理を行っていなかっ
た．

【通運遠反コンピュータを利用した事題処理の運用につ
いて露第1の2】

嘘廟の里曇煙琶確唾していない。
ーー一一ウーーーー■－■画己マヶー▼▼~ｰ~

運の確浬を行う必要都ある．

大阪高駁 地家載 少年 14淀の他

‐『r◆毎g麺一望岸醒…率向0▽、w私塞醒郵四一回可風四1－

つき.事件鹿鋒出納簿を使用していない．
【通運遠反事件配録の保管及び送付に閲する事務の
取扱いについて配第1の“1】

マ ー マーーーー ~~ ーー一一ー一一一一ーーマーー一Fー～ーー一℃ 税疋ごれた廻百琶忽咽におきながら．母等全体で

通運の破哩を行う必嬰がある ●
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L

E夕、幻÷U抄国辱“』 、

､類似の指摘事項をまとめて分析する場合など複数の欄をまとめて記載する必要がある塙合であっても
｡その外具体的な記餓方法は別添の入力例を参照してください。

･セルを結合せ調二・同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．■ ■

庁名． 本庁･支部 事件種別
● G ●

査察事項
■ ●

指摘事項･ ．＝ 繰題等
必 ▽

事務処理上の改善策．
『

備考

大阪地毅 支部等 民事 141その他

一一・F一ーマー・ーｰー一卿。マーロ ー副一画一釦刃輻アローーQ声

匿の描匿をとっているにもかかわらず,事件肥像中の雑
袋に．秘匿希望の債権者の新住所を記載した書面を入
れた上bその旨を付塗に明記して申立書Iこ貼っていた．

壁希盟の上申害を別鰻りにして秘匿情紐を管理しているものの.秘
匿情報の事務処理を定めている趣旨を理解していないことが原因
で．－件記録から速やかに秘匿情報力偽ることを分かるようにする
ため.澗途香西を作成した眺付陵を申立書に貼ったりし垣秘匿傭
穏の流出を容易にする結果を招いている．

画墜頂和叩姻観いき正ぬた趣百を得度陶知し.一

つ一つの手順が定められだ竃稜を各自検肘Lて．
ﾐｰﾃｨﾝゲなどで職陰して理解を深めるざま超
職員の理解を深め.かつ.経験の浅い書肥官も速
やかに対応できるようにモデル配録を用窓してい
る事例を紹介し､各部署の繊舗の際に参考する．

大阪地裁 支部等
8－

民事 14膳の他

子奴z8年堂埋で､現圧も遼行中の秘匿希璽のある事件
について.秘匿柑孟を執っているのに.裁判官の判断を
得てL,ないものがあった． ．

碑睡1門耐ぬ冒埋として.事獅処埋が運められており,それによると

裁判官と情報を共有し､裁判官の判断を受けてこれを肥録上明肥
することになっているにもかかわらず,これを遵守していない．

勺事＝ﾛ尺壺UJ恕哩や‐延権pJP二浬理酉星阿干し6－

争fングなどの繊酷の暗に､秘函伯報が琉出した
場合の問題点を具体蜘'二検討することによって‘
事涜ﾌﾛｰを遅守することの亙要性を理解まる.．

大阪地裁 支部等 民事
11序納郵便切手の
取扱いに閏する事
項。

塞即””畢栃⑳51醒召において.郵芽の残額毎画こつ

いて.予納郵便切手管理袋の下部欄外に残領確配の押
印があるが.日付の記載もなく‘どの時点での確湧か不
明なため.寵鹿時点での最終配戦事項の次の行に配載．
するのが相当である．

郵秀についてば･吾眼冨迄しても的庫に畢軽処理して；これを配録．
上明示的に穀賑する必要があることを理解すべきであるが6担当書
配官はこれを理解しないまま,下部開外に押印したものである．

一章一口間一マーー＝■一一草ロ、ローD手■ｰ〒軽嘩汗

在を知っているだけではなく､一つ一つの手続が
定められた噛旨を正確に理解し､ミーティングなど
を活用して具体的な手鏡1こついて鑓駒する．

■ ｡

大阪地麺 支部等 刑事 I4巌の他

錘醒看麗晒で圏趣詩腫人が滋任されている事件につい
て.･勾囲中のまま略式賎鱒された後,略式命令に対して
正式塾判購求がなされており.､被疑者国避弁塑人の効
力が維持されているにもがかわらず.正式露判繭求時に
弁腫人選任照会を行い､･回答書を提出させている亭案
があった。

抵宣ハロ己珂丁令噛式印令晒不童画の睡曰には腿雁を投票庁に仮

払いするため,正式載判購求時には散判所に略式命令事件の龍
錬がなく.帳障等からも国選弁腫人の有恭を確配することができな
塵醗ら,舎弁唖人9有篭!ご迦血麺らず§~己揮に弁腫人選任煎謹を
行う扱いとなっており.被疑者画遍弁瞳人の右無の確昭をする方策
がとられていない． ．

砥置人が正式狸判を踊求L準録又は.検察庁か
ら断艇記録を受領した際に.被疑者段階で弁瞳人
が選任されていないことを確認した上で.被告人
に対し弁硬人選任に関する照会を行うこととした．

大阪地裁

■■

支部等 刑事 (4)その他 たり.第4分鰯の直後に分界紙を挟まずに同様の書麺が
綴ってある妃録があったb

－れ勺膏顕1季0理町や季仔醒定瞳に外しているとのことであった
が.予断排除の問題や閲覧薩写の対応で問題となることがある．

金

己れや”吾頚西肥嫁に斑らないこととした。
｡ ｡

大阪地裁 支部等 刑事 14提の他
用し､穏露畷粟儲見付I潅週薊鐙紅包輔郡献一
あったq ･

日J丁騒卿置疋田た閉垂埋逐や盲席畢騒返報の内審を正砿に把掻
していない．

凸

1

埋璽毒舌顛躍し.目斤鞭簿に当たらないものにつ

いては,備え付け軽週障に登醒Lないこととした、

C 全

大阪地裁 支部等 刑事 (4民の他

硬踊汀躯の争仔配障出靭薄に返逮予定年月.日が妃欺
されていなかった． ． ．

頁画記輝い官埋か迦切に行えない｡．
可ヱ0牢ロ些墨r鐸十向ロ宮睦ツ日G率ラ包睾どこし

た．
､

大阪地裁 支部等 刑事 14提の他

函唾汰疋かな晋孔た醍陣に樫匿踊報にマスキングがな

されていないものがあった．
一 申

ーグー・凹一ママタ韓尿ﾛ－．浬＝U向垂“~巴や四アや郡n世Iエ“･”つり 醒輝に種つた残.淫やかにマスキングをすることと
した回

■
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、

(叢総三）

L人刀上の甑慈点』 、

･饗蝿擁礎註解澁立鋤舗ど:糎数①掴をまとめて記鮫する必要がある場合であっても.ｾﾙを結合せずに‘同じ内容をそれぞれのｾﾙに入力
･その外具体的な記繭方法は別添の入力例を参照してください。
L ‐

してください。

庁名 本庁?支部 事件糧別 査察事項 指摘事項 ．
■ ｡

■ ■ 凸

‐ 課題等
ら

b 一 ＝ 凸4

事務処理上の改善策“
4

備考

京都地裁 支部等 民事 【4)その他

販匪早件において.像官金の受領書の写し執行官の
繭求書に孟付される受用メモ,債椎者からの進行に関す
る上申書等.記録ではないと思われる書園を擁3分嬢に
綴っていた．

個別の毎面を蚤令上の配録に当たるものとして事件起録に綴り込
むか否かは.受霧叙判所の判断によるが.担当書肥官ごとに取り
扱いが具なっていた．
事件妃餓に固るのは

秘匠傭鞭の茜えいのﾘｽｸ等を考庫すると， 、
必要最小限にとどめるのが好ましいことから，

庁内での鹿撫の共有が必要である.、

幸汁匹醒1－種リ垣嘩琶琿叩早n通i二つし､正．薮判

官を交えて通見交換をし.共通浬嵯を回るよう指
導した。

京樫地裁 ・ 支郎等 民事
12浄納郵便切手の
取扱いに閏する事

項

ぽ訂心＝エ”匹唾

戦が濁れていた．
rm－F－坪o U~4両呼醒切子唾垂塞W唖 早耗なミス(記入翻れ） 定期的に予釉郵便切手管理観の中身を随鹿する

ことにより.予納郵便切手管理袋に配較されてい
る額と実際の郡群甑に圃睡が生じない車務処理
を拐導した．

●

心 ●
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【入力上の留愈点】： ．

､類似の指絢事項をまとめて分析する場合など,複数の棚をまとめて記鮫する必要がある塙合であっても.セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください6
．その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

平成29年度書記官事務等査察の査察結果報告書

一

(最総三）

庁名 本庁･支部 事件楓別 査察事項
6 句 指摘事項 ， ．課題等

q

車務処理上の改善箪．
｡ ｡

傭考

京都地鼠 支部等 嗣事 14圧の他

保存期間の異なる幅薄(医曝観寮処遇事件簿《30年)と
距訟受用免除申立事件簿(10年))を合綴して保存に付
してし,た(通運違反(平成4年8月21日付け率穏錘昼壷
遠『事件関係の幅購鯖累の僕付け等について｣肥露2の
1.別表粛2】）

ロー寺一一一一｡一一一甲一Uep~■一手一U－Drc画一可ごPｰ画一一切＝～C…~

臆累の桜簿及び庚妻に閏する事項は.平成26年まで樋室査察事
項とされていたものであり‘被壷

なされていることはその当時発見可能であったのに.発見できてい
なかった． ．

唖薄は各刷に硯り直すなどして.医観観察処遇卒
件簿の鶴廃棄を起こさないよう招導した｡．．
併せ正.過去に保存に付された根簿臆県につい
て,不相当な事秘処理をしているおそれがあるの
で.幅簿賭累廃棄時には.保存期間が湊了してい
るかどうかを.複数の職員が点検するよう.注愈喚
起した．

京都塘裁 支部等 刑事 14雁の他

ウーー▼～一一一▼可刀司一一申ユマー句一■司●一戸一■ー■ニーー1■■■一ゴロ

護人研求書等の用錘が挟まれた用箆挟みが稲み上げら
れ.かつ.書記官机の抽斗内の要理も不十分なままで
あった(なお.戴判官及び書配官机上については.必要
最小限度のものしか置かれていない状魍であった.)．

〃 ｡

勾酉寅問室からの逼走及び加害行為防止蹟は継鯨的に行っていく

必要があるところ(平成28年3月23日付け経理局総務謀長.刑事
局粛二練長.家庭局第一隈長事務連絡『裁判所庁舎における遇走
等防止策について』本文).被盃察庁においては.昨年度の査察実
施時は勾留質問室内の侭品等の配屋に特段の問題は見られな・
かつたが6その後.事蘭処理の効率化を優先して.透走等防止策が
おろそかになってしまっていた．

苛稗ローーーーー『■■毎再一ママ■ーp

いよう.抽斗内あるいはレタ
ｰ…~輿＝‐砂亘理、＝■P

一ケース等に整理して
収納するよう.柑導した．

9 口

サノ
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(最総三）

L

Lハ幻一W画暑風』 ‐ 、

･顕似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて
．その外具体的な記戦方法は別添の入力例を参照してください。

■

妃駁する必要がある溺合であっても.セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
曲 ■

庁名 本庁?支部 .事件種別 査察事項 指摘事項 課題等
■

●

b
事務処理上の改善策： 備考

神戸地裁

神戸地裁

支部等

支部等

民事

･民事

11序鞘郵便切手の

取扱いに関する事
項

【4)その他

■宅”ーロー司り…wケーーG＝■亜画タヴーいみ。､轌ー昨蒄暉印し､

いる郵便切手(10円>が.当鮫支払督促事件の予納郵
便切手管理簿では受領の扱いになっておら訊少観の
ため副
テムに溜錘もなかった.支払唾顎職曾
め.予納郵便切手管理簿に配域されてい“､1o円が存
在することとなった(予納邸便切手の取扱いに関する規
程(昭和46年通高裁判所規程蘭4号).平成7年3月24
日付け最高薮健三擁18号事務健保通運『予鋪郵便切
手の取扱いに関する規狸の運用について｣)ら‐

一一一■■ロー＝－一 一 一‐ユ ム

ついて.保存用配録媒体(CD-R)ではな<,槙製用記録・
媒体(CD-RW)に保存していた(平成29年5月31日付け
最高裁総三露47号捻務局畏,憤報政錐窪通遺『翫駿
等関係人の尋賦供述等の肥録媒体への保存等に関す
る事務の取扱いについて｣‘.同日付け総莪局箆三謀長事
務遠路『豚舩等関僅人の辱聞.供述等の配録盤体への．
保存等に関する事務の取扱いについて｣)．

超超'三踵つた処埋で尋､こと琶璽鰯してuたものの.支払督促泰
件処理ｼｽﾃﾑでは.■■■■■■■■■の入力ができないもの
であるとのシステムの撮作方法の知歯不足から;やむを得ず当蝕
処理をしているとの淫腫で事務処理を行っていたが.規随に違反し
た事猫処理を何らかの方途により是正しなければならないとの考え
に及ばず.庁として是正に向けた検酎がなされていなかった． ．

ョ醒趾人辱寺岡醒騨は通速において保秤用記臓媒体に保存する
ものと定められていること.事務連絡において通用イメージとして示
された別紙6の各種保存用配録媒体の葱定している使用喝因に配
唾されている内恵保存用配録媒体としてCD－Rが示されている
理由(CD－RWを使用することの問題点)を正しく理解していなかっ
た

糞弘琶侭事件処理システムの操作を再葎璽L企

ところ.入力が可能であることが判明したため,規
範に従づた正唖処理をすることとした． ．
また,本指摘事項に限らず.魔員囮人の思い込
みや従前からの踏段により事務処理を行うのでは
なく.現在の事涜は規範に運反していないか.規
随に従っていないとするとどのような方法で是正す
れぱよいのかということを紫に愈熾して執務に当．
たり.声を上げてL,<といことで盟職を共有した．

－_~~~ー－－~ー一一一丁マーー守一F1■■ーーマーーロ■－テ■ー＝

理等の内容を改めて周知し,十分な理解を図り．
保存用記録媒体に保存するよう改めた． ．
また鞍たな規範が宗された際には,それを＋
分に錘み塾み理解すること.疑問竿があれば,当
験部署限りで判断し竃事務処理を滋めるのではな
く‘問い合わせや検肘を行い.正しく理解Lた上で
適正な事務処理を行ってL,<ということで塑睦を共
有した．

一
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平成29年度書記官事務等査察の査察結果報告書

》

(最総三）

庁名 本庁･支凱． 事件楓別 査察事項 指摘事項 ．
b ● ． 、課題等｡．

■ 一

事務処理上の改善策 備考

神戸地鐘 支郁写 刑事 14堤の他

秘匪決定した亭件については,秘区傭概確麗表に秘匿
すべき情報を囮威して同砿狸衰をﾌｧｲﾙに綴ってロッ
カーに保管し､戯判官を含めて刑事侭全体で秘匿情報を
共有することになっているのに.蝕当事件について秘旺
情報砿睡嚢が未作成でﾌｧｲﾙに限られておらず.憤穏
共有が十分できているとはいえない状況であった．

本庁と同椰.師年1月から当級支部でも左腿の方湊により秘匿煩報
を共有することにしていたが.秘匿決定等を要する事件が和にしか
ないこともあって.刑事係内においてその周知及び引纏ぎ態勢が十
分沼なく.抽報共有の方渋に不宙があった．

Cマ ー

丑察後面ち'二鮫当事件の秘厘傾報砿塊轟を作
成し､それをファイルに紐ってロッカー内の共用部

分に保笹L6裁判官を含めた刑事係聴貝全員に
対して,秘匿傭輯の共有方法を再周知するととも
に.異動時の引鯉ぎにおいても.引継ぎ温れがな
いよう.引縫ぎの優先事項とした．

－

ー



一

一

L
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(最総三）

L

Lハ刀冬四画悪風』 、

､顕似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の棚をまとめて記載する必要がある増合であっても．
･その外具体的な記敢方法は別添の入力例を参照してく鱈さい。

旬 ■

セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項．
P

課題等．． 事務処理上の改善策 ；:備考
9

大津地裁 支部等 民事
11汗納郵便切手の
取扱いに閥する事
項

甲 ワロ面一＝マローー■ー■一ー‐●ｰ一一pー句ごUg‐Q 汀雨J…一再

手の保管について.①予納郵便切手をｸﾘｯブ圏めする
ことなく小袋に入れている.②留めていても,付露等の紙
片で保腰することなく留めている､③小袋の大きさが郵
便切手の量から適切でI±ない.④予納郵便切手管理銭
のロを閉じる際に使用するタリップの大きさは不適であ
るものが見られ､亡失や樋侮を防止するための措匪が
形式的とも思われるものが見られた． ．

醒一■÷踵~J『己唾曄~F・印､画切り吟や”正TU訂ｿ処も，畦色I～園9季哩旦坦二

通運等の規範の他.当庁の申合せを遵守しようという恵殿が見られ
るものの,形式的な理解に留まっているのではないかと思われる部
分がある．

事件記録の盃閲蹄に気づきがあったものは.その

岨で趣旨を鋭明した上で指導をし.面阪,鯖評時
においても予納郵便切手に関する各規範を理解
する取組みを継続して行っていくよう拒示をした．

■ ･◆

q■b
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野－ ． ．

４

、

(最総三）

L

L人刀エの宙忌風】 、

･顛似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の棚をまとめて肥戯する必要がある坦合であっても,セルを結合せずに
●

.･その外具体的な記戯方法は別添の入力例を参照してください．
同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部． 事件狸別 査察事項． ． ，指摘事項．
● 一

探題等
b ■

事務処理上の改善策も 備宥
■

和欧山地叙 支部等
七

ざ民事 【4圧の他

平雇28年歴の判決原本堅りが纏膜されていたにもかか

わらず.原本保存簿への肥戦がされていなかった〈規程
違反:保荊ﾛ輻睡電4の2)．

禄粛諏ﾐ見証唖も繭電忌詞《鋳信乱滝:履慮葡員耐涜
敏をダブルﾁｪｯｸすることは.他の享務との比較上相当とは考え
られないことから.適切にセルフﾁｪｯｸを実施する恩勢の整唾が
鼻題である．

■■一ー0－マジーーーー宛▼マ■一一ご~ｰ＝”ワジp－ク

クするよう指導する.また.引き観き・書配官事務
導壷察において.壷索官導において点検すること
により,適切な事務を纏瞬させる．

和歌山地敏 支部等 民事 (4)その他

皿がなかった(通運遠反8組鱒臆累通速記第2の4の11)．
のウ)． ． ．

騒現師宗に閏す｡事猫廻当看(豚栖廊丑〕が1人で.その担当者が
鰻踊簡累働付経過簿に配戦すべき頓罵を適切に理解していなかっ
たものであり.担当者が交替Lた後1．土再度.伺棉の鵠つた事務
処題がされる可鶴性もあることから,惣内裁判所に対して定期的に
根簿噛累備付経過簿に肥敏する具体的内容を情粗提供し,正破な
理解をさせるための纏幌的な取組が謀題である． ．

年に1回実亜している.腿廷裏漉に閲する研修に
おいて.桜障賭票に関する理解を深めさせるよう．
更に工夫して棺導していく.また.断たに庭藷嘩具
等に着任する戦貝に対して.あらかじめ幌簿賭票
の理解を深めるよう指導するとともに,不明な点に
ついては‘民事舩砥に砿理するよう指示する．

和歌山地裁 支部等 民事 14曙の他

咽戴と翠種の期日廓が合麗されていた(通遅違反:嫉簿
篭呉邇蓬距寓1の2)． .

小税硯又邸においてIま.地戴氏亭事件及び家戴人醐事件を1人の

書記官が担当していることから.それらの事件簿を－宣できるよう
合楓する運用としていた.規範との整合性と合理性とが相反する点
が録題であった． ． ・ ・

～gー毎予■ー｡ｰB汐甲g二画…－アワ四ﾜ『ーしB一■一画■巳＝

から.輯簿としての鴬付けを廃止し，その後の期
日簿は,書配官が事務処理の侭官上,作威してい
邑メモとして整理することを検肘している． 、

和軟山地敏 支部等 民事 【4尾の他

転専ぶな阪罰が誘蔵通運遼哀鞭屑屋愈憂蒜
配第3の1の(1mイ)．

■一万一マーーマ■で守一一ウーマーー'■■■ｰQ己'■■■■＝－－，タグ ■ヶ、ｰ･ モーーｰ画一一

作禽時に見落としたものである.小規模庁において.頓簿賭菓の狸
■をダブルﾁｪｯｸすることは.他の事務との比較上.相当とは考え
られないことから.適切にセルフﾁｪｯｸを実施する魍勢の塾備が．
輿通である．

作栗錘改めて配賦調れ等についてセルフチェッ

クするよう掴導する6また.引き線き､書配官事務
等五窺二おいて.壷察官等において鹿検すること
にみり.適切な事務を経続させる．

和歌山地戴 支部等 民事 14圧の他

刊一ロー■画Fd芭罰■で｡＝＝毎ローー…万一寺匡租ｸ守叩夕■し畢母~･ひ“ワジ

た(通達遠反:幅購賭璽顎認硬鱒2の4の{1】のｳ).ま
た.幅簿の保存の始期の配敏がされていなかった．

｡～P、ロー■■ロ■■ロー■~■ ！■■で－9面Dー一ｰ■一万”一一グー‐ 甲夕も~o モマタ巴＝ローマ

幅嫁浦累働付経過簿に鴫敏すべき幅簿を適切に理解していなかっ
たものであり.担幽者が交替した後には,再度..同橡の眠った事務
処理がされる可能性もあることから.管内裁判所に対して定期的に
椙鱒賭累燭付経過鱒に脆敏する具体的内容を愉報提供し､正砿な
理解をさせるための縫暁的“組が扉題である6

ワ ローローーー一一一一一e一一一T”■一牌5F‐画”■、壱5－

おいて.犠簿賭累に関する理解を照めさせるよう．
更にエ夫して指導していくbまた.新たに底務鐸長
等に藩任する鞄員に対して.あらかじ蝉簿随粟
の理解を深めるよう柑導するとともに.不明な点に
ついては.民事訟廷に陸認するよう撹示する． 。

巳 0
① ｡

支部等 民事 【4圧の他

懸霧竃暴園阿駐通用に配唾すべ渥頓厚の記転調れがﾞ

判明した時.当殴作成年度の損簿簡黒笛付経過唾では
なく､判明した年度の鰻旬賭累■付経過簿に妃堕されて
いた(通達遠反:妊簿簡票通運配第2の4の〈2))．

愚薄南東厨府鰹迩罵足函矛夏翫耀罰軌ﾐ韓i芯篭旙
たものであり.担当者力咬智した後には再度.同橡の膜つた事褒

蹴識瀦瀦謡蕊鯛綴鰯識篭蹴
理解をさせるための継続的な取組が裸題である．

幸に1画美麗している.艇廷事研に閏する研俸に

おいて.軽薄龍累に関する理解を深めさせるよう．
更にエ夫して楢導していく.また,斬たに庇務課畏
等に潜任する轍員に対して‘あらかじめ幡簿緒栗
の理解を深めるよう指導するとともに,不明な点に
ついては,民事触畦に酸漣するよう宿示する．
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(最総三）

L夕、タョーッヂ函…品而』

･類似の指摘事項をまとめて分析する珊合など‘.複数の欄をまとめて記範する必要がある場合であっても・
・その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。
L ・

◆

● p

セルを結合せずに，同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
■ ■

、

庁名 ■①

P 。

本庁･支部
0● 6 事件種別 遥察事項

q ●凸
■ ｡ ■

指摘
a 旬

、 凸 一
： . :繰題等

● 0

-,F

p ● 一

.事務処理上の改善策 ９ 術考

大阪家毅 支部等 家亭 (4雁の他
e B

ージーロゥ。』P“一■■＝一宇丁一＝￥~画一U凪一雫巳・宇坐西6－〒坐

喜類＝式を受領L･担当係で立件”上.当醸書頚をｸﾘ
ｱﾌｱｲﾙに入れた状態で参与節こ交付して.参与員が
即日事情聴取を行っている． ． ．

甲巫昏瓢一葬産鎚埋した趣は.逗やか'こ事件配録として袈紙をつ

けてﾌｧｲﾙにとじるかつづり紐でとじるなどして細成すべきであり．
ｸﾘｱﾌｧ"ﾙに挟んだだけの状魁で参与員に交付し､即日事備聴
取を実施することは.書顕紛失の危険性が大きく相当でない．

鼠鯛麓穰懸:瀧凄鯉霞鶏
するよう.専務ﾌﾛｰを改めた．

＝ ● ■

大阪家城 支部等 家奉 (4淀の他

半曜里回午,z了宰の澤菫軍令亭仔輝,軍事砺告事件簿
が.肥載終了縫肥録係に引鞭朱了のままとなっていた
喫鹿4年B月21日付け総三第28号総移圀再壷望『綴
卿賭累の鯛付け等に関する事麗の取扱いについて』露3
の1(1庁)．

■ ｡

醒輝蝿1三割軽き叫砺な暖師寺を0帝腫の理由なく引き纏がないで

郡で保管しておくことは.根障等の紛失の危険性や適時の廃粟が
なされないなどの不適切な状態となり.相当でない．

のではなく､複数の者で相互に随配しながら実施
するよう改めた･指摘された帳飾Iま即日引き継い
鎧． ．

旬

大阪家鍵 支部等 少年 【4淀の他

通運紀第1の4の(11》】． ．‐ ‐ ‐ ． ．‐－ ~~~マー~｡ ． ． ~‐勺ｱｰ｡.･･率一

事件妃録出納簿の『返還予定年月日』掴に‘
年月日の館載mないものが散見された．

返還予定

‐ザ■

畑圃皿"UI凸･ ワー、L…醒薙I－か画…行醍騨電めった・いつ賦

験観察が銘了して罷録が返還されるのが貸出時Iこわからないた
めc･返還予定年月日の配戟をしていなかったとのことである.事件

灘婆毅鑑蕊鐸灘離職。

超やか【己I逗埋予疋年月日｣を補充するととも

に,轍員間で妃録管理の重要性や返還予窟年月
日の記駐の必要性を鱈し合わせ,それぞれが迂
馳を持つようにさせた. ． 、
拭験観察の暗の退通予定年月日の記載方法に
ついて検酎させたところ.後日.､検酎結果として．
｢書記官と圃査官との間で.肥録授受の際に.事
件の内容に鑑みて. .可能怠限り砿からしい返還予
定日を妃載することとなった6｣旨の報告を受け
ト ． －

大阪家裁 支部等 少年 (4淀の他

便通不明な栂子が頚通されていたり ．

なおb後日.･当陸梢子I主共同嗣査が命じられた事件
において.二人目の鯛査宮が座るための椅子とじて冠い
てあったことが判明した．

● qゆ

一入口に近接した場所であり､凶務になる恐れがある檎
子を幾匿することへの危機遼闘が不足しているものと指摘される．
更に.この点については､平成29年7月に実施したブﾚ蚕察時にお
いて(残侵された椅子は別のものであったが〕･同様の指摘をLたに
もかかわらず;その改善状況の維持が超きていなかったものであ．
り,組織全体として.事故防止に対する冠斑が希薄である． ．

ーーローー■詞ﾛｰ●ロー凸面一夕◆‐ーー0－ り可”ゴマ

の堀で.審判廷等での亭故防止念職の向上を図
ること.今後も纏親的に審判廷を含む身柄ｴﾘｱ
の点検を行い.定期的な研倦やミーティングで事
故防止奪揮を活性化する工夫力《必要であることを
柑導した． 。 、

また,本庁から2か月に1回次席巻記官が聴員と
の意見交換に来庁するが.その度ごとに身柄エリ
アの視察及び点検善行うこととした．

●
■

‐

●－

旬■

〃

旬

ー
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L人刀エの麺露点』 、

寧醐郷頚塗と騨盆瞳誰静呉塑致の髄まとめて肥鮫する必要がある場合であっても,ｾﾙを結合せずに.同じ内容をそれぞれのｾﾙに入力してください。
.･その外具体的な記載方法は別爾の入力例を参照してください。
L P

庁名 本庁d支部 事件種別 査察事項 描摘事項
● ▽

・ 牒題等
b ■ 旬

事務処理上の改善策 備考，

京都蔀敷 支部等 摩事
11序納郵便切手の
取扱いに関する事
項。

予納郵券の残郵弊返返の手緩の後.孝拝毒妃官は．
管理袋の一連の記皿内容を確麗した上で.余白に押印
すべきどころ.縛局事件妃働において.神印濁れがあっ
た． ．

予納郵券の残郵券退還時の主任の事務については.H7.3.2｡付
け総羅局長通達｢予納郵便切手の取扱いに関する規租の運用につ
いて』記鋪6の1(1Wこ苫づくものであり.適正な退逮事務を完了させ
るべく,管理袋の配敏を磁浬後は.押印描匪を取る嘩資があり,そ
の軸果の押印の有嬢についても..改めて留酎る必要がある．

､予納郵券の残郵券の退還の隠の主任書記官に
よる埜記と余白への押印実姻二ついて.健局配録
引継ぎ時には係書配官において.記録査因時に
は.主任書配官におL,て.主任害配官による破鹿
印溺れがないか改めて砿腿の上入庫することとし
た ●
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(別紙3）

(最総三）

L八JJエUJ函悪風』 、

､類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて配戯する必要がある塙合であっても，
･その外具体的な配載方法は別添の入力例を参照してください。

● セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。■

L や

庁名
●● ｡

本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項
●

､課題等
旬勺

ロ 伊

事務処理上の改善策 ･備考

神戸家霞 支部等 家事
11)予納郵便切手の
取扱いに関する事
項

理ヨ否記官が王任書記官から.予納郵便切手を払い淀
されたとき,直ちに額の確腿をしていない．

～w”b唾Uー一蚕一＝－，基顧辛酒8－ジッ・LO犀画Buロリダマ扇卿画“。

行うことが出来る定めはない.これは.係害記官が使用のために受
領するものであり.使用の前提としての受傾の硫浬は自らが受頒
後直ちに行う必要がある二とから,係害肥官の補助嵩を用いること
ができない。それを行わずに.使用を行うことにより.不足等の発見
が遅れ.題正な管理ができなくなる.

■コマ■一ー一口■ーｰ9”‐”雰哩可一一一UーーローｰQ…

券通運や事務連絡を破潔して.係内でも砿鯉する
よう指導じた．

神戸家裁 支部等 家事
11序納郵便切手の
取扱いに関する事
項 ．

彊動使駒轄瞳紅ぞ藍符E諒抵，
ヨーーローー 』‐詞、日 知厘手疋によも． 琢畢畢件手騒ぎ箕用の負姐について(昭和31年

7月9日家庭甲第104号家庭裁判所長あて家庭
局長通知)を示し,併せて.､その他,恵亭事件の賛
用負担に掛かる通知を送付して知識付与等の福
－－宜一b▲

神戸家裁 支部等 家事
121正本等の作成に
関する事項：

た
当唖君尋I二言江し別の.判決内容が調れる可能性でがある．

q ●

百浬し雨の判決原本は.記録と別保管を行うようざ
係内でも改めて共有させ.棺導をした．

◆

神戸家戴 支部辱 家事

(31システムに入力
する帳簿鯖累に登
圃すべき棺報に間
する事項

なし .

神戸家戴 支部等 家事 141その他
一－一．~~~‐万貞子
■I■■に切り替えてない事件があっ

一
》》【脚

眠
を
、
ス
ー
電
萢

、鞄の顔E出のおでれが史じら。
= = 、ー、ー マ マ ロ ロマ ーマ■、一F一一マーー■ ■■■‐ ロ■ ■一一F■寺■一寸■

に管理に閲する申合せ｣に目をとおし,それぞれの
窓味を理解をして濁れが生じない鰹勢を考える．

神戸家戴 支部癖 ･家事 (4尾の他

憧兄唾琶畢仔において.後見等報舌書の提出日から3
週間以内に書肥官が恋査できていないものがあった．

嘆兄人の不正静か室じた羽合の早期発見ができずも適正な処理が
後退して,引いては数判所の侭頼が失墜する． ．

王任吾記官による事務処理の把握と拒導は当然
であるが.庇務躍長や裁判官を含めた組織的な
管理魁勢を含めて.後見未済事件の把握と事件
進行管理の強化を指導した.．
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Lダ、夕J－u〃国辱堀』． ･ 可

､類似の指摘事項をまとめて分析する場合など．複数の棚をまとめて配載する必要がある塙合であっても，
■

･その外具体的な配戦方法は別添の入力例を参照Lてください。
セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

L ‘

庁名 本庁･支部 事件種別
■

査察事項 指摘事項
■ ■ け

G ■ 課題等 ． ．
● ● 心

む争 , ■

事務処理上の改善策 備考

神戸家裁 支部等 少年 141その他

秘瞳譲渥がなされた被害君の住所について.その住所
が推隠できる図面のマスキングが不十分なものがあった
(勝写はなされていない.)．

“陣ェに祝れた異秤的な氏名や圧耐等については,マスキングの
濁れがないように注麗が払われてL喝ことがうかがわれるが.住所
が容易に推腿できる図面や地図等について.チェックが滑れたと思
われるものがあうた．

マスキングの翻れを防ぐ･ためのダフルチェックの

徹底はもちろんのこと,具体的な氏名や住所等の
みならず.それを推騨できるような地図等について
も‘注愈を払うことを日頃から共有する． ・ ・

神戸家塾 支部秤 少年 14)その他

少年蕃判廷内において.小椅子及び小机力噸砂鰻竃さ

れているが.危害行為の遊具とされる恐れがあるため．
その数を減らすことを検肘できないか。

加否竹蜀砺止の観点から.身柄動偲及び身柄エリアは辱顕鞄毎さ

れていたが.審判廷内において.霊別所職員及び警備尋のため立
ち会う職員用の小椅子や荷物匠き用の小机力噸散設置されている
が，安全確保のため,その散を漣らすことが可能かどうか検討を依
頼した．

小椅子については.必要以外のものは別室で保

侭することとした.小机については.結束する予定
である．

。
⑧

ザ
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L

Lハグ』÷U〃画畢廓』 可

･頚似の指摘事項をまとめて分析する墹合など.複数の欄をまとめて記駁する必要
.その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

がある場合であっても.セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．
。

庁名 本庁･支部
p 事件種別 査察事項 指摘事項

●
●

◆ 白

:課題等 ， ､事務処理上の改善策.．
@ ？

： 、備考

大津家裁 支部等 家事 14雁の他

JwD…一”子玲而諦Oq■＝U・~●エグ、勺しW廼玄画”咋唖

方法に関し､通達でば『引纏ぎを受けた事由及び予納肴
の氏名を配敢する.｣と定められているところ.予納者の.
氏名が配敬されていなかづた.郵便切手を入れている袋
にも予納者が記載されていないものも見受けられた． ．
ま鱈予納壱の氏名は配色されているが.引経を受けた
事由を妃威していない庁もあったも
【通達遠反(平成7年3月24日総三第T8号事鰯緯畏通
達露6.2.“ウ】 ．

四海争汗切廟筒･争仔配陣晩柔登には予珊番が雄であるか特定
できなくなるおそれがあるところ‘担当者において.通逮を碗狸する
ことなく､漫然と前年度の記戦方法を略図していた点に聞題があ
る．

■ーーロ町~■ワーヶークー■－，再■一声マーやqー0ー01一産＝二乎呈＝

するなどして.追肥した.今後の改善錐とLてIま．
予納郵便切手保存簿の末尾に邇邇を唾り.いつで
も通遠を麺できるようにした.また.関係座員に
対し､前任者の事誘処理を漫然と馳襲することな
く､その都度通達等を砿配しながら事務処理する
よう指導した．

大津家載 支部等 家事 14馬の他
9

ロ…ゴモユ”マ面■し呼四和堺W頭UりUj“▼“句wU－o

姫鱒賭票鏑付経過噸こ作成日付が濁れていた｡
1

碑墨に砥坤”■何けがあ合にもかかわらず･轍廓砺泉倒付経退陣
に登載されていなければ.根簿の保存もできず,その存否があいま

#鯛;蝿髭t綴識踊鰯鰄蝿累繍

蕊醗の羅海を砥鰹し廷で,幅扉詔果霞付軽過
薄の作威日付欄に記入した.今後は.借え付けた
犠簿と幅掩鰭累働付経過鱒の配載を照合して妃
敏漏れを防止するよう.関係職員に対し柑導した．

『 ｡ ロ 。

大津家裁

一

支部等 家事 14尾の他

~－ーーーー守口 ■ ■画一 一 一 ママーーロ…~ー＝d■ー画F－FFマママタロータ－

ことになっているのに.平成19年1月から平成24年12
月までに終局した事件について.管理鯉続中であるにも
かかわらず原本分賎している．
【通達違反(平成4年2月7日総三第8号事務錘具尭垂
第1， 1個)‘第3.3.画】

醜李凹嘩仔嗣岡に影昏す｡巫曇猛亭麺処理であ色ところ.魁爵の

担当者力唾高裁の通運等を失念していたと思われる.また.現在の
担当者においても管理継続中の事件については気付くことができた
にもかかわらず.漫然と事務処理していた点に問題がある．

ざ

､

中のものは事件妃健に戻し,■理終了のものは原
本綴りを移し替える作案を頗次進め.その作業を
完了した． ：

現在の担当壱は適切に事務を行っているところで
あるが.今後異動による引糎の暗には｡眠りを起
こさないように留愈して引き漣ぐよう指導した．

、
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平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告書

１
１

」－－－－－－

(俄細三》

1人刀エの闘怠点』 ． 、

類似の指摘事項をまとめて分析する増合など･複数の欄をまとめて配鮫する必要がある塙合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な罷載方法は別添の入力例を参照してください．

L Q

査察庁名 被査察庁名 本庁･支部 事件租嗣 壷察事項 指摘事項 腺題等 ､事務処理上の改普策
卓

フォローアップ 備毒

士醍寓鱈 大匿地裁 本庁 碑． 141その他

配麹こついて.事件妃徴の返還予定日を大卿ご便通
して運丑の処理がされており.定期的に厘鋒出納簿の
点検がされておらず.かつ率に配蛙が遥遍された時
に『五五年月日｣. 『運■厘伍受懐印』密の鹿伍･押印
がされていないと思われるものが欺見された.r柵■誼
反(保管送付通速記露1の劇2匹)】

← ■

嗣画平日のため1こゅ仔醒陣出圃淳〔巴下『出朝扉』と

いう.)により巴卸を侭り受I雄垣伺官郎その…卑
禰日鯵で使用し､期日健了後.担当B紀宮の手篭こ事
実上運遼されていたことから.担当魯肥官にとってそれ
が価用肥偉であるのか分かりづらい栓触にあり,出納
簿の返遼年月日及び函記母畳図印梗の亜”敵塁れ
がちになっていた。ま亀部内で出納鎌の囮戟を定期
的に点検しておらず,還宜の時朔に18m図れに気付く
ことのできる事務ﾌﾛｰとなっていなかった.戴判官･魯
記官において.出輪遼による倦用配卸の頭の亙要
性について■■が偲力宅た． ．

●

哩官に匿え.E慨を手注し等することを徹底するよう値
■し個内で週2園.出鮒簿の凪、を碇丘するよう事厨
ﾌﾛｰを改曽したbまた.出輪簿の慶紐'二戴判官に対
する上腿惚頒事項(伍用配働を退避するP牲担画写亜
官等に乎遠すか.配録を提示して<麓さL,.〕と罰兜同踊
納鱒の配鰹を砿鹿する事蘭フローを注冠毎きした．

砿五厩斤における左配の享踊処現上の政唇憲の定号

検現を椹侭するために‘麦察真晦から査南結墨轍告ま
での状履についても鞄告させた．

大届寓鞍 神戸地載 本庁 民事 14雁の他

邑巫汗の犀固反睡式の実轟要観におい起固に■
えおく録音反駅方式利用事件一鷺衷(以下『ー覧昼』と
いう.)の完成通知期限梱に宴哩墨釦型四を匝圃Lそ
百理することになっているが.その配載がされておら
ず,都においてどのように完成通釦の編眼を管理して
いるのか判黙とLなかった．

各徹員が優先的臆反風初筏の点検を行い.通鯨2．
3日中には完虞圃知が行われていたことから.一覧＆
により部内の愉紐を集釣し､完成通知圃圃を一括して
管理する必要性について.主任■妃官を含む騨貝の
題解が不足症いた．

摩r面≦ グ司一″9－のじ･と、西国園0一周し、画内W元■型

遍知期風に因ずる愉紐を一覧澄に粛豹し煙する必
要性を周知L･週に1回の創合で.主任g妃官が一寛
表に配欧餌れがないか確箆するようにした．

状呪を把圃するために.憂画実施から査爾総果粕告室
での状況についても個告させた．

大唾篭 大室埴竃 本庁 民事 【4淫の他

君と硬当垂は.車件記働とは別lご保管することになっ
てL,るが.これらを典に俣管していた．

日田客と配昌寝を車件妃像と共に律曽するという安易
な方劉二戻ってL産い､主任客屋官においてもその媛
現を把■していなかった.関”写の哩金などにより
外罰握■えいする愈険性とその翰昼の宣大性につい
て.各■日の哩■が不艮Lてい姪

ともに.量つぎの瑛圃箱に各自硯壁画目画室型2哩些
表を入れて保管することとした.また.隈内の車務処理
要個にその旨を厘吐L､上哩缶国方途が引き経がれる
ようにした.．

戦現を栂図するために.轟寓実施から登寮轄星報告ま
での戦現についても報告させた

士睡右鈎 神戸家戴 本庁 家本 路の他

、へ再一騨可ロー刀画四国｡『二・二詞弄師勾■”弓■四pJU－輯

付された葛■軸■対象文■を取り外し.申合せでは曳
舟にすべきところ,事件記降の徳3分園に岡てつしてぃ
た。

車合せの閃短は行っていたものの.画負の理解が不

足してい姪また.後任署も箆固を輯交し.前任者に徳
鹿Lた上で必要な撞伍審厘畦おくぺ倉であったが.日
緋婁鷺に追われてで曾てL,なかった.秘■倫包の函
の宣要性が瑠卿壷ていなかったと甘える． ． ， ．

『

害“て■貝に駁明Lた上釜て嘩貝が申合丑の困
日を正しく理解し,統一Lた事＆処琿が■麟して行わ
れるよう楢ULた.また,田係■田にも今回の率例を伝
えて画随の共有化を図っ蛭さら曙■窟身入研修$呂
おいても.今回の掬筏の■目を盛り込んだ便明を行う
予定である．

緩蕊穐鼠蕊彊圃言~諒夏馬淀蓋顯夏繭息蚤
での松現についても岨告させた．

》
｜
》
一
・
坪

神戸康戯

大津家叔

一

大津家散

本庁

－

本庁

－

本庁

●

家事

－

家事
｡

－

叡事

M)その他

－

14提の他．

－

｢1序
の取

畢項

申｡

緬侵切手

銀L,に田する

｡ーF■ーーー百g■ロー一両■守一マーーー面■■

所力唾れた鯨状.圃便識麹軽告害
■－－ｰロPp も首グー

及び年金分制のた

認言覇蕊昏覇司辱露雰砺刃記寮了圃存
に代わる容判の庫本は保存期間が30年であるところ．
商事倖の原本を因巳原本つづりで保存L"保存期朋を
30年とLているものがあった.また別の原木つづりで
保管しているものの.合庫に相当す&容判の保存期間
“0年と侭竃しているものがあった．

園画素藤繭亭覇亜厨軍而露羅面菌軍百頁
生年月日であるところ.予軸郵便切手保存旬の田年月
日田の毘戟がないものがあった．

いをしなかつたものである.原告本人が知っているかど
いが至ら唯曲‐たという点で理解が＋泳な

かつたことから,多角的な検肘ができるよう視点を付与
する必要がある．

函蒔お葱菖認蓬…毒弓薩零
原因と毒えられる．

酉蒔而…百F面面百で寮屋Xあ毒唐亙亡
乱
飢
､たところ．
保存■の

C 七

その後も保存函鼻甑の虐竺はLていた

毘画録十分に画厘Lていなかった．

べきかを■増で穣肘させ．
墨理で宮る回勢を豆えた．

裁判官とも也阻L$て追切に

悪霊悪蕊醗繍需湧蔬
保存鋤三は通遼1二定められた偲存期問を正副ﾆ紀鼠
するよう拓導した．

葆宥画而函冤亙颪晒奄歸毒乖耳置露
陣の表転寝に厘載要領を貼付して注竃喚起した．

状現を把掴するために.壷寮実施から壷爾結県輯脅ま
での検呪についても輯告させた．

蕊騒爾露蕊露燕羅
での状現についても粗告させた．

覆蚕薦芹辰否汗冨走面あ軍輌…盲再面而萱百
状呪を把樫するために.麦寮実箆から衰璽轄果報告ま
での検現についても岨告させた．

一

士醸立動 大津家載 本庁 家率 14闇値

飼五礪託の瓢託先から残圏尋が返送された事案で．

予納郵便切手管理袋の①年月日楓に返送された日，
②浅要団にr運送(●●からの残余瓢券)｣.①馴鞄･予
軸釦厘循遍鈷された切手の鐘④宛興四に壷遁画レ
還送前の残画の合計麺がそれ郡寵入され.⑤印■
に担当香配官の押印があり.①が…が1行で肥
欧されていた．

郵弄の厘囲については周知を行っていもものの.卿何

通遠の理解.輪I部主任■巴官による受入れ及び払仕
し並びに係害配官による受頓』の理解が不十分であっ
た．

膏配官軍のﾐ詔ﾝグにおいて郵辱通運を示して脱
明Lた･さらに.肥睡圃において垂■どおりの処理が
なされているかを特に宜窟して碗配するようにした．

甑五懸汀にお1丁も正記の亭碕処理上の改番粟の定着
伏現を把田するために.盗癖実蝿から竃察納異輯告ま
での伐現についても較告させた．
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(最蛇三）

L

Lハ必エUJ画思思』 。 、

類似の掬摘事項をまとめて分析する塙合など‘複数の欄をまとめて配職する必要がある増合であっても，
その他の具体的な肥職方法は別涌の入力例を参照してください。

セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

垂室室生査察庁名

一一＝ －－－－

被査寮庁名 ＊庁･支卸 事件種別

－

･査察事項

大露毒衝 垂勉昼 本庁 荊奉 '4淫の他

ﾏﾏ ﾏﾏ ＝守 ＝ ■ 可一一可一

段画された■刺新支軸■和二インストールされた官戸
圏■ｼｽﾃﾑに保存されている厩人辱同等巴卸角郊
件盈定後専も璃壷されずに保存されているものがあっ
た･逼逮迩反(平成29年8月31日付け甸儲局長専通
■『翫腿等図係人の母間.供達等の毘卸蝿体への保
存等に閥する軍繭の政檀Lvこついて｣鰯瞭Sの2の(2）

一一マーーーマー ママ－1■■‐＝ク■ ｡■■ー▼一年－■ーー弓一一 ■ー…一万

ることを■唖る鐸がある．
ロ ーロー『 ナユ面Bーｰ『一

嗣事全か御をSグ吟式
肺を徳丘させた．

二分け.各グループごとに剛
ロー◆ー『ー戸｡･一U一一一一四一壱■JjFニヮグ…ロFこ

しての対応につい屯再検肘を袖示し.その検肘戴果
(再見防止値の検酎靭について■告させた．

大願宜鉢 神戸地蔵 本庁 刑事
13庫件の逮行管
理にあ要な傭躯の
共有に閲する事項

ーﾛ了ロター■Jm－B－FV‐し合＝”画竜己■〃'二画.Eｰ酉

麺行管理が十分ではない魅があった． r事件逮行管画の力懐について』の■旨を曲まえた嚢
行管理について.できる田り各翻敏一Lた取組を行う
必■がある．

。ー・『…ローｰ訂U『･‐ｰ5－千.画杷一Ur－エーマ延甸祠し

て.■判官と■田官等力ゆ釦する月例電寺イングの
庫に逸行犠現管団を行い.その実“現等龍奉拝今
において卸合する．

圏するために.壷睡胞から麺鈷果報告までの牧呪
について紹告させた．

大販窟低 神F地蔵 本庁 刑奉 旧1その他

避判所支給畑束にｲﾝｽﾄｰﾙされた音声毎津ｼｽ手
ムに砿存されているn人辱閏専鹿側が事件唾定緑も
燭まされずに樺礎れているものがあっ筵奄己垂室
《平成29年6月31日付け鉤蘭周長電■｢厨隆等翻
係人の母国.供述牢の配偉鹿体への係秤専に■する
■霧の取担いにつ31て｣便僚3の宜酬Z）

もことを微応する必要がある． 昂間記卸の澗玉の必要性等について翻下嵐貝に周知

§総溌鵜認諾職藤職哉
、しさ狂人旬回専田僅洞去の殉、■を蜘推． ．

睡するために.査霧実臆から表預唇東鞭まであ顧更
について■告させた．

大置毒P 大津地■ 本庁 洞奉 {4曙の他

ているものの‘一団の混卸について,マスキング処理
が未了の官甸などがあった．

ーー■ ー ー一F■毎ママーーマーーーーーーー･‐～ 犀風'三河し｡樋匡■報で理の軍■や亘要はについて

脱鉦て.必要なマスキングの鋼れが生
よう注、頃配し.秘座慣輯甘辺の宜伍を
導した．

篭幾階
申合せに.マスキング処理の園のn判官と事前協堪
ﾏｽｷﾝゲをした犀に担当害記官による曽皿裁判官
による車後堕座主任纂鹿官による再度のﾁｪｯｸを
行うことを切巴し.事務紐…微唾固ることにした.←

1

g鴎一F”■ー？画叩…ー”－，画＝vJ堅面堅唾在起

囚するためI二.査察実篤から丑霜鯖果報告までの横呪
について報告させた。

大醸海蝕． 神戸家裁 本庁 少年 101その他

掴匪爾和の戸埋について.申合せに碁づいた■用をL

ているものの,一己の配蜘ごついて.ﾏｽｷﾝゲ処璽
が未了の香掴などがあった．

掬駆ご理■貝における鐙壊的な翻下扣郵をfﾃ壱た5
ーーー毎－一~■ー｡ｰ毛守 一一マローーも”ダローワー画夕OB昼

定の要点及び検討Lた内容を偲告させた．

大崎左鉛 大津車戴 本庁 少年 14謄の他

ているものの.一旬の麗伍につL淀.ﾏｽｷ彦ｦ昼誼一
が宋了の毎釦埜があった．
ｳ

を改めて蔑威L内壁独実に理解し，取扱いを失念し
“､よう扣導した．

餌■の巴賦方途についてば0■判官と速やかに笛魔し
て故eする予定である．

届遠路『少年車件に国する客■のわ考害式鞠の見直
Lについて｣に基づく.■害の鹿■方睦につき.裁剰宮
を含めた協■を行った偽果について田告させた。
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【入力上の留意点】

顛似の櫓摘事項をまとめて分析する場合など.複数の楓をまとめて鹿飯する必要がある増合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

平成30年度喜記官事務等査察の査察結果報告啓

■
１
凸
巳
＆
■
■
■
＃
Ｌ
Ⅱ
１
口
６
日
日
日

一

／

《最総三）

査察庁名 被査察庁名 本庁･支部 事件糧別 査察事項 掬摘事項
●

腺囚郡 事覇処理上の改菩筑 ﾌォローァップ 備考

大医地璽 大阪地浬 支囲等 民事 なし

ｒ
■
■
ｒ
▲
Ｕ
１
０
０
Ｐ
ｌ
■
Ｕ
Ｔ
ｆ
Ｌ
８

大厩紬塾 犬厩睡画 支倒等 刑軍 なし

可

。

６

４

マ

リ

Ｌ

■

■

１

１

１

１

４

■

■

Ｐ

■

■

■

■

§

■

■

■

●

凸

Ｔ

０

ｂ

■

９

０

ｒ

１

ｑ

ｄ

Ｆ

Ｉ

ｂ

０

。

０

４

■

０

１

１

Ｊ

凸

里

Ｉ

ｑ

ｑ

Ｇ

４

ｑ

■

■

５

９
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且

■

Ｂ

Ｉ

Ｏ

■

■
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【入力上の留意点】

頚似の指摘事項をまとめて分析する増合など.複数の掴をまとめて配城する必要がある塙合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な記職方法は別濯の入力例を参照してください．

平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告書

(最韓三〕

登察庁名 被査察庁名 本庁･支部 事件樋別 迩察事項 指摘事項 謀囲辱 事務処理上の改善策 フオロマップ 備考

大唾威 去匿で園 支翻等 家事 【4】その他

再閥示希画甲出がなされてLも住所に宛てた特別逮

逮忠便が.rあて所に己れあたらず｣との田由で返戻さ
れたが.当肢住断畝配蚊された宛名囲軽と璽疸品名
鄙塞筵竃唾を封迩が.ﾏｽｷﾝグ処理すること
なく亭件配鳳の表緩毎分に仮固じされていた．

キング昂理するという事務ﾌﾛｰが通産されていなかっ
た』

マスやグ母理の■戻性径改めて困釦L,非閣示轆
望の申出がある堪合には,例外なく即時にマスキング
処理の上.葬開示■■ロに項■ずるよう掬導した． 繍蕊灘職鰯謬蕊I

貝又は係■配宙導と面餓する中で"し.題五の撮導
を行っていく予定である．

』

旧

司

■

ｂ

．

７

２

０

日

大唾釦 大醗蜜釣 支部等 家あ 【4曙の他

平成30年4月に亘督人から擾出された駆告香餓ぃ
ずれも事件鹿鋒に概餌されることなく､クリアﾌｧｲﾙに
入れた状態で本件記鳳に挟み迅まれていた．

■

事件記蜘三田り込むべきところ.長期間にわたって■
覆されておら覗露卸■威透遍の基本的な珪念が微車
されていない上陽矢防止の忽繊の延さがうかがわれ
た．

函るよう求め.紛失防止の怠腫を改めきせ引鐙ぎ
を受けた橿出書聞は.速やかに事件配輯晧哩り込むよ
う抱導･世塵02-上＝

1当密等から揖出された事件因係書賦賎紛失防

止の観点から事件毎jﾆｸﾘｱ方ｲﾙに入れて担週香．
蹄に引き継ぐが.問ﾌｧｲﾙを引き屋い鰹担当書龍
宮は.速やかに事件毘侭に■ﾘ込む．
2未醒の事件関係ご窟があるときは.混録青寝紙
芽に未処理の内容を明示し､配録画劫一内で仕分け
をするなどのエ夫をし,遼やかに姐理を行う．

互配の政己寅の翼厘について.定囿･不定期に裾告
されている支翻の夷愉佃告の中で報告させるとともに．
次席”官が定期的に支郁に出向いた犀に.管理団
貝又は係書配官等と函斌する中で砿配し､遷宜の描導
を行っていく予定である全

大曄鼠 大臣家戯 支部等
D P

家事
13淳件の遭行管

町g必要姉報の
禽有に関する事項

一一一一一■ ー＝－ーP寺一マー▼~■ ■ーターーロロ’■■■■■■■■■■■

■■■■の事件について.汐洵方件の透行管瑠が通
切に行われていなかった．

繁忙を理由とLて.、後見専重督の処理が後回しとなっ。
ていた･ ．

'二.担当谷妃官が繁忙であっても.係全体でﾌｫﾛｰを
行い‘同臣個において.定められ企後回踏智の進行管
霊■底するよう柑導した．

されている支郁の実俄鱈告の中で報告させるとと紐こ．
次席毎箆官が定顛的1こ支鯨に出向いた際に.函鹿
貝又は係毎厘官等と因観する中で蓮種し.遺宜の掬専
を行っていく予定である．

また°毎月.本庁から支卸への情報捜供を行ってお
り.左巴の改讐策を含めて.支邸の事■処理において

p考となる愉佃や資料鱒があるときは.逼亙狸供して
いく予定である．

大露奉釣 大晒牽鐙 支部等 少年 (4圧の他

社会配録出納簿‘事件配仰出納鱒の返逮欄の
配聴酒れが複駁あったので,通運遠反(平成7年3
月24日総三露14号総羅邸異蚕寂睡第1の4の
(1X鋤)を招摘した．

常に配録の授受を鰻簿に配載して行い.配録の
所在を客観的に明碗にすることによって妃録紛失
等の過璽歩訪'卜,するという通塞の趣旨についての

理解又は窓直が不十分であった．

超毘抱摘車項記丘の通達の存在及びその屈旨査改
めて抱導L･麗鋒の逮函を丑けた念は.その侮度.確
実に運迅楓に所要事項を餌入するよう抱嘩した.また．
腿録遍逓者も.その個戟を欧麗するよう
後は‘毎週初め定期的に係事覇官が出謡脇
れの有蕪を随画し,その鮪県を笹理琢貝(害記官)に
報告することとした．

従前より.次席a鹿官がzか月に一向”岱壷期的に
支侮へ出悪して‘管理唾貝を中心に妻蝉寧日上宝旦交
損を実飽していたが.今後は,その機会'二幌卿の錨理
状呪の砿厘を行い.その他の車務処理についても彊釦
等の圃行状況をヒアリング寸悉写些とL全含 ．
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(別紙3）

一

平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告害

+十 三-二ﾄ
(最絶三〕

■b‐‐‐っ一ー＝再…尭氏■ 、

類似の指嫡臨項をまとめて分析する唱合など､複数の楓をまとめて配範する必要がある場合であうても，
その他の具体的な露戦方法は別添の入力例を参照してください。

L ・

セルを結合せずに‘同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
~●

査察庁名 被査察庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 招摘事項
● ■ ■

裸阻等 事涜処理上の改善蹴 フオローアップ 倒寺

京翅摩駿 京都蜜避 支卸弊
郵便切手
いに閏する

岫
扱

‐
ｉ
Ｉ
岫
応
癖
‐

庫亭

１
１

止招■管扇じる必要があるところ.管理段のロを閉じて
型望丞国室されていな'屯のが易罪醗翻董眉
(B鼻逼迅鹿鋪3の4)】． ．．
･追納された郵便切手について.園幹管理鐙の箆畝が
｢受領』となっており. 『予納｣『受圃』となっていない【規
砠遍反〈予鎗回便切手の取担いに間する規程第4
桑)】．

･支甸から本庁の家載画盃官へ過再が提出L危害
面を配送する坦合に.当事宿が予蛸した郵券を使用し
て送付した．

についてはこれ錘から亙れて周知を行っているもの
のL予納邸便切手の取扱いに田す悉詫蓮痢調f悪
職日の瑠卿または狸伍都不足していた．

= ー= ~ー ー = 一で ローマ｡＝ーー一一巳一元

ﾐ→ｲﾝゲを通じて再度"L・予納郵便切手の函正
な攻扱いの徹底を回るよう扣導した．

－ー■■■ローローロローーーーーーー唾刀画＝万画5－~寸一

抱摘車項に閲Lて事翻処理■勢の見直しや職目の正
殿哉革等についての改昏軍を随樺した．
管恵支配には京色翼傭宋経破の画風凱頓些画踵唾
される実憤辱もふまえ.今縫文翻支擾強化の取組の
中で.紐り五L■会を股けて竃見交換するなどして.壷
正な予鹸郵便切寧の取堅､が定差するよう努めていき
たい．

家輔啄裁 京卿率戴 支邸等 (4)その他家事

マイナンハーか匪胃れた暮団の取扱いについても

過庁で定めている『秘匿愉報及び個人番号の取扱い
事密について』に津反し電当軍者から堀囲されだﾏｨ
ﾅﾝバｰが肥敏された五泉■取累にﾏｽｷﾝグ処琿を
するなどの楢■を■じることなく.反対当事者にその害
面写しを交付した．

の取扱L,と同樋に.■堪において日ごろからミーディン
グ等を通じて事蘭処理上の宙怠点を穂豚するなどし
て･その■要性や厘魔共有を囲っていたところである
が･担当老の注危力が不足している坦合ぶあるこ勘『
判明Lたことにより.マイナンパーの取樋L唾より遥切
に行うため.事厨ﾌﾛｰの見直しを行うことが必要であ
る．

を利用して砿酎る勉跨を吾たに揖慶L‘マイナン
パーが里竃されている可鮪性力喧0屯面については
物段の注竃を払って事協を行うこととした．

閲する留竃事項を再重露し;今筏の車窃ﾌﾛﾓ次の
アないしｴのとおり唾副-たこ
ア里貝は‘良出客圃の受付時(B送拠出を含む).鯉
出毎因にマイナンパーが記載されていないかについて
鯖たに作成したﾁｪｯｸﾘｽﾄを判用して唾する.特
匡匝泉徹頃扇や住昆鳳専.マイナンパーが望位され‐
ている可能性が寓L喧面について＋分注定を払う．
ｲｰ亭件当事寺から客団が飼停期日尋で曽面彊剛され
た厩に.掲出考に対L‘マイナンパー及び秘屋粘望憤
杷が歴敏されていないことを菌狸することを固体婁員も
含め倣酎る．
ウ位判所駒用弓(固仔相手方を含む)に対し､恒金が
らるごと幅交付用の津竃唄蕊室画を葵付ずるな酉[そ
唾喚起を行う．
エ従薗,s毘宮理ご掲示していた掲示用錘唄起■
函を画停亙内にも掲示Lて注念噴遍を図る．

唾宰圃 京都幸壁 支画噂 少年

唾し

＝

ー一一一→一



一

／

(別紙3）

平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告害

(最総三）

L

L人刀エの開意点』 、

類似の指摘車項をまとめて分析する場合など･複数の欄をまとめて配鮫する必要がある場合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な記敏方法は別添の入力例を参照してください。

壷察庁名 被査察庁名 本庁･支部 事件種別 壷察事項 掬摘事項 腺囲等 事務如理上の改善館 フォローアップ 備考

神戸地鼠 神戸地色 、支郵等 民車 【4曙の他

砲を崎めることなく肥銭して配虹しており.田途年度ご
目こ作成されていない.②返■予宝年月FmE■垣が
なく.通達に定める概式と具なるものを使用してL,る．
《【通達糞反】⑪二つき.嘩件田釦の保管及び送付に
関する事塞の取扱いについて』〔平成7年3月24日輝
三癖14号、覇鳳長逼ョ)配第1の41孔②につき,同
識麺璽鰯1の剣1庁〕 ， 。

一守口一一ーー.ーローー－G－一G－一▼＝ーーe－UF"ーー①

同塗年度の縛了n点で接簿を鱒めることを遍守する．
醒遠に定める犠垂使用ずろ必要都ある．

知し.■通逮に定める橡式を使用して旬睦年度ごとに
作成するよう改めた．

軍■鞄皐の轍皆を求め.改召涜であることを砿麗し
た． 。

神戸地戯 神戸地載 支師写 民事 【4圧の他

=一マー ーマー マ = ーー専一一一＝で= 一一ローーーー■一ーロ － ■｡､一一

保管期間について.上瞬がなされた場合の係ぜ期間
の終期を上訴宮崎了の日から1年と風解していたた
め.本来の保管期間を経遇しているが.燗去されてぃ

鰯綴繍溌制繍謡#騨箪
プ岬への紀銀の早鐘岬1号ついて』別経戴2の劃21及び
'6)）

ー一旬一一＝■■~‐■ 守一甲一一一F．－－ー一F辰一 ■～ｰ‐＝

た． 葛連絡の内宙を再…･理風させ.敬聾するこ壁目
知･朝唾q-たご

た．

神戸電種 神F地蝕 支田等 刑畢

なL ・

ー
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(段総三）

1人刀上の圃慈点】 可

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の楓をまとめて配鮫する必要がある場合であっても,セルを緒合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な記較方法は別添の入力例を参照してください。
L 9

査察庁名 被査察庁名 本庁･支部 事件狸別 査察事項 掬摘事項 課題等 事覇処理上の改善錆 フォローアップ 儲考

神戸索域

|－~~I｢

神戸家鯉

－－可
ト

文箇導

ー一言一一一-01

家事

！1

'1浮輪郵匝切手
の取扱いに個する
事項 ．

！

ー■ 一一園■罰＝”一一Brーー－■ずもa－雨疽｡〃Dご凸……

事件》における予勧郵便切手管理袋の配重について．
A奉件終局後,A事件の嫡要梱に｢B事件へ移配』と．
B事件の嫡要欄1こ噸事件から移配｣とそれぞれ配敏
し.A事件の残郵便切手をB事件にその窟藻引
でいるものがあった.A事件では一旦予納者に
B車件で新たに予納を受けるぺ倉である．

職

一理一曹一ローーロマ、､四一厘口〃づもし~pWW申延扉

が不足しており.通逮等の内容を瑠解させるための取
組等が必要である． ．

定見変換を行ったり,大嘩戴作成の郵尋通運ｸｲｽﾞ
を利用するなどして理解不足の解胴を図る．

五五頭庁に刃し‘1月31日までiこ且再憤の改響の定
箭伐況を報告するよう門示している.また.その筏も定
卿的に圃認を行い.他庁の取扱噂で参考にな識のが
あれば提供する予定である．

神戸家a 神戸黛載 文飼辱 左事 【4淀の他

て.その後定期報告が援出された廊に.当蝕葬関示愉
随をマスキングLない“つづっているものがあった．

壷V廓叩宕守畑＝6尺”…ユーじ･Uｰ＝b■L鋲哩”一展5－E

どまり.その■旨や■逗栓.を十分に理解していなかっ
たため.蓮狸献不十分塗った..

いての申錘の陵み合せを行うなどして.その画解の
微鹿を因るとともに.ロッカー前ミーティングの露に..弊
開示巷■郡ある肥蝕を捻出Lて.非囲承翰更値砠の
取扱いに乱､ての申合せどおりの処理がされて1，るか
串か定期的に砿田なる．

若伏現を鯉告するよう梅示Lている.また.その後も定
観的に独浬を行い.他庁の取扱等で~I奉るものが
あれば提供する予定である． ．

神戸家銭 神戸家蝕 支部専一 家享 14濫の他

ず.申合せに基づいた処理が鍵ｵ唾いないものが
あった(E録壷麓の遇率者名の横に赤でr秘因｣のゴム
印なし.冑表紙に白地に樺文字で『⑭｣の壷示なL,予
納函便切手管理製に噛画ありj尊の付せんの貼付な
LL塁験客■のﾏｽｷﾝゲ処団なし.剛酬T為s‐
■■■の■■■■■■■劃■■■■■■■■Iご切り曾
えていない.『奪翻誇撞宙睦一頁壷､塞毎働字輯て
しておら斌葬開認虹棺報の右嬢の穂埋型"たの
か.飽紐空分からない.坤ﾀ．

つ
■
す

かつた． ． いての申合せの圧み合せを行うなどして.その砠解の
倣底を因るとともに.ロッカー前ミーティングの陣に.評
開示輪盟がある肥像を抽出Lて‘非閃示希塑傭報の
取扱いに乱､ての申合せどおりの処理がされているか
どうか定朔的に随厘施、

嗣童観庁U二町し. 1月31日配に丑頂風の改吾の定

楚桧現を楓告するよう桁示している.また.その後も定
期的に砿哩を行い.他庁の取扱等でp寺になるものが
あれば提供する予定である．

神戸家減 神戸家駁 支郁等 少年 14)その他

ー ■ I■■p･■ﾛ■■－ーーU一一＝ 可■g~Wg市一■Uー＝可下一口声p

匿刷所団員が座る鵠子が小槽干で残傭されても喝が．
危客行為防止の胆且から.小椅子書撤去することを検
肘するよう柑示した．

小栂子についてば.E蔀亀の凶固となり側るので．

喜判廷内の鍾別所範貝の椅子について.小椅子以外
の方慶宙検肘する必要がある． ‘

ち上げることが百易ではない.長倫子を残儲するEとと
した．

庚内に長椅子を塾■ずることとなつと。
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(最総三）

【入力上の留意点】 ー 、

顛似の指摘事項をまとめて分析する増合など･複数の梱をまとめて記鮫する必要がある増合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのｾﾙに入力してください。
その他の具体的な肥餓方法は別添の入力例を参照してください。
L ・

査察庁名 披壷察庁名 本庁･支部 事件種別 登嘱事項 掬摘事項 媒題等 事務処理上の改唇蹴 フオローアップ 倒考

蜜艮逓壁 媛艮地裁 支鄙等 民事 なし

嚢良地飲 蛮良地鞍 刑亭 14時の他

ては．

唾｣及…:鯉jj蝋
年
ま

舟繍鯛難認瀧r鯛識f
が厚印することになづているが.それらの檀に斜堕を引
かず,麗印も押されていないもの【【檎酊駒■題遼璽？
の4（2）ｲ】 ．

分．
平風29毎歴分につ8,てはすべて是正を纏えた．
今後は.旺喰のある竹理鞄からの掬導や.手引き.丑
速の砿厘を行い.逼正に処理できる釣醍揖塗する．
ま上値庁の”いなども砿伍し､引鍵害に幡鐘の鹿
載方途について触れる。

服し,平成28年度分以前のものに
させ.忍宜.”状呪を■鹿する．

つし?ては面次是正
■

索白地壁 奈良地壁 支部等 刑毎 14だの他

I■‐＝ー－V一回一一一一■一一ワ田一＝ーQ‐~‐巴＝＝ビ、

いるのに.運廷事由を園嚢して退通を値Lていないか，
促したが,出納障上にその日の配載がないもの睡銀
像笹逼冤筑1の4(1江】

皿哩1-己LpLw郵悪午星q pu辻画円､固”51犀ご命十

分 いか.遍運予定日を経過して逗廻されていない浬鍾が
ないか■膳し,貸出審以外の者も含め相互に鹿録の
所在及び智皿を唾するよう是正した． ．
また.経験のある管理■からの拓導や,手引を.遥逮
の磁控を行うことにした．

一 一 画一マーー ー■一句一一一写

匿について脱瞬させた上で.管理方膿が定藩している
か華する．

ﾔ ｡
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(最蛇三）

L八刀エ切悶恵風』 、

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など‘概数の欄をまとめて配戦する必要
その他の具体的な配駁方法は別添の入力例を参照してください．

■｡

■

がある塙合であっても,セルを結合せずに‘同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
し づ

査察庁名 被壷寝庁名 本庁･支部 率件穏別 査察亭項 掬簡事項 畷囲簿 事務処理上の改善館 ﾌオローアッブ 碕考

塞旦璽垂 票良家世 支郁等 ＊串 なし

蜜良家紅 窒旦宰壁 支郁等 少年 なし

｡
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(最鋤三）

L

【入力上の留愈点】

類似の指摘事項をまとめて分折する増合など,複数の欄をまとめて記駁する必要がある場合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．
その他の具体的な記鮫方法は別添の入力例を参照してください。 ．

､

査察庁名 被査察庁名 本庁･支部 争汗硬別 査察事項 摺檎事項 尿屈辱 事務処理上の改善策 フオローアップ 働考

大津飽戴 大津趣蔵 支翻等 民亭
【1序鞘邸便切手
の取扱いに関する
事項

"司甲画一一一句｡F一一T■甲－0－ー~アーーーウヴ再＝両守一一

の以外のものである.事件のﾁｪｯｸｼｰﾄ.宛名ﾗペ
ルを入れてL喝ものが見られたく平成28年12月1s日
総扇局第三脚長事砲絡r『予舳■優切手の取扱いに
閲する規砠の竃用について』の－髄改正及び予軸易
便切雫に関する短範の里理について』鏑2の112,

= 守 一 一一マーーーーー ー ー■ーマーーーー

行ってい謎のの.規範恥多く.－釦の■貝について
は,規程.通遠までの実践はできている邸‘事窟遭総
レペルについての団卿卸不艮していた．

固知壱行った.命後とも全庁的具働期の引健車項にず
る‘日索のﾐ→ｲﾝゲにおいて周知を因る,査窮のみ
なら坂ロッカー前檎垂.首庫■記官専の検登におい
ても抽出唾を摘等Lて適正な取扱いが行われるよ
うに福専する．

■…ｰ■季ｰ勾詞■罰屋？兵＝里二軍DU Pマユー、辛口皐凹一

実行されているか.閃係戴貝に厩皿等が引き雄がれて
いるか.全休としても予納郵便切手に関する規範の周
卸を侮り返し行っているか.n日が理解をしているか導
を麺する予定である． ．

大家地敏 大津地裁 支部等 民事 14)その他

に.率件記録に輯てつすぺ唐財日観毎選付宮が輯て
つされていた． ． ．

函“写に■する逼逮の遍解や厘腫が不足していた
(当酎専が｡事件配侭に輯てつすぺ倉事件閣僚香固
の面覧睡ができない.さらには妃卸外毎国とLて観
廃家される可曲性がある.)また.園停事件における．
釦翼棺写の対象外となる,便偉外の■面につき,その
必要性についても害囮盲亭研の蔓理の視点から検肘
すみ必再鉱ある．

…砿斤におも､てばもこ堀症荷っていた.…配極

の末尾の蘇の分界鐘よる匡分に麺え.害面の■てつ
■所前後の毎面を政種し.掴てつ圏所に娘リカ吃L,か
を砿団するように倣塵すること塗った.宙た,毘録外
■函につも､ては．
けを銅てつするこ

必要性を検肘L･瓦に必要な害因だ
ととし,必要がなくなった宮岡につい

ては適宜鍵取るなど.厘娩外害団を魂らしし,輯てつ
の楓りが生じる可飽性を少なくするようにずることとL
た．

壷寮庁とLては.彼麦粛庁の改盤策に対し,記録外と
して微てつする香回については..魯田官のみならず．

千厩31年⑤月田に．■殉置丑爾筬へ飴ぞ．軍■策が

実行されているか.佃係■日に皿■弊が引き墨がれて
いるか.全体としても事件配侭の■画二間する規範の
岡知を行っているか,、■が国解をしているか等壱■
縄する予定である．

大津飽載 大津地紋 支部等 嗣享

なし

ー

~
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【入力上の留愈点】

類似の指摘事項をまとめて分析する塙合など,複数の棚をまとめて妃叙する必要がある塙合であっても‘セルを鞄合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．
その他の具体的な記戦方法は別添の入力例を参照してください．

平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告書

(最錘三）

査察庁名 被壷察庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 ’ 謀題鋒 事務処理上の改善旗 'フオローアツプ 備考

大津家裁 大議家蝕 支部等 家事 (4曙の他

出納瓢二代えて亀章ｽを利用してL喝が.〃南一ド
で紀録の授受を明らかにLているのみで.事件極働出
納嫁の記醒事項で
いない.【事件麗伺
扱いについて(H7．
浬第1の4便唾厘1

ある遮通予定日をどこにも入力して

2霞鰯…

ーー写P－マー､一一 一ﾏｰﾏ●寺一一一一■■ロロー■Ⅱ■■ロー可▽■でﾏﾏ■『■

Sで未溝事件を検索して事件配働の所在等を敏露し、
事件妃僅の所在の杷御はできているものの.退還予定
日を■記官が杷掻ぱいないことは事件個僅の保管率
務として不十分であり‘造行管理の面でも観磯な事理
にも影辱を及ぼすおそれがあるという竃厳が低かつ
た． ．

について鮪をし.本庁の取扱いを伝えて.改曽を徳示し
たところ.事件記蝿を貸し出す露に.電通予定日を馳
血L･M1N噸Sの客画提胤期掴管唾糧飽害使用Lて頭

迅予定日を入力Lてぜ理することとした． ．

王起のとおり垂画鱒に本庁の取扱いを閥会して．過砿

庁の我現に応じた改普嬢を検肘するよう扣導した.平
餓31年5月ころに実施予定のﾌﾎﾛｰｱｯブ壷索にお
いて改号状混を率する．

大津家戯 大津家裁 支部等 家事

12彫ステムに入力

する■■■■に登
載すべき傭紺に関
滝事項

狸
■
一
劉
印
２
溢
一

■■■■■倍民事趣判事轟支掴ｼｽ弘の
一の記憧装■に餌蝉する.』と定められていると
一．鈴入力していない｡‘【予納収
及び予納畳妃印紙の取扱いにっL,て(HZ3･
鷹一鷺137日号事鷺蜂畏壱蜜1胆算量の7111ウ
】 ． 。

マーーマ ザ ローロマロマー＝ロロマー▽～■ごロ匂一■一一､■ﾛ ｰﾏ‘■P ~

巴解が不十分な者がいた.具動時にきちんと引き鍵げ
ていながったことが鮪因と考えられる．

現在の理当言には0ミ→イングを実堕しても過洩の鱒

旨を理解させ.戌年後見専件マニュアル踊遍字画害を
再度配布し事趨フロモ確配させた.具動吟にも趣
に引き軽げるように手固客を函切に引き鍵ぐことで再
発を防止する．

~丁』巽凹、÷‐”一回1－~■〃縄吻グ可-画一Jフヂヱ承U~

おいて改替状況を破騨る． ． ・ ・

大津家蔵
◆

大津家裁 支部等 家車
驚幽豊
畝すべき愉紺に閲
する事項

数見受けられた。 ‘ . チェックのみだったことが願入力や入力混れに帯がつ
てL1ると考えられる.戒た.砥員の中には.険った愉翰
敵入力された増合の彩巴について理解が不十分な者．
もいることもｾﾙﾌﾁｴｯｸが十分なされていなかった
要因＝えられるQ

■‐q■ローーーーロTワーーマ コ■ｰ巳一一四一局■･■■『弱一一一■q､ｰp

各事件ごとの保存期屈を砿極の上‘正睡入力及び
佃像保存に付すことを徹底するよう摺導した.また.支
鄙において使用している事覇処砠要慨に車件鍵局時
の担当■毘官が行う事浄書整理Lた宮

手厩31年写郎ころに買畷予定のフオロマヴプ壷爾に

おいて改善状況を翰瞬る． .

大津家蔵 大津家種 支鄙等 家塞 |q曙の趣

が戦現を把彊するために儲え付けている逸行管理盛
侭畳舷されていないものがあった．

取立漢定辱の手麟の遅滞を防止するために自庁で憶
え付けて.主任害記官において.処理状説を把温し．
必要な抱導をするためのものであるところ.畳魅が濁
極いると状況の把圃ができず.享蕊遍滞を招くおそ
れがある．

とのフロゴこついてﾛ坦当書毘宮と砿窪をした.また． ､
月1．回.渭算率瞬ぴ納付事務について.主任書里
古が…ろごととする．

U曜画■子画”ーﾛ迫柔四が昼嘩ダ句凹一〃ツタ声舜U－

おいて改唇快現を鐘配する．

大津家鞍 大津家戟 支部等 少年

なし
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L

L人刀エの宙恵風』 ’ 司

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など，複数の楓をまとめて配戦する必要がある場合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な配戴方法は別添の入力例を参照してください。

査察庁名 被壷察庁名 本庁･支部 事件種別 壷察事項 指摘事項 畷題等 事務処理上の改善鎖 フォローアップ 備考

和歌山地蔵 和歌山地種 支部等 民亭
'1序輸郵便切手
の取扱いI望関する
本項

一一ウ ーーーーーーーーーー■ー一■ご－＝＝■ー■ー■■ﾛ■ー■■ー■

敏告が遇通用として艶便切雫を予納しているにも閲わ
らず,受領の付麗がされていない．
【壷逮違反】(受付分飽蚕頚、重垂の6）

てきているが.未鮭遍切な管理に対する冠囲が不十分
であり.引き経営.粘り強く邑唐かける必要がある．

宮が郵便切手を受個Lた屋あせj画蒄暫りあ置産F
ついて掬導Lた･

担過する漁場へﾌ可一ドバｯｸする予定にLており,こ
の内容についてもﾌｨﾖgバｯｸすることによりb逢窒国
起する． ． 、

平成31年S月頃に実施予定の客記官事務唄壷にお

蟹溌検規零奮璽麗し．●要I二応じて麹魂ずる予

卸晩91唖塑 駈垂山地裁 支包輔 民亭 '4謄蝿

決定については｡いわゆる『碇定』の概念がないにも別
わらず.億個馴三輯てつされていた保全庚定の原本
に,遥轍翫圏亭件用のゴム印を用いて.正本送逮年月
日を付記し,盛定の日付を肥入していた(なお,瞳定日
欄に事件完結事由の日付を付狸することが考えられる
が｡係全事件では‘選頭日の付極力嘩件完結日となる
ので.敢えて配鍾る必要はない.)． ‐ .
【筑程及び遥遠逮反】(事件箆録等癖規租凍7条及
び平成4年2月7日付け総三第8号事厩健長佐命通運
『事件鹿撮専保存規租の重用について』藻3の3餌】】〉

とから各事件の理解が途みにくいという狸遍があり.特
に保全車件『虫事輝も少辱<唾鑓堕部上がりにくし蓮
とから.適宜.本庁に厨会する専して■堂に処理ﾂる
必要畝ある｡ま穏付Eに田する危繊力嘘<､竃解が十
分でI鈍いの'零密処理を行ってし函ている．

ー一ー一ロョーーマーー､一子一一手■○一■ニーージーーー

保全浅定原本の付毘の方法を担当■貝に扮導すると
美に.支鄙鱈おける項解度の向上が囲麺な実傭を踏ま
え,今後,問犠の駆りが生じないよう,民事保全事件の
原本付配をする犀に賎蚤希豚聡車件用のゴム印を
使用しないことにした.併せて主任毎鴎官による肥像
の査囲においても.保全湊定原本の付厘を画極するこ
とをL先言

査察後.本庁民草部から偲録等保存親租の解釈等
を堅題Lた内容について豊触支部に対して助言した．

担当する睡増へﾌｨｰパｯｸする予定にしており.こ
の内容についてもオードパックすることにより.注車喚
起する．

平成31年5月頃に実施予定⑳害紀官事務■劃ごお
いて0改唇概況等を堕鎚し必要に応じて指導する予
定である．

また.恨碑随栗の関係通逮の理解が進むよう.管内
の侭廷事諮を理に担当する職目向けの当庁の研修内
容を工夫する予定である． ，

和蜘1'逓愛 和敏山地裁 支部等 民事 '4馬の他

P1コ班1J－rU翫貝星r官ローD囚醒ごqLE四『角齢写ﾛロ期4

する血下げ遥釦の印影力嘩窃官のものであうたが.■
釦は‘害紀官が行い.害飽官が顕晦卜明らかにすべき
である｡

【規則遠反】(民執規則3染1項.､民露纏則4乗2項）
d

C

お

ら,事涜官1割月助させている＆､う現状のとおり.亭審
処理をしたも⑳であり.改めて基本
の理解を逆める必要がある'

的な香記宮事務へ

ﾏｰ ﾏ ﾛ 一ー一戸ロ 一一守

験都弓等に脱明し,掘専した．

当蝕部署においては.改めて基本となる根拠等を随
腿の上,空配官が厘印を押す事務処理方法に改著し
た｡また.異動期の祀務導入研修や担当右の交代時
に事務処理方塗を傘押ししていくことで再見を防止する
ことにした6

担当する融増へフィードパッ売る予定にしており;こ
の内容についてもﾌｨｰドパｯｸすることにより.建冠墳
起する.．

平庇31年S月頃に実施予定の客配官事溺函査にお
いて.改巷状理等を準し必要に応じて梅廟する予
定である．

釦壁⑩吐豊 迩壁,I『地金 支舗等
■

民事 '4淀の他

早一守司＝－句■ママ＝■ー可一子 口 Tー■■ー■で F ■ F

さｵ亜いない．
■｡ ママで一一一

[逼通迩反】(『平成4年8月Z1‘日付け緯三節堂8号韓
藩局長圃還『幡旬銘累の僧付け票こ間する率圃の取

翻爵瀧溌溺鰡鍋騨臓儒s
幌錬臆累の蟻付け等について』の記篇2の1』） 。

ー,一宇画一=弓1■■ーF了乙弱ー ｰマローヮーーー~ー一ヶマロ■■、

とから事秘処理方途の理解が遼みにくいという坪囚紙

あり,隆廷亭蘭のうち.特に俵薄浦票通速に関するヨ
解は逮みに<L,ことから.壷露や研修弊を通じて理解を
還めていく必要がある．

一一守 一画 ＝＝一 ■■■ 一一■ずー■q－U ■②…■F一句一一マーロ 『

回.猶檎のあづた年度及び通去の毎蝕がされていない
年度の相傭舘纂僧付経過郷に畳載L･修正した.ま’
た,今後.同様の隈りが生じないように後任坦当君へ
の引磁奉項とLた． ．

担当する厘増へﾌｨｰ獅勧ｸする予定にしており.こ
の内容1こついてもﾌｨｰドｯｸすることにより.逢董唾
起する． ．．
平成31年5月頃に実範予定の宮記宮事秘圃査にぉ
いて.改巷状況等を”Lﾛ必要に応じて梅噂する予
定である．

葱内の訟廷卒務を理に担当する庫貝向けの自庁の
研修において.幡錬餓粛の閏係通遠の理解が途むよ
う.楯魂する予定である．

和歌山地霞 租歌山地敏 支鄙等 嗣事

なし
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L

Lノ、“一哩画思郷」 ・ 可

騨鯉溌稚重堂E錨鷺強倉挫忍釦欄霊とめて記駁する必要がある場合であっても.ｾﾙを結合せずに.同じ内容をそれぞれのｾﾙに入力してください．
その他の具体的な記載方途は別添の入力例を参照してください。

査察庁名 被壷察庁名 本庁･支郎 事件種別 壷察事項 指摘事項 煤題等 事鰯処理上の改善餓 フオローアップ 償考

和FIlI申壁 和歌山家裁． 支卸等 家事
11浄納息優切手
の取扱いに凹する
事項

守 一子 一 一▽画 一句マーーーマq一一一ー■－－マーーロマe■ー

侭の引鞄ぎがあった犀に.予納郵便切手管理愛上に
『予輸郵便切手残裁宣阻④』と唾する処理及び首席
春厘官宛ての鈷果報舎がされていなかった．

｢予納郵便切手の受個畢趨.使用事跨及び逮納車箇
に優る主任容記官の柿■並びに主任宮飽宮尊による
菅唾行為に対する検丑に乱､て｣について周知を行っ
ているものの.同事窪迅絡の理解がn日に浸週してい
極､つたため,漫透させるための取紹専卸必要であ
る』 ．

匡起卒観卸兄について.ミーティング辱の万屋により改
めて同知L,■貝に浸透させることを因る．

瀧認鯉襲鰯鴬･”に事”脇

勺

和殖nh華璽 和歌山家我 支部等 家事 14淀の他

れていなかった3【通遠遣房草鼠4年頭罰百肩仔あ
事職旬長透速.何日付けの鹿穆巴昼壬垂亜呼成堂3
年3月28日付けの事繭峰昼蜜謹］

垂配逼迅について因皿を行っているものの.厘員の国

侭が不足しており.菌■の内容を垂解させるとめの取
組等が必要である．

－一一一一ー一一一‐－F－ママーウマq■~■一面ごロー＝可9－ー

畝をさせ.具画期でも砿実に引厘ぎすることで.罰れを
防止する．

吃めに事務改唇愚告客を提出させ.改已されたことを
重哩L進二

和散り唾璽 和歌山家鞍 支部等 家車 M1その他

垂荊■卑粂唖ソ”叩亭一匹画7③f貝侭壷卯醇面＝

れがあった.旗た事一観網届目録記蚊の毎号と原木
に付されていた番号に画超があった．

=一一~~ローーーー_ローーーーーロ =一言一一一一一ーーで一一一■

十分であり.■切な唾ができる事箱フローを磁立す
ることが必艮である．

ー一一F■■可■■守守一、＝マp~一一■”グー昼…ご理■一”

引風■鱒に鹿■をさせ,具勵期でも画実に引鯉ぎする
ことで,竃れを防止する守

ために亭窃改曽鞄告宮を掻出させるとともに.具n期
におげる孜実な引値ざのため,事蘭引樋復等への配
載を抱示L,改瞥されたこ準趣回した．

血敬01曄璽 血争11画望 支釘導 少年

なし

、 ＝
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L八刀エ”宙思扇』 、 可

類似の指摘事項をまとめて分析する堪合など.複数の楓をまとめて記鮫する必要がある増合であっても．
その他の具体的な記駁方法は別濡の入力例を参照してください。

セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

査察庁 被査察庁 事件粗別 査察事項 指摘事項 姦察の実施方法 原因分析 事務処理上の改善策 フォローァップ等

，大躍禽愛 景良地蔵

ー

民享
事件の逓行管理
に必要な愉輯の共

暫に閥する事項

腿敦助一齢毘容淡定がなされた車件について.本案
が平威28年1o月2B日に縫局L菌壷Lたが.遼やか
に当巫肴の資力回復岡査をせず.現在もなお臣れが未
了のままで事刷遅滞の状恩となっている．

管瑠嚢上.何らの櫓包がされていないことが判明した

へ

行い.取立映定までの運筋を投射していたが.代理人
からの聴取内容を付侭に配し､毘像表姻こ貼付するに
とどめていたため,腿母上は長期間にわたって.取立
尋に向けた事務が行われていないかのような体困に
なっていた．

釦えて.代理人からの連絡待ちの期間が不相当に受
かつた．
－

や庁”÷フサ只勿脚四国瓦'三U了亡“、．Ⅳ5F写亟1丁1－

開する固要事項に関する代理人からの已取事項につ
いては・電鱈匂取書を作賎するなどして.明瞳に配卸

化するように再屋周知した． ．
また.支払を橘予した畳用の取立尋は事件画定後は
速やかに絹ぺきであることを鰯のミーティングであら
ためて周知･唾した．
さらに.支払が緬予されている事件につき.超判官も
含めて領帆共有できるよう,釦内ミーティング(月1回聞

依)で支払が猶予されている率件の一頁安産配布する
EとをLた言

牡お,門構を受けた事件については､印告から笹宣
脇付があり,織告に対しては年内に取立快走を遇諏
る予定である。 ．

‐丁哩・ Pu－r函氏冠凹迄子君らレワーー辰ごグーU〃画一江

行う鰯騎砿立のための庁としての対応について.再検
齢を掘示L,その枝酎槌県について翰告させた．

令和2年良中に.上妃雄努が徳立Lているかを被盃
寮庁に赴いて筏壷する．

大阪商種 奈良館爾 民事

蔵鞠体の判顧を狸
する写窃処理の通

正顧保に田する軍
項

ーロー万穴P▼" ■デーーー~~~一も旬古『一一F汀■一一F~、｡一

夷が平成2B年10月28日に終局L薗定Lたが,脈陸
救助事件の溝算奉務につき.判断に必要な愉報が叙
判宵に根悦されていなかった．

r ー－A

布がされていないことが判明した

■日毎庁A垂鈴と幽令B ■■■■■■■■
ら．長期屈

代理人に芦Lて架画するなどして0賃力回宙風ゑそ

行い.取立決定までの道筋を検討していたが,代瑠人
からの乾取内容を付箆に記L・麗鐡褒紙に貼付するに
とどめていたため.肥蝕上は長期闇にわたって.取立
蝉に向lﾅた事務が行われていないかのような体健に
なっていた．
油えて.代殉人からの題絡待ちの掴閲が不相当に長
かつた

管観■自痢鍾砺璽画育石蕾茨霧雨症…

閥する亘挺巫項に閲する代理人からの圃取事項につ
いては，E括箆取魯を作成するなどして‘明破に賜録
化するように再度周知した．
嘩‘支払を猶予した受用の取立等は事件穂定後は
速やかに行うべきであることを部のミーティングであら
ためて周知･津fnIた． 。

さらに支払が麺予されている亭件につき.趣判官も
含めて傭翰共有できるよう.都内ミーティング〔月1回周
怖)で支払が圃予されている卒件の一覚褒を硯布する
EとをLた書

なお､宿檎を受けた事件については.圃含から任愈
納付があり.被告に対しては年内に取立汝定害撰璽す
る予定である．

む艮享認の管理職貝に封し､月に1画題

今俊,趣間鰭の判断を要する亭翻魁琉について賦判
体と亟通を共有する愈勢破立のための庁としての対応

について.再検肘を指示L‘その検財鮪果について紺
告させた．

令和2年度中に,上狸躍勢が穣立していふか秀歯畳
癖庁に赴いて隅壷する．

郵睦些壁判宮を中心とLた奉件の勤行管理客

大阪窓載 .和歌山塊戟 民事

、壗一坐エ〃や0汀ユエ卸マコエm0■J、雨凹1国一匁･宮勺bL

いない事件が頃数あった.部全体で傭Waが共有されて
いなかった．

■Eのない事件配腿の提出を求めて巡行棋漫署瞳聾

した｡その上で.担当寄配官及び主任書記官にヒアリ
ングして‘露滞理由を団取した。

毎件の追行僚理に必要な棺報を共有するとの寛匝が
希釘であった｡’

贋.平成29年10月19目付舞務団参率可専の五喬退
約｢亭件遂行曾理の方鰭について｣の別鰻領11三里唖
されている手議で露1回期日未播定や過って棚定と
なっている事件の砿浬を実捷寸るよう揃示L・領1回期
日素描定守の事件の錘輸果について.月1回､民享
首次席呂記官及び民事郡部聡括趣判官に帽告させ，
享件の遂行管理に必要な愉粗を共有することとLた． ‘
寵た.曽内支部錨戯に対して,上樫事厨通絡を再配布
し,本庁における取紐みを紹介した上で.各庁で裁判
管と協力して実践するよう指導Lた．

行う恕卿磁立のための庁とLての対応Iごついて,壷寮
縛了後‘直ちに現職■皿改唇鐙の旧出を期示し.そ
の穣肘結果について鞭告させた．
令瀝年度中に:上記掴勢が砿立しているかを被蚕
爾庁に赴いて閏壷する．
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垂竺力扣函トハ亘些垂睦

二
1 大頭文型

0

1
1

1
1

l
l

l－

T1－

大阪奉堕

少年

(最総三〉

査寮庁 披査冨庁 畢
一一一一

食零項

F－一一

指摘事項

少年 その他

｢踊艇等凹係人の辱闘‘供述等の胆録鰹体への母存
尊に因する事窟の取披いについて｣配篇3の2の園)】
複数のSDカードについて,徴音し缶＝ﾀが澗去され
ていなかった． ．

廻凰■配夜の画麗不足 醒単pp電ﾛ÷●扉古畔画■ひ垂-只安“フロー→可ジアロー

おいて,通遮の内容を脱明L･各■腿冒においてS、
カード内の子→を隅去させた.また‘主任■配官が
SDｶｰド内のデータ澗去(保存)壮現について･不定朔
に.区捜,S､ｶｰド内のデータを閥いて.随団すること
とした．

少年御魯腿官國こは.主任■腿官を通じ.“各部で姦察
帖果の躯告を行い.改めてSDｶｰドの過正な事圃フ
ロー専を垂させた．

FD■、垣手■、q写応』9口列しL･洞祁死干qエ両ロロUTUJp凹雨一

換踊廿酎ﾉｰ応属より,下已の卓窒憧登するよう掴承した．

1
●

唾$項
妃

ア事仲田埋幽塑胃『罰いて、

m･各■m”■■争創“か． ，
印垂竃予定凹錘8雪季堀てL,ろか．
伽五基苧宣璽旦津言挙争さ錠卜喝亀命.■シーー璽勢予定

日に唾畦甘及びﾛ長厚唖唾尚噛れているか． ．
､イ騨陵面容付卑回香ｲ■事■のみ吋象》

・ 両印塑旦晶竺璽齢王堅I二審札てL9もが喰臼のR■､毘囚■の
何m.侭鈎の咽命幽付呑I垂付印の押印》．
㈱■あが漣熊れてい“6の鯉f金■辱回口：巴哩轡⑭
押師 ．

2固守方墜
■風哲聖竺哩男の毎哩■トク冬国皇を鯛．

3回査娠
アェ〃.寅華 麓皿争詞馬

イ早函1隼1月1回から虜宣回■盲まで

4■告函
ア唾事諏＝ももての佃丑

イ■塞ぎユ2…方耀
ウ不画癖倒ぷあつ蝿乱その匁固分唇と鐘璽鷺

扇2令和2年2月6日要飽の宮内刑辱ｩ少年次廊■起百噂軍窃芭鱒
金lgBいて;各庁からめ、奇内画(原画分輔．
介すもと共に.今種、姉下肢陣単毎唾身固め

政■分掛)の煙■函
で侯吐,全一

横s富1の鉛畠も随京え.笠内全庁に刃Lて.勺和Z年5月隼旬ころ
から7月上旬ころ毎功徳，ﾌｫﾛｰｱ”とLて⑮写衝酋亘を銅予
丈．

その他 Ｉ
！
心
Ｌ
●
９
０
０
■
。
。
‐
Ｐ
Ｉ

‐
０
７
１

ｌ

４

Ｉ

ｌ

ｌ

９

ｌ

１

Ⅱ

Ⅱ

り

Ｉ

ｑ

０

■

ｈ

ザ

■

ｌ

８

ｑ

ｌ

政鷺画昼逼迩『麓犀噂圃匪人の辱周.供述零の毘僅
媒体への侭存等に閥する車圃の取扱いについてJ記箆
4の2叩1L”

撞製用浬蝿腫体管理鱒のsDｶｰドに閲する貸出及び’
運退楓につい索■亜血が見受けられた．

’

’
1

、
’
’
1

F

ｂ

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ

ー＝『■0ー‐＝『▼･壷轟回画一一もぜ〃曇醍可マ権

g ●

戯』と鯵戟した緩き貼り付け.…－ドを使用する増曾
'二国管理簿への星函れを防止すふこととした．
戒た.少年部啓箆官室には,主任書E官を通じ.各卸
で垂察鎗風の報告を行い.改めてS､ｶｰドの垂匪な
車務プロ寺害画塵させた．

僅亜守壺易一罪唆型
配

1

､魂の画G■錬るよ弓営やL全二

■五”

ア亭震毎輯聾ごﾛｰ誠､で
耐
㈱
色一望酸聖堂教あるか．
■■

柳逼垂
予童日垂』~■垂冬恥てL喝か。
予定日軍降箕……喝域6．睡酔争垂型予定

日函E1上■及び遍憂毎…■鋸馳てじtらか.．
イ何“巷竹中■客(”■のみ対含】
、印星“付哩郎衝窪佐さ狸てL喝か《色■の里■･煙垣呈勾

停恥後輪の■含唖付香唾付”拝輌．
榊碑が昌付観、唯潮食の付鰹(金

秤印》

2■査方盛

型印璽■_里瑚心の

甲

原則.桓追毎以外、笹圃戴による■査を行う．

s風竃肘牟 一
ア本庁,文お.簡扇■材覆 ・
イ平函1年1，1Bから■安日■唾で

4■告事項 ．

ア“亭竃につL＄
イ
ウ
■垂号丑Zf酋垂

ての麓畢
方漣 ,

不顕な声があった■食.その宜固分■と敏●方簸

寓倉令和2年Z月6日冥施の■内園事･少年衣食宮麓官毎車璽璽讐
金I率いて.骨守からの虹骨肉
介すもと其鱈.今挫田壷詫な里

■ ~

極1■国分侭逮■分針》の回■G母
”回をαめて便1全一

薗3簾1の軸具も詮立凡■内金庁に鱒して.令祀君年6月傘醒ろ
から7月二句ころ…餌フオローア”とLての享厨寓丑晋打う予
定．
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fll
刑亭

÷－

(岐緯三）

査罵庁 遡査寮庁 箪件租別 査繋頚項 指摘事項 査察の実施方法 原因分析 事務処理上の改善策 フォローアップ等

士底立憂 ぷ榔地団 刑事 その他

件妃飯の像曾及び送付に関する享研の取扱いについ
て｣餌箪1の4の個のエ)】 ・
事件記録出納卿につ置逼意予定日及び運週日の記
賦過れ並びに貸出睡長の処理がされていないものが
あった． . ‐

配画侭腎頁任者としての風腫不足 母靭のミーティングで各砠当霧から翠理予定日当巳と

なっている貸出配鮫の有飼について細告悲行うととも
に.主任日記官が毎日事件肥餓出輸簿の鯉入濁れ‘
退遼予定日を過ぎても運通も確阻も行っていないもの
がないか砿狸することとしたb

園1■内噛市■(立汀jに対して．古蚫欠厚12月0u付貯田圃胸＆

陛圧昏窟冠メールにより.下睡の回鷹嵐瓦するよう附最1.た。

1画安心竃

記

ア車件硬卸型輪廓について

飼告埋毎堅唾垂翁凸堪ろか‐

wI藁逮予定B志で『墾逮さｵLでいらか．
【軸週退予定B哩舞に罰逼割睡いる唱曲.n句函ご遭画予定
回ﾛ･幸、金冠及び亘長毎のE■がされているか．

イ判決B本安付申輸客(刑事臼のみ対立》
両唾■の付麗函正にされているか【食、の皿唾昼可ロ｡

悔印.蛍閲の迅含は輪付きlこ受付印の押印』．

い”が潭什さ恥てL･た娼念のH輿《企画の偲■･亀唾置の
再印）

2里蚕方岳

威風領臼包■外の智堀堂I二よる風宜を竹う.

。国宝対盆
ア軒.叉画.貫品■再

イ平成31年1月1日から拠査日昼直立で

a画告■項

ア個蚕竃項に乱､ての健量

イロ宣省及び両亙方濫
ウ不遥切事侠があった塔合.その厩國分崎と童骨方飽

閉曾令聴2隼2月G日実施の笹内嗣車･少年次廊寅、宮辱車偏理路
企に鞠いて,⑥行からの駒鏥宙(鳳囚鍬崎.､故負卸椅)のnz蒔剛

介すると共に,今俊の珂正牡鹿閲甸遍を改めて侭しｵﾆ．

厩尊鷺1町帖累も蹄＊入.笹内全庁に対唾,令和君年⑥ハ中旬ころ
からﾂ円上旬ころまでの閉.フオローアツプ劃.ての事日画宜を綿う子
定．

の他

件の受付及び分配に関する享務の取扱いについて』記
驚2の6】

判決■本交付申餌翻ご湧付等された収入印錘及び毬
便切手について．印紙図等の付肥及び取毒の狸印
がされていないものがあった．

≠

円決香厩本又付甲西蚕唖を既鹿した．

'二･他の威貝にも注愈頃起した．
｡ ｡

舵確●国富ノールにより.下腿のﾛ宙践膏するよつ”した．

淫

＄露■竃 ．
ア事件哩縁出翰印三つL,て
、⑥理､哩口室向があるか．

．m亟予童唾F1二軍亜省れてL,＆が．
伸電予定日且舞鱈逼率れている咽含,伐寺■麺■予宜
日に置皿たけ丘ぴE艮導のE載卸さ、ているか．
イ判決野本父付阜餌目〔剤事Bのみ封al

m嘩置の付鹿麺正嘱さ桐でいるか《宜且の配巫臼哩打切
再印.倹紛の■倉は域付君1三受付印①押印〕．

H1“が飴付試［ていた唱台の付醗【台顛の陀巴個庵合の
W印）

乏圃宣方決

康閑.担当卸以外の管堪鄭二よる瞬五を冊ぅ．

3輯聾茸象
ア本庁,叉毘.ロ島■舜所

イ平成31年1月1日から涯日理睡まで

4口白亭項

ア唾事項1こつ↓Uての絶■

イ画衰右aIj詞蛮方腿

ウ不通切車例があった塘食.その厘画分幡と改甸方箇

鷺を令和を与色月6日実箆の置内時掌･少“白さ屋志麺”酪
○において.e席からの栂白自白I凪四分肘.載昏分緩】の■昼を箇
介T6と痴二今段甸垂な庭鯨固唾E改めて目した．

涙3■1の鈷具も睦衷え.像内金、謝して.令杓2阜6月中旬ころ
から7月上旬ころ乖函.フォローアヅプとして、志旬圏査を椅寿
鷺．
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ー

(最総三）
ー

査察庁 被査卿テ 事件糧別 査寮事項 指摘事項 査察の実施方法 原因分析 事務処理上の改善策 フォローアップ等

大阪高霞

F－－－1

京柳地載

a

嗣事

0－－

その他

政策扉長遥遥『膨腿導聞係人の尋問.供達等の記像
媒体への保存等に閏する事誘の取扱いについて｣胆筑
4の2の111.③】
複製用鹿像媒体腎理簿につき.鉛涯魯きで源哉されて
いる箇所が敗見されるなど.不逼切な8麺があった．
また.根国への”を‘蛾体を僧りる容記官が自ら妃
叙したものもあった．

ロー毒…■四画■■上凹■且－墨ザー園四コ一回■画〃毎面丁哩一一ロヱ ■

擾製用記繊媒体管理廓を璽旦lか言 複製用記鰍媒体の保管老とLての竃腫不足

､

靭重→ｲﾝゲの剛二,主任書記官が好魯記琶に惟出
L陣を闘いた上で媒体を賃L出L‘主任罫配冒が昏理
表に基づき毎日管理する隼と雪菌塑L灸言逓遜*,主任
書浬官が受け・主任魯記官が槽理褒に碁づき智理す
ることを薗陸Lた‐ ．

一

■

ー

睡睡■四宮メールにより.下紀の画を亜沓するよう紺鍍L金．
鰭

､

1隣宝車唄

ア事件艮飼出輪廓につL,て
、各概、飽醇■単があるか。 ．
抽逼趣予定日認1三壷遺さ4tでL堵か．

、剛返週予定目画尋』~諏奄全秘ている塙a.■オ碑邑週迅予定
日'二噂唾Lたせ及び混昼等価画■がされているか〃

イ刺倹E本文付中田B(園事国のみ対色》
両印楓械の吋記が適正にされ、喝か《金痩の記旦担唾名の
押印.岱納の堀台は柚付樽に受付印の押印〉．

ifl鼻舞が革礎れてu,た蛸合の付妃(全棚幻聴は“名の
押印）

2鈎査力錨．
砿扇.陶掲輔図外のせ図画に虫る回登壷朽う．

3画狸討な

ア本庁.文卿･箇禺戴輔所
イ.平成31年1月1日a喝回理日圃荏まで

句報告軍項

ア飼査車項ばつL,ての越具

イ固交肴及び劉宜方唆。
ウ不緬回事例があっ函含.その呵囲分鋳と改葱方簸

爾宝令和2年乞月6日実施勾胃内緬･少年次序宮8Z官写本面理路
会において.各庁からのn台内密(恩田分幡.改曽分厨】の値要を絶
鰊ると共に今後の筵正志踵卸守唄を政めて便Lた･

第3索1⑭蒋果“まえ,管内全、g対して,令靭2年3月鞠ころ
から7月上旬ころ蜜画間.フォローアップとLて⑮事画面害整骨う子

定． .

大阪寓壁 京都地裁
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ｄ
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’

鴨が疋蝉褒紙の繭に題られていた。

ノ

－6『醇再ユ■ｰーｰ●－●

● 6

～

■ －』

迩正畢濁の眼点やリスクマネジメントの考票の不足

９

。

● 巳

掛けてデータとして保存L,記輝にはさんだり吸ったりし
ないことを戯判官を含む郎内皇一テイングで確浬した．

扇1鷺、地衣■【を庁)に対して．令和元処1宮口ら日付け画■副■

隆瓦管竃宙ゴールによﾂ‘下麓の魚ぜ風叉するよう伍暴Lた.
餌

1回交亭項 。

・ア璽倖哩鯉鞘納嫁につLもて ．
嗣各埋め更■署h6賜るか．

M五通予定白鷹で'二迅逼さ熱ているか．
【例冠迅予定日賦棒に遼遠されてL,る切合,■考寓に遭遇予足
Rに前寓した画及犀鐸の配雌がされているか．
イ判淡鹿本窒付命披害《刑事”み対、》
【万印祇個の付艮bI逮正にさ艇ているか(金個の記且処哩むめ

押印｡後輪の怨合I＆齢付■Iろ笠拘印の押印)．
㈱兜野鄙韻付されていた畑含め付厚f会画の四種.蛤唾分の

押印〉

2頁”媛

敏則.領錦館以外の己印画'一金丞甥交窃う．

3国壷対な
ア本庁,交鳳田園■判漏.

イ平成31年1,1日から画五日筑在まで

4翰告車項

ア良査軍漢についての温果
イロ宜者及び卿寺奉色
ら不戦③事飼があった唱合,その固圏紗箭と輩後方鏡

徳2令和2年2月6日実施のロ内刺草･少錘尽客厘官辱事璽蓮埋
金において.各庁からの穐修内宮(原田分薪.改首燐鯆)…昼を側
介すらと共に今栽の珂正な屈鍾廿唾を…て巴L企＝

陣3節1の縛畠t繊霧え. 竹内全庁に対Lて‘令和2年5月中旬ころ
から7月上旬ころ寵での岡.ﾌｵﾛｰｱププとL･ての事稼■変壷行う予
定．
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(段妃三）

査察庁 被蚕緊庁 事件橿別 登寮事項 指摘事項 査察の実施方法 原因分析 事務処理上の改善策 フォローアップ等
１

４

１

ｌ

Ｉ

ｌ

１

１

少隼 |…

１
１
１
１

【函Z反(亭厩7年3月24日付け陣塞局昼餐蓮｢事
件配像の係管及び還付に閣する事遍の取扱いについ
て』毘鷺1の4の②のｴ)】
事件記娩出鈷篤につき,返還予定日の錘温れ及び
五週予定日を過ぎても返垂されていなし略の力鰯っ
た．

配硬僚査責任者としての璽屋不足

寸毛室用ルールを因侭■阻肥で定めて実鰹_企＝
｡

鱗逼顕官メー….･下里の口書■蚕るよう母乳た．
厘

1画面 。
アあｰ⑤噸鞘璽垣つL'て
閃各■、ご句争申撃竪か台

、垂予定図垂竺己琶さ埋乱､るか．

嗣竃竃予定日四億■■を極も四角.■あ律邑逼竃予定
回置唾L坐轡負唾昼年理隼蛾諏ているか．

可再決準室村中■寄唾Eのみ討彼）
閃匪埋写鎗尹拙孟垂蓉…､ろか位四浬■■巧徹の

再堅＆ぬ⑯甲含鋤付酌垂付…芹印》｡．
、■伸が箪付…いだ■命の付蛇〈金型毎Fロ“令の

拝印］

Z塵命達 ・
軍乱卸●毎回Q琿巳声■FF巫匂香讐弱．

3匹寺封全 ．
ア本成文己■■■刺扇

イ…0年1月1日か阜甸壷日回在衷で

4⑪告事項 ・
ア'固蓉項猩乱Qて伸せ＝
イ湧書母､巡回登方聾
ウ不董切事”蝉と坦合.その原国外唾上茜■方■

家2令和2年2月8日実胞の■内■恵･企年空白垂⑥竃垂働芭鴎
会憶おいて.航から”■白内容(団圃分斬.政紛紛新】⑭樫裏も紺
姉らと共匡今唾、塾而症坤四号垂改めてば1全二

痘3京1の輪果迩まえ.■内“に如死.令唾年5月中旬ころ
から7月上旬ころ録蝿計ﾛｰｱッブとLての事辱■書室伺う予
定．

ー

◆

亀

瀦冨闘溌将鰯6鰯；
1日付け事覇捻

る事務の取郷、
について｣⑳毘鮪盆の6を示して,収入印紐及び巳券に
つLOて付鹿導を要するEとを…L全＝
なお.刑事句1副虫付記専のために使用寸誼ム印が
率件係にしかなか勺たことから.刑事立会係にも函
ム印を■え付けることとした．

陸風曽噴宙〆一応睦り.下鹿の■を口正す心よう伽“た．
屋

1賃宝写型 ・
ア言酔弓嘩噛凸粒瞠弓いて
、各雲壺垣凹ヨ金洋…､．

． I、■電予定日惑司ニエされか毛か。

圓綴露認識認識淵職剰､g寧璽季塵
イ再醒舞付牢餓魯咽事函み剣怠）
例印麺の”鄙律行佐さ熱正も毛かは函厘敏旬ロ有包
押印.後
職1

打印）

輪②語倉は崎付酔異付印の拝車)｡．
■心が知…ていた錫食の付EI舎旦、巴旦型唾垂②

Z■亡命甦

厘郵里sg且外壁宮宣告金狸宴…．

S醒匂型

ア麺.支里Fレロ詞請
イ亭画1年1月1日か&ロ宣囿画室まで

4■告事宙

ア配転にユもての範墨
イ■舎奉亜四香士壷
ウ…お…つた岨命.その軍璽骨塑と瞳ニカ■

軍2令和乏趣月巳回麺の官内”･少年室嘩写璽ご写■辱璽埠
食におも,て.費庁からの舞台内心【毎四分輯.庫旬獅姉の■白さ画
介すると共尾今後③適正錘陣■巧き苞めて巴t全＝
･

癖3mの輔畏蝿まえ.笹内全庁画してﾛ令睦年5月中旬ころ
から7月上旬ころまでの風ﾌｫﾛｰｧ割プとLて画亭郷■客を行う予
定、



一

機密性2
(別紙第3）

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書

一

〔最雄三）

査寮庁 捜査駕庁， 慰件個別 査寮事項 指摘事項 査察の実施方法 原因分析 事務処理上の改善策 フォローアップ等

大阪高載 窯良地鰹
6

刑事． その他

件寵録の保管及び送付に関する率務の取祖いについ
てj配第1の4の図の工)】
事件記鰍出納簿につき,逗迎予定日及び返還日の配
璽測れ並びに記録返還時の愛領印の押印溺れがあっ
た．

令 一

了q■砂一一一可T■両手曙一一ピヴq■｡

◆ -

配蜂保晋貢任看としての愈唾不足

‐ ﾛ

悪め‘蚕正な記壁を行うよう注恵喚起した． ． 段丘昏理宙メールにより‘下肥の卓をロ垂す&よう棚銀した．
鹿

1餌査事項 ．

ア車件妃日出斡鈎について
、各電の炉曲垂肘があるか． ．

H1五理予定口までに逼画されているか．
嗣五遠予窟日以働l垂蓮全hている包含,■弩寧n口電遭予定

副里讐聾ﾖｰ全智型“瘤の記尅がきれているか．
イ何及時木交付申鶴寄【爾事色のみ対象》
{呵印麟役”付鍵飢聾壷匠されているか【倉頓の呪皿処理有田

押印･唆鞘の塊倫は始付■1呈受側画の押印〕．
(ｲl色邸が凪付割唾いた囚含⑳付麓I倉鱈の哩画.処窟aの

押印） 、

z餌遥方濫

庫剛.塵蜀部以外の曽理唾呈上冬更宣冬行う．

3，踊迂封律
ア本庁.文郊.厨司■判扇

イ平餓31年1月1日から屈受日哩庄まで

4鯉宙事項

ア岡安”について印轄旦
イ画交令及び鱈交方屋

ウネ竃切事例があった喝a､その毎国分輯と改高力飼

第2令和2年2月6日実施の甘内蜘事･少年我嘩唇肥宮寺事獅遭幡
会にねい逗各庁からの鞠白内容源四分桁.改瞥分軒)の概要讐鱒
介すると共に‘舎後の画正唾母君域を改めて便M二･

露3重1の第具も蕗震え.管内全庁に封して.冷和Z隼6月中旬ころ
から7月上旬ころ配の肘.ﾌｶﾛｰｧｯプとしての事鋳餌壷在行う予．
産．

・大 憲艮軍載 少年 その他

【迩逮遍反〈平成7年3月Z4日付け樺務局外詞調｢事
件琵偉の侭管及び送付に典する軍務の取扱いについ
て』紀鯨1の4の回のエ)】
事件記鯨出納願二つき.返遺予定日及び返型日の麗
鰹濁れ並びに貸出延長の処理がされていないものが
あった．

Fﾛﾛ■凹岸罪芦写而"~些里~￥r－D

＝

Ｐ
●

全0

かつた直後的な原因は,担些害記官の夫巻であるが，
その冑景には事件鹿蜂の遼正な哲理に向けた墾厘

官の窓徽が不十分であったこと力崎えられるため‘今
回の描摘を受けたことを函まえ,係魯記官に対して.事
件混録出納薄に返現印の押印がなければ.記慨の所
在が不明になるなど,遍正な事件記観の管理に園大な
支同が生じる可能性があることを十分に窓燈させるな
どした．

寺 ●

践延函官メールにより.下座のβを回嚢する上う緒爺した．

1画責事項
記 .

ア＊粋記働出緬について

何も白の星急追蜘蝿ろか．
H1五五予定日室で仁遼逮さhTいるが．
㈱晒遼予定日以寓に逼遺割1て
日に随陸した旨及び鴎畏ヰロ握越4IさM報鰕”に認這予塵
イ唾厨樺付車醗■(剤事部のみ対象》
嗣印載観の付輿が適更にされているか(金銀。鰹吐.弧唾骨勿
押印.後側の鵡念は飴付句に受肘印の押印)．

側隅弊が頭付さｵ極いた唱含の付E〔宜観の亜却.風“の
押印）

全図査方皆

亜副.槙口飼騨麺衿嫌逗による鈎嚢を行う．

3茂宜労独

ア“.又陣.間喝彼判所
・・イ早成31年1月1sか晶固聖日哩整室で

今喧台車頃
ｱ囚蚕奉項について②貧硬

イ畦T曇ぴ碗戎方生
ウネ殉切事例即あった渦背,そ町揮国鎌軒を誼宣巍

記2余祁塁年2月GB実施の笹内澗あ･少年次席毎呪宙癖務逮緒
金において･吾庁からの槌白内再《睡國分輔.改骨分斬jの回昼を締
hすると知＆｡今後の遍正な妃曇廿区旨裁めて国した．

粟3軍1⑩軸果も睡衣是冒内士方に対して.令和2年惨月中旬ころ
から7月上銃ころ在宅噸.フオ巳一アガュての事秘画屍を問う予
定．
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樋密性2
(別紙第3）

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書

！

|
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(最総三）

登塀庁 被壷察庁 事件穂別 ､_査察事項 指摘事項 査察の実施方法 原因分析 事務処理上の改善策 フォローァップ等

鯛歌山家裁

■
Ｕ
Ｐ
ｂ
６
Ｊ
■
９
４
丁
０
１
１
ヨ

’
i

l

少年 その他

件厘卸の保管及び送付に関する享竃の取扱いについ
て｣肥鰯1の4の画のエ)】

事件厘碑出翰簿につき.貸出延長の曇理がされていな
いものがあった．

ひ

CQ

とも侭逼週未了の混血こついて.主昼軍麺曰杢官と
相互に砿画ることユた･侭香配宮に対しては.期醒
管理の瓦異性を改めて周知し‘期限函の敏底を把
導した．

●

睡壁⑱、套凡により.下垂の回各国宣す邑上弓竃承した．

9園査車項

忠

ア事件巴陣出崎即二式､で ．
何冬璽の亘白■蛍俄あるか． ．
帥君■予定日表口己■通もれているか．
愉画澄子寛日回興1=■華ねてい“合｡■宥句竜竃電予定．
回r醗埋1企画、Z唾具等の里■叙ざ…喝か。
イ何邇本安付申慨毎(毎■のみ覚魚》
n噸掴む付田部聖宣童蜘て“か《a■の星且鬼珂君の
拝顧.艮輌期台は翰竹郵二郵印の”》． ．
mqpが軍付きいていた唱命①付配“の唾処庖臼の

樽印）

Z”方醤
■風伊島釦靴外の冒勉画二よる贋宣a行う。

3睡璽

ア本庁.支毎画旦■判履
イ平戒31年1月1日から睡日哩壷で

4唾登率垣

ア醒宰垣胞つL､”釦星
イ自査e段ぴ■容究垂
ウ平■函例が…培含.麺印国分飼揖埜方■

蔵z令和室年且月日日実施⑭管貞胸軍･少鱈宙客趣宮麺宰室竿
金にBもて.e庁からの輯恂内容(庫因分解.政■分針】の棟璽を側
姉6と銘に.今後の遍正と軽蝕僚…ぬで侭L唯、 ．

蕪。誼1③“も独哀込口内金醜邑対唾b令制2卓5月中旬ころ
から7月上“ろ”の皿ﾌｵﾛｰｱﾗブとして①本務徹…琴
定．

夫贋廊齢
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■
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１
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■
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Ⅱ
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１
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少年
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１
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０

ｑ

Ｉ

ｑ
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１

Ｉ

ｌ

「

ｄ

ｌ

Ｉ

■

■

、

２

１

０

その他

’
i
｜
I

’
’

’

件配偶の優管及び送付に腿する~の取扱いについ、
第1の4の画のエ)】
録出翰簿について.引鍍鱒期未到米のものが

引き鮭がれて保存されていた．

舜存に(寸丁時期について閥知すると共に.引姫客にも

鹿砿させ.唾省にも華に引維ができ心ようにした．

一

酸E西宮供一“こより.下腿の色を嵐宝す錘3庫、…
田 ．

1画” ． ．
ア事博愛卸鞄瞳胃庭っ49℃
嗣各空、型ご白垣響皇ろか. .

即■■予定日…四倉虹てL喝か‘
伽■垂予定日n両侭■画き堀て1，6■食■司占に遷垂予定・
日に砿同した■及醒且毎画已唾がされ、,6か．
イ伺侠紛檸付申麟客(剤●卿のみ角な》
価、雄■の村田が画麗I垂ｵ、喝か(企固の記哩弟理目印
押恥■輪の襲含は輪付■腫郵卸邑押印)．
棚■■鰍里付され、､亀弔合の付昆【狸缶切毎q望響全

拝趨】

琶貫登方路
康財,笛自邸以外のせ■、三よる園査を行う．

3醒貢な
ア
イ
和.真己伺■■営婁 。
早鐘1年1月1回罐■宮口唾＝

G畢冑事項

ア便宜事和冨式､ての柵■
イ哩登き、ぴ壁方蝿 ● ●

今芋■切事飼蝿った切曲麺口重分梢と唾口方置

、

露2令痙隼還月6日実麺廿円周F･少…毎厘官舜璽田
金に野いて.各斤嵯の■■内心凹図分缶.敏■分贋》の■要を紺
介すると蜘二.今…浬唾鋒営回鐘めて回q-鈴二

第3軍1の“鐙倉え.■内全庁I説L定.令和9年5月中旬ころ
から7月上旬ころ車での風フオローア”“ての事局■復憲什う予・
窟．



機密性2
(別紙第4）

【入力上の留意点】

類似の指摘事項をまとめて分析する塙合など,複数の欄をまとめて配職する必要がある場合であっても,セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な配瞳方法は別添の入力例を参照してください。

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書(フオローアップ用）

I l 1lf ｜ ｜ l …－－－－－－J|－ －－

(最韓三）

査察庁 被査察庁 事件楓別 査察事項
フオローアップに
取り組んだ事項 取り組んだ改善策露やﾌｵﾛｰｱｯブの内容霞

f

鈴
9F

改善状況等 そ雲 齢今後のフオローアツプ等
〆(引き続き改善が必要な場合）

士唾幸哩 岸和田賓釦 家事 その他

一= マ マー 可一 一一子F■▽一 ー■＝マーロー

を送付Lたところ.あて所に耳ね当りがないことを
理“三通垂されたが.あて名とあて所が恋され
た客面にﾏｽｷﾝグをすゐことなぐ.封筒とともに
昆卸の竃紐飼分に田られていたb罪問示粘菌悔
紐が重出すれば■大極果を及ぼす総それがあ
るため.亘点的'二ﾌｫﾛｰァｯブに取り組ん麓．

＝一軍再＝ーデー■■ー■ーーー~U■■■づ■一一堅－

ていたが.薮判所がいったA全塾L･運送割硬き
たものであったことから,担幽つ廻管唾璽雰希
忽傭組が理れているという宜堕が粘鷺になってし
夜った.非閣示赫国債報等の管国の宣更性を改
めて周顕る際,岡傭輯が配幽二現れる愈根に
は様々な例があることを説明し,幽事省以外から
担出される谷田についても速やかに風検し,マス
キングが必要なものは即時に処理をして芽剛示岳
掴斡に酢つずるよう扮汀しと．

理睡■や停己哩宝歩函蛸を行い.ﾏｽｷﾝゲの亙
更性を壁め＃田無棺輯等の管副己ついて怠魔づ
けを行った.甘眉毎厘宮も底■厨長に対して具体
的な過鐸例を紹介して支郵内での拘己周知を
掴示した．

戒た.鉢開示粘盟傭職等やﾏｲﾅﾝパｰの取扱
いに田する事遍逼絶等を壁理して送付L理解の
浸透を因るよう管理厘貝に指示をした．

尊の管理の■要性.非閣示粘菌傭租専及びﾏｲナンバーが麗録に項れ
る困械やこれらを即時にﾏｽｷﾝグ知理す愚必異性に対する画解は浸
透しており.上鯖挺鳳の玉函時や令和元年度の垂富においてマスキン
グ処理酋函れてL,る妃奴は箆められず.改吾竣塑埜堂勢毎壊されてい
た．
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機密性2
(別紙鰯3）

【入力上の留窓点】

類似の指摘事項をまとめて分析する塙合など,複数の棚をまとめて記載する必要がある堀合であっても,セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な罷敬方法は別添の入力例を参照してください。

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書

へ

マ

〔最韓＝）

登察庁 被査察庁 事件狸別 壷察事項 指摘事項 査察の実施方法 原因分析 、 ､事務処理上の改善策 フォローァップ等

京都迫薮
伏見簡鹸
木津油戯
哩画壇量

民率 その他

鮪鳳値付騒過扉の唾が藻切になされていなかった． ’
１
７
■
■
Ｕ
Ｆ
ｒ
‐
ｆ
ｂ
■
１
。
０
．
ｌ
ｂ
９
９
今
も
ｒ
７
‐
ｌ
０
ｂ
Ｏ
Ｉ
Ｄ
＆
■

修を通じて資料導を送付するなど理解を塵めるための
敢組を行っているとごろ.十分に活用されていないこと
に麺潅‘
行ったが．

事蘭を担当する■負は．
値薄範累酋付軽遇簿へ

幅鱒の■付けは
の唾瞳についての

国解が不足していた．

－ー守守画＝■勺■ーー可一｡~でﾏ■Dーご～■ター勿旬へ可℃＝■吟一ロタ

に.碇同点等については.本庁に質岡するなどLて融
貝の理解を麗墾上弓錘■Lたこ
本庁i弓おいては,本庁及び管内の鯖画する■貝を対
蜘邑.機■圃展に風する姻灘を付与し理解を厩めさせ
るため.犠簿翻栗研修参釦に当たって『事件閣昼哩卸
臆嗣の保存及び庚棄の手引き』.噸嘩睡画目付一箕
覆｣の改叩言つい起立児を求め.頓…三画鹿■画
の改前に参画Lてもらうことで知擁がより定遍するよう
にした．

像存及び廃棄の竿引き』,『幅拘翻扇■付一貫浅』につ
いては.今後も常に必婁に座じて改町塵行うことと@=て
おり,改訂した実露懐I翅づく蟻簿随扇研修も定期
的に実魔するFとをqている．

京都地畝
斡韓賓郵

宮津支郁
刑事 その他

作成の時期が.畝判官の略式命令原本への押印を受
ける前になっていた.舷判官決裁師二鵬本を送付した
り,載判面の陰鍾固れが生じる可能性がある．

…l=たこ
一子 一 ＝ で一 一一 画 一＝ ー一一口‐ ーーーウ ーー ー ー一一ー‐甲一= ■ ■甲■

及び厩本用の皿確一括して印剛してf寵し､■腿官
の庖検笹に■判官の侠伍を得る車蘭ﾌﾛｰとなってい
ると二ろ､鮫判官映栽後に宮記官が轟本餌匹をするの
ではなく,轍判官壊戴前の点検的に田本脚証して局本

を作産することによる亭密の効鑑優先させた帖果
である..

の原創をロ貝に再偲臓させ.裁判官の庚歓後に,香毘
”R■判冒の押印等を確縄した上で届ボ哩匝を行う
事碕ﾌﾛｰに変更した．

■●

項等の改唇報告を求めているが.別途.路巽率件錨画
の事務ﾌﾛ司二ついて避館によるヒアリングを実歯し
た．
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機密性2
(別紙第4）

【入力上の留意点】

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて配城する必要がある塙合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な記顧方法は別添の入力例を参照してください。

平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告書(フォローアップ用）

’
己
ｐ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｏ
１
ｂ
ｐ
Ｌ
４
ｇ
巳
■
■
■
８
０
ｐ
ｎ
Ｕ
ｌ
Ⅱ

’ ｜ ’
I ’

’
｡

’ ’ｌ
Ｉ

ｰ

(品鹿三）

査察庁

一一一一←

京都地戴

被査察庁

｡ー－一一一一

君津支旬

事件轍別

刑事

査察事項

その他

フォローアップに
取り組んだ事項

い状趨で目かれていた．

取り組んだ改善策蕊

為等の防止について醗頃LLL壷眼パ用の蒋一
謂二ついては.必要な時に握入し.使用時以外は

勾困頁間室内に江いたままにしないように相導
し.直ちに鱗実させた． ．

● フオローアツプの内容認

身柄凹轟麺砿睡を行うことにし､加客行輿及砿
達走防止の対箪が鍾纏されているか■皿してい
る．

● 改善状況等 ｛蕊

不要な物品…れていなかった

膳
今後のフォローアップ等
引き続き改善が必要な場合）

Pーーーq■ロー守一一一マーマI■■■…ーーーー■－＝

いて.身梢御辱寅の貞雄行い.、百行為及
ぴ途走防止が瞳係されているか率する．

~

:’
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機密性2
(別紙第3）

●

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告害

ー

〆

(騒絶三）

K人力上の留意点】 、

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて記戦する必要がある墹合であっても.セルを結合せずに.･同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な記駁方法は別添の入力例を参照してください。

壷察庁

■

被査察庁 車件租別 壷察事項 指摘事項 査察の実施方法 原因分析 事務処理上の改善策 フォローァップ等

京都摩鼠 圃郎支部 庶事 その他

で■－－‐＝ローマロ■一一▼一一・一℃Fp g l■■■一■弓■－‐－

て.大曲民国錘屈宛てに臣事国儀腱盤するウィーン
愛約率7葉(b)に基づく遍轄■を郵送する塵に.国庫
負担にて遍知すべきところ.中立人が予輪した憾便切
手を使用Lて通報害を郵送した.‘

一一

手管理簿に阻蝕されていたことから.本件が釦覚Lた･
‐一ー■pq

報の貝用に
ーー万一一クマ 一一ワク？一一一、~ー画Bｰ＝

ついて.家庭局において函車負担として昼
理されていること及び当庁においても通報に要する屍
用は国車負担であると亜竃郵てL喝にもかかわら
ず.これを十分磁麗し“､琴.予翰n便切手を使用L
た｡慣れない率囲処理を行う庫の手頃の牢と.予納
費用を用い諏合と国庫負担(ないしは瓢室処理のた

めの国庫立倍)とする場合の堪合分けを理解していな
いことによる．

等只用の負担についての－箕嚢を■貝全貝に田布
し昌争ﾝグにおL,了も垂貝宴璽し.わからない増
合は届■健初風したり.管内サポートを利用するなどし
て.蝕画で処理しないようにということを全体に向吋て
銭<注庫咽起した.なお.率件処皿とLては,やり広し
■用における率歴処理スキームに沿って釦画し‘対応
燐みである． ‘

り誼応させるほか.改■銅の定差状現については.支
御支掻の撮や次回の官厘官事圃盃察の樋令壷じて
準する予定である．



一

1

樋密性2
(別紙第4）

【入力上の留意点】

顛似の指摘事項をまとめて分析する塙合など,複数の梱をまとめて記載する必要がある塙合であっても‘セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な配威方法は別添の入力例を参照してください。

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告番(フォローアップ用）

(最鯉三）

査察庁 被査察庁 事件梱別 査察事項 フオローアップに
取り組んだ事項 取り組んだ改善策 蝋

』
や

フオローアップの内容
一

滞

一

l セー武合&些麺誘全垂垂か歯民百百戸云丁面子 蚕TF＝1「

晶畢 改善状況等
も ,

＝帝謬＝琴転宅蔀『蒋工＝蚕＝……

閏
今後のフォローアップ等
引き瞬き改善が必要な堪合）

由圭一－0÷…重唾土色■全晶

京都家鼠 京極寒裁
宮津支甑

家事
予納郵便切手の取

扱いに閲する事項

室壺司逗＝ｰｰ江師年しゾツアジ喀璽一つや匡一

隻酷土岩■寿減じる必豆が量るところ
ロを閉じてクリップで固定されていなL

.函袋の
､ものがあっ

たり,追納された郵便切手について.廊鼻管理袋
の唾が『畳個』となづており.『予納』『受領』と
なっていないものがあった． ．． ・
予飴郵便切手の取扱いに関する規範の内魯や
凪旨の理偏が十分であるとI型､えず.予鋪郵僅切
手の密訴茸笹理創行神ているとはいえなかった
ためフオロ寺ﾂブに取り蛆ん鎧

Pーp－－で缶己マウーーマ■ーー” H■■ー一一一戸”■

寓戴発出の郵塀クイズの内容1こ対する理解を深
め.実践たつなげるため.ﾛｯｶｰ前ﾐｰﾃｨ聾グ
や全体ﾐｰﾃｨﾝグ等の機会を通じて何度も磁麗
L･適正な予納郵侵切手の取扱いが械丑察庁全
嫁伍底される鐙取り組んだ．

中 ①

0 ｡

貝による支部支援の櫨会などを通じて桧畳■庁嘩
貝に対Lて組■童庫の顛感や逼正事圃に図する

助宮専を行った。寵た.害記官事務等蚕窮Q樋会
に.妙杢画庁■員の予軸郵便切手の取扱いに曲
する想範の画解や定厘の変化.迩亟な事務取扱
いについて近見交捜を行い.遡正事葛が櫨査室
庁全伽ご浸透L定跡Lているか砿鹿を行った．

ーー■■一己痴竜『一…~一一ｰ召＝ｰー~ごC l一軍、、一再壬呉“~5 F‐ヰエ

切手の取扱いに関する祖拠通逮等の内容について正碕に理焼し.規範
に剛り逼型=享塞を垂行していた．

白歯観母される実愉等もふ室え.適正な予勧
邸僅切手の取扱いが定藩するよう‘今後も支

部支援強化の取組の中で.紐り運L■全書陵
けて冠見交換を紐緩して行っていくこととし
た．

京都家璽
京都津裁
因部率

勺

家事
予触睡仰切手の取
扱いに関する本項

エロPI－室、筐qし幅やJ丁淳匁函工田U－洞7つ挿届

■面を支鶴から本庁に鑑する鰹に.当事巻が予
紬した郵邸を使用Lて送付した．
予納郵便切乎の取扱い及び家事事件における
R用負担君についての理解が十分であるとはい
えなかったためフォローｱｯブに取り組んだ．

ら愉紐提供を受けた畳嗣白銅嚢一亘痘むどを参
考にして,榎腿や文献等を些哩Lながら事着を途
めることを冒慣づけるようにし,全体ﾐｰﾃｨﾝグな
どの檀会'二も再庫唾Lたりl之がら,畳用負担
者に図する通解を霊めるようにした． ． ‐

侭用負担君に因して憧高頑から禰偏擾供を受け

た資料(『受用負祖一画皇｣)害送付し､因む貝担と
当事君負担の別について根拠を麺Lながら手
紐き速めるよう掴尋した.また.予軸型便切手の逼
正な取撤いについて.本庁■貝による寅錦古坦の
優錘どを逼じて支薗駆即二対する幼冨等を行っ
た.客屋官亭忘写丑察の機会には.支御廊貝の
予鋪郵便切甲の取扱いに関する規範の理解蛎
唾の変化などについて底見交換を行った．

を当輔の予軸邸便切手を使用Lて通知したケースカ現受けられた.‐
個室則毎に倒するウイ→最釣に基づく観専榎関遇句の頁用について
は.疲底局において国■負担とLて益理されており・当斤におL,ても周
禄に葺理されていたが.こｵLらを十分に砥画しないまま事属を逮めたこ
とが原因であると尋えられる．

麓の正砿な迫解の定酋について.支御支扱
での主任■記官の温通時や次回査廉時など
の捜会を玉して定見交換を行うEと唖全菫
今後も管内支甸には家超実務未紐麟の■
貝が相当戴配丘される実傭導をふ窪量=酋呑
な予舶翻便切手の取扱いがなされるよう.支
卸支援の取組の中で.ぬり題L恒今を鮫けて
愈見交換を鞄鰻して行っていく予定である.．

京侮家値
京都家窟
担知111賓舗

家事 その他

I
●
１
Ⅱ
’
？
■
ｊ

Ｌ

日
１

’

マイナン"《一が配垣郵た吾西の取扱いについ

て.丑商鼠事麺絡靭こ麺反して.登韓から提
出されたマイナンバーカ函され趨阜蝕収軍に
マスキング処理をするなどの裕■を願じることな
<反対過事宥にその害面写Lを交付Lたことか
ら.適切なﾏｲﾅﾝバｰの取扱いの倣摩に向けて
フオローアップに取り組んだ． ．

ストを利用して苞蝿するB勢を斬たに桧鐙し､マイ
ナンバーが鹿戟されている可簡性が寓L密画に
ついては将段の錘を払って事涜を行うこととし
た．

ーーーーーﾏ で＝ー■ ■ ■‐ー= ■ ー一一ー＝ ■■＝ーー

する事務う回釜早怠に錆定し.蛍書画庁厘■舎
負で寺イナンパー取扱いに関する臼定率項警再度
率するよう助甘した。

』 も

定め.文句、員全貝が事狂ﾌﾟﾛ竜透守して事覇を行っていた．
ア■貝は.提出害顛の受付的(“提出を含む〕･提出香画にマイナ
ングーカ…されていないかについて筋たに作威したﾁｪｯｸﾘｽﾄを利
用Lて率する｡特に､諏良室哩猿や住民票等,マイナンパーが唖敏さ
れている可飽性が寓い害面について＋分注竃を払う．
舐事件当事者から宮面が画停期日等で対函提出された邸に.提出者
に封し,マイナンパー及唖匿輪璽愉報が妃、されていないことを磁極
することを画停婁貝も含め■底する． ．
ウ蔵砺判用者〔戻停相手方を含む)に剣L･塗があるごとに交付
用の唾填起毎固を交付するなどして錘喚起を行う．
エ従前.唇厘官室に掲示していた掲示用達竃申妃宣竃を画停室内に
も掲示Lで塗己坦紀を囮る． .

｡－■■rローー■ー■一一一＝Uエーー▼"一

員が招畠敏田αされる実…あることか
ら.具画期後の導入副修澪→イング等で
逼正な取扱いに■する…共有する璽金魯
股けているか.支御支擾での杢拝牢鹿官の
淑逮時や次掴書聖時などの樫会を重して症
具交換を栂うこととした．



機密性2
<別紙第3）

【入力上の留意点】

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて妃蛾する必要がある堪合であっても,セルを結合せずに､同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な肥餓方法は別添の入力例を参照してください。

、令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書

(愚妃三）

査察庁 被蚕察庁 事件程別 査察串頃 指摘事項 査察の実施方法 原因分析 事務処理上の改善策 フォローァップ等

神戸家戟
神戸家裁
価野文飾

京写 その他

き､前任君からの団昼責任肴交代時の引掴匝鱈方《な
い．【11狸.5.25鰹三露…78号鰍霧局長遥速【特殊用
紙通運>穂2の牢〆）

ーー可〃TPT▼再びEひ…ワク訂ﾛｰﾛｰﾛりずもげつで0＝唾畢り●｡ー

任後唾し、間違いがないことを輪哩1-ていた.しか
し.特殊用紙圃受扉の中に,通運やその記餓例等も田
られていたが.後任者Iま授受簿の唾をしむければい
けないことを樫厘していたが.固畝を失念していた.
なお､前任考力嘔飲すべき処理もされていなかった．
庁として.櫨故の支卸において‘正載されていない事
実があり.その引砥恩勢の檎霞及び鮒仔廊聴洩長に
対するレクチャーが不足していた．

哩秘醸畏の異圃時には.引砲害等において.事羅処

理の引錘をLつかりとするように揃專するとともに.底
蘭陳長に対し,将来の前任君の立謂として.処理すぺ
き内容を堕哩させた．

に周知し.支鄙における遍正な率覇鍋理及び軍務内容
の引轍を行わせるようにし､確康研煕艮に対しては，
その育景事傭等憲倉んめてレクチャーする予定でぁ
る．

神戸軍租
神戸家屋

社支筋
奴事 その他

ー－8"年･a■、4ヶ幸PUp-dへ～~守一一- 一Q ロー一口 ▼~一・‐一

宮.前任署からの閥璽賢任肴交代鱒の引鍾睡鍾がな
L,．(H””畠哩三型…78号“周長通運(特殊用

錘塑璽)毎2の劃2〆）

ー一画■ロ凸■PFC~■ターーロータタ『－■ー■■＝＝｡~”● p~ｰ＝マク

堕鯉も行っていたりしかL･団整白任者交代時に耕殊‘
用慨授受津に紀載して.後任者に引き経ぐことについ
て.遥達の理解が不足していた．
なお.前任巷が唾すべき処理もされていなかった．
庁として.複飲の支郁において.配魁されていない率
実があり‘その引蛾鰹勢の檎藁及び新任麿跡録長に
対するレクチャーが不足していた．

詞殊用紀唖丑薄にも．通露等が極ってなかったことか

ら.透達や配戴例を溜り込み,取扱いをすぐに酸腿で
きるようにした． 。

に旧知し.支部鱈おける適正な事覇処理及び事務内専
の弓哩を行わせるようにL、駈任摩秘限長に対しては
その宵景事傭導を含んめてレクチャーする予定であ
る．

神戸家畷
神戸衣城
洲本支邸

軍事 その他

閃停享件において.半年以上前に受け付けた魯類に

つき.妃輝用ビニールファイルのポ殉卜内入れたまま
Iこなっていた． ．

なお.当蝕昼顛はいずれも秘鼠の申出がなされてい
陸．〔Ⅱ24.1211轍三蔵0”339号璽移埋具掻轡〔家率
竃件麗蜂哩虚塞垂)第2の3(2胆び当庁の申合せ(非
開示愉鞄の取扱いについて)） ．

ーｰマダーーーンー＝画9コ召マクーダ グータ

腿や撤回について枝討させるように招宗を受けていた
ところ,当奉者からあらためて亦閣示鈴画を蛍向する

毎両が出されるか.非開示部分をマスキングした魯聞
が提出されるか.いずれかでの財応が当事君からなさ

れる予定であったことから.あらためての害函が出た段
罵で.まとめて困り込む予定にしてしまったため.本来
の箇所に鑓らずに.一旦璽紐用ビニールのポ殉卜に

入れてしまい‘匝侭の所定位匝に阻り込むのを失念L
た ● ｡

支部内で.記像に麺理すべきものが提出されたとき

は.すみやかに肖壷幽宇国璽することを周知･敬摩
した.また.非開示網穏の取撞いについて.撤回荷ら
における害餓の逼重処班について柑駆した． ．

睡郵”ﾛ巴止辱宮＝U－－JLDL草、．L縄麺した。

個人喜号(マイナンパーlの取扱い(当庁申合せ》及び
非閣承傭報の取扱いを改前L･周知Lた‐
興勧期において,各享件ごとに事趨飢田の在り方や特
に注意を裏する専務処理専について.粂支伽に対し
て.研悠(知鐘付与)を行うことを投射している．

神戸家盆
神戸寂賦

埴野支師
家巫 その他

瞑野事件において,住所を芥開示希劃しているにも関

わらず・魯任状に閏住蕨が魁画され.マスキングもされ
ていない．(当庁の申合せ〈葬朋示傭報の取扱いにつ

いて)）

勿入研修時に.非開示愉鞠の取組いについて姫倒し，

現担当署は群開示希画愉粗にマスキングをする錘
があることについて鹿魔していたが.呪擁の錆査が不
＋分であった．

一 一 F一＝ ■ーーワーー ー■一一ケ－”■ーgP●守■ー■ｰーウーーーrー

ついての申合せの周知をLその互要性について鰻開
し.理鯉を侭した． ．

国人番号【寺イナンJ(－】の取扱い【登庁申合せ)及び

非閲采愉組の取扱いを改訂し､周知した．
興助期において.各事件ごとに事覇処田の在り方や特
に庄冠を要する軍務知唾等について.全支郊に対L
て.研修(知麺付与)を行うことを検肘している．

神戸奴且
押戸家猷

社支的
家事 その他

その旨を明示するという.･当庁の申合せ(券開示摘唾
の取扱いについて)による妃雌上の注忽殺起の処理が
されていない亭件があった．

いのそれぞれの申合せについて.一厩で理解しにくい
毎分があり.郵入研修において．申合せの脱明をLた・

が,醗癖丘の点もある.また.聴員の申合せの砠鯛
不足もある．

方法の磁嘩を囲った．
申合せb電灯させたら.速やかにその内写の砿麗を行
い,周知砥応する◇

また,異動朔においてI土その内容を含めて鋭明し．
哩解させるように掬導する．

ー守寺I■■ Pマ マ ■ケーー ターーマーマ もー"ヴ ローーヴーー

奔開示愉紐の取扱いを分かりにくい郁分を改打し.周
知した．

具助痢において.各享件ごとに駆轟処理の在り方や籾
8こ注竃を要する事窟処理専について．全支部に対し
て.研修(矧腫付与)を行うことを検肘している。

神戸家裁 尼崎支部 少年 その他

国璽付函人の遮任要件を渦たさないのに,これを害

露官が君遇して因週付溺人遭任客を作成し’戴判官も
上浬璽件を諭ださないことを軒過して.国翌付遥人の
避任決定を行った．

壷癖の串質段則に総いて,本庁腿日が.韓査宜庁か
ら送付された事件に関する恩曾(改正少年鑓導に侭る
節翻度の実樋検理組合噂】を報交して8,たところ,その
粗管内鞠こ疑問を持ち‘被盃察庁に報告内客を”し
たことから.被登璽庁において当肢穏告内容を再度砿
極した．

画配官が.個浪楢五を行うときに隆的回盃害行った
が,その観,因週付砥人の遡任要件の砿浬が十分で
なく,要件書漬たさないことを見過ごしたまま,厩遷付
鰯人を避任することを麓判宮と打合せ.以後,害鹿官
において週任呑を作威し,戯判官へ俊敏を上げ､叙判
官も,選任璽件を潤たLていないことを見遇ごした錘
刃任快定を行ったことが原因である．

本件過膜の原因として.昏配官の週任要件の匡浬不
足.各顧阻におけ尋幸的囮賓頂の麗賦不足が挙げら
れることから.逮的璽丑率蘭の在り方について.裁判
盲.岡変官を交えたミーティングにおいて.珪的国査を
行う目的のほか.性的揖査粟について,関係圃租間で
その肥舷憤報を共有L‘その鯉触内容を，その後の退
行海事研につなげることを菌圏した｡また.載判宮も
淺的餌壷累の内客を必ず穂狸することとL､それを明

徳にするため.竣的風査累に戯判官の狸印楓を扱ける
ことにした.mえて.蚤的洩丑風の固粂の項目につい

て.遥定刑を囮入する餌を段けることで. ･粂文を参照す
る三とを冒慣づけるようにし､国週付遥人避任要件との
対顧もできるようにLた.さらに.践釣飼壷扇の享項に
ついて.何らかの優砥がある項目はマーカーで色付け

するなどa立つように混載して注定頃起をし.事件肥
働に付棲を貼付Lて鼓当鰹分を呪示するとともに,そ
の内容専を口圃で次の担働君に伝えることとして‘名
廊種相互に,その…を轍塊した．

て.幹巴唾員が主任官配宮と室曳交換すると共に.本
麦察働に政昏妓の実敏検現について画箆を行った．
また.少年首廟毎厘宮亭窟迅特(智内支部旧知文

客)を男出し.少年率件を担当Lている各支部.本庁少
年腿廷事務里及び少年魯記百重の砿胤に対して.本
件事例を紹介し､改めて四週付汲人退任要件につき注
竃喚起し,選任要件等のﾁｪｯｸ、勢を強化するなど
適正事圃の砥保の屈息から‘再度麗知徹底した．



機密性2
(別経第4）

【入力上の留意点】

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて配載する必要がある場合であっても,セルを結合せずに，同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な紀敬方法は別添の入力例を参照してください。

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書(フォローアップ用）

(殿細三）

査察庁 被査察庁 事件種別 壷察事項
フオローアップに
取り組んだ事項 取り組んだ改善策一画●ﾌｵﾛｰｱｯプの内容愛 為 改善状況等 一種 財

今後のフオローアップ等
引き統き改善が必要な場合）

神戸家風．
神戸家歎
■野支部

家事 その他

軍＝件では.野間示宙報の取郵､を病事件

が多く.万が一,その倫紐凸喧酌'た埋合には．
身伽三影口が及びうる事鐘にもなりかねず.家種
として.題画ご取り扱う必要があるため.次の車項
に取り望んだ．
披見事件において.非開示粉望の申出があった
事件におL,て。その後に提出された定期鞭告客の
当瞳葬開最輪、棺輯につき.マスキングの処理が
なされない＝配紐に纏っているものがあった．

についての申合せの賎み合わせを行うなどして．
その理解の徹睦回るとともに.ロッカー的ミー
ティングの剛急奔聞示栽■がある理鐸書竺坐L
て.評朋示輪麺備韓の取扱いについて.申合せど
おりの処理がされているかどうか菌狸する．

五五顕庁に円し. 1月31日証に五国役の改管の

定華状況を岨告させた.錘.その後＄宝哩的に
亜塞歸ごととさせた．

導入研修の斎材(本庁で行う導入研修)を提供し，
具勘期における導入研修の充実を囲った．

▲ 6

ー 一 ー寺 一 一一 一Fーー ーーママ － ＝一一万▼ーウウ ゥ■？■ｰ

の取扱卿こついて理解倉呼足Lていた･
また.前任者が担当していた事件において‘マスキングされていない配
録があり.昨年度の掴導不足が判現した．

で.傭組畏供LO導入華時に克之L全塑修
書病．

非欄示粕塑憤粗の取塑い及び個人署号の取
扱いの各申合せの改ITを抗、各支部に周
知Lた．
具助郷ごおいて.各事件ごとに事務処国の在
り方や特に注江を要する事務処理等につい
て.全支部に対Lて.窃修(知浸付与)を行う
ことを検肘している．

神戸家殿
神戸家敏
社交卸

.家事 その他

一マーマ■岳一■ー■ F▼ｰロロロマq穴…＝マーーワー｡gタマ■■

が多く,万が-.その情報が魔出した姻合には．
身体に影唇が及びうる事巴にもなりかねず.･家戴
として.遥正に取り扱う必要があるため.次の事項
に取り組んだ．
邸開嶽誼愉輯の取扱いルールが鱒塵きれてい
ない事案があった〔豆昼卜の注重唱錘錘理.マス
キン…理.ミンタスの処理等）

壗遡翻懸篭醸湾謝鶚雪･
ﾃｨﾝグの画に.葬閥示輪画がある配腫を柚出し
て.弊聞承肴劃傭報の取扱いについて.中倉せど
おりの絡理がされているかどうか…る．

五五悪斤に岡し､ 0月31日顎で1二菅冨後の遼唇の

定苛検温を職曾させた.震た,その後も定期湖二
逮琵を行うこととさせた． 、 ．‘
導入碩修の崇材(本庁で行う再入研修)を畳供L・
具画期における■入研修の充璽を囲った．

の取扱いiこついて理解部不足してL唾． 廼.棺報優供し,導入研修時に充実Lた研修
を行う◆

弄関示盆里愉輯の取扱い及び団人番号の取
撞いの各申合せの改町を行い.各支卸に周
知した．

具動期Iも出いて.各事件ご国邑事蘭麹理の在
り方や特に注底を要する事務処迅等につい
て.全文毎に封して.研修(知識付与)を行う
ことを検制している．

神戸竃載

旬

神戸家裁姫路支部 少年 その他

少年審判廷の画凸について.身柄率件の函

の犀.錘別所租貝が座る輯子が小椅子であること
から.危害防止の観点から.小絢子毒蛾窪するよ
うに梅示した．

えて持ち上げることが⑤品でない長野を因Bす
ることとLた．

量醸五画から.金計課に■品二コ塵卑げ6乎歳

30年度即ご昼椅霊整樋することになった．
？ ■ー~マーロロローーー ､ー■ ■ー一面■■■■ｰ？＝ー｡ーー､面石一一ヶ－－

の厩に相椀した小絢子は長絢子に変更されていた．
有にな喝
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機密性2
(別紙第3）

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書

(最律三》

L

L人刀エの閏慈戚』

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて配鯉する必要がある塙合であっても．
その他の具体的な肥載方法は別添の入力例を参照してください。

・ 可

セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください． ● むづ

査察庁 被査察庁
ー、ユーー

一汁握璃 登騨項 指摘事項 査察の実施方法 原因分析 事務処理上の改善策 フォローァップ等

奈良埴賦 套自画璽 民事
事件の遂行管理
に必要な傭報の共
有に関する事唖

|識謹鍵騨
I

●

ｈ

ｌ

６

Ⅱ

ｇ

■

５

Ｆ

Ｉ

ｈ

・

ｐ

Ｕ

ｉ

ｒ

I

I
｜

ﾄ

’

阻当君の記値鰹けで囮蜂化しておらず,再度唾をす
るなどLていなかった．

事項について睦醒聴取毎を作成するなどして,明
陸に配録化するよう.摩迄支払を■予した費用の取
立専は事件垂後は速やかに行うようにあらためて閃
知･唾嘩．
さらに.支払が…されている本件につき.歓判君も含
めて愉組鋪できるよう.陣内亀→イング(月1回関
侭)で支払力嘱予されている事件の一買壷を鹿布する
圧とをL士二

なお｡宿構を受けた事件については.拉告に封し取立
快京存識する予定である．

轡.叙判官も含めて傭租共有できるよう,都内ﾐ寺ィ
ﾝグ《月1回閣僚》で支払が穣予されている事件の一寛
嚢を配布し､定期的に事務処理返滞が尭生Lていない
かを麺するよう拓曝Lた． ・
上配一寛衰は陛廷”官に送付L･定翻的に冠ﾂク
する蛾毎にLた･

奈良艶亜 琵艮顧璽 民軍

a判体の判断を蚕
する事趨魁理の遥

正薗保に閣蝿事
項

薩寵舟噛同冒に塵嚥罰碇[,羅てつ憂.' ･~..~~ー
ーｰーー再一ロー” ”ー戸弓一■｡g画一▽、で歯〃、向一宅▼口一

ないことが判明した．
■デー｡■ー‐もrー＝1－一画■■幻ｰｪ画一坐一一酉一一一9－

が.担当者の毘憶鱈けで配緑化しておらず.再度
砿湧をするなどしていなかった．

酢一一万DB

唾取車項I
一画アコエー宇守＆ローダ轌1も聖へ幻画ロリク

ニついては.迂鰭聴取客を作成サるなど
して,明剛こ記録化するよう.また支払を猶予し
た黄用の取立等は事件砿定後は速やかに行うよ
うにあらためて周知･砿興した． ．
さら1二支払が廼予されている事件につき.裁詞
官も含めて情報共有できるよう,都内ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
(月1回開催)で支払が猶予されている事件の一

麗潔識瀞虚つい壷,r"ご対し
取立決定を送逮する予定である．

左配に配覇のとおり.支払が猶予されている事件

につき,叙判官も含めて愉鞭共有できるよう,部
内ミーティング(月1回閲侭)で支払が猶予されて
いる事件の一覧狂を配布し,定期的に事圃麺
遅濁が発生していないかを随露するよう柑導し
た．

上記一夏要は詮廷笹理官に送付し,定期的に
チェックする睦勢にした．

憲良地璽 垂自画画 民事． その他

判扱正本囚作画期について0判決宮璽し期日前に

判決正本が完成した横、で保笹されており.都内詞の
事密ﾌﾛｰが運守されていなかづた．

鄙内羅一ルールはあるものの.ルールに従わない倒
外処理を行って僻だ． ように徹嘩るよう掘專した． ． を利用し､事麓処理について.フロゴニ基づいたものに

なっても喝かを萱箆するように扣卑した．

奈良地叡 葛城支齢 嗣事 その他

濃建に双肛さ恥ロ､る卸砥邑の内画メモリ内に.いくつ

かの低音デ→力窪存された雷率っていたごg謁蓮
及び事務■鰭遠反《噸麟等閲無人のa別.供遮晦の
肥鰍媒体への保存等に閖する事蕊の取郷､について」
罷露3の2②).『釿詮関係人の郎同.偽逮導の館恒嘩
体への像再専に園する事務の取扱いについて｣の別綴
1の…の画危点)】

■阻官屋内■ﾒﾓﾘに鯨音してはいけないことは碑腫

撮職
から‘内戴ﾒﾓﾘに鋒育されたのは.侭記
録腎先をsDｶｰドとする磯作濁れのﾐｽ）

が厘因であり.そのため内亜ﾒﾓﾘ内に個音されている
デ字がある写と塞函Lておらず.同一ﾀを消去し
ていなかったものと考えられる.そ⑳壇墜筐吐.檀己の

揖作ﾐｽのおそれに対する分担で画の壁さがあると恩
われる．

れて&唾いか…ずるようにした.．
b印官■且体睡顕租飼沌を貼り付けた．
o伽麺忽ち葛が定句寸るまでの閥.主任客妃官において
定鳳崎に画画を行う星ととLた.。
･傭加■忠の在り方につも玩四で僕射し.通宝晒田を国
解したうえ画こｵu二沿一全甸唄を■底するよう努めら．

● ■

率庁･各翼厚⑭唖妖呪を冠珂唾するとともに,有
益なものについては他の支御等にも備粗提供する．

奈良地奴 五徳賓理 刑事 その他

かの鳳膏データが保存されたままになっていた..【逼迅
及び事覇■緒玉艮(『醗隆等間際人の鼻問.供述弊の
紀峰媒体への保存等に関する事務の取郷､について」
記砿3の“． 『誘俊回係人の邸囲.供逮噂の糎伍唾
体への傑存零に関する事稜の取扱いにっL,て』の別鞍
1の“音の琶宣面】］ ．

していることから.内■ﾒﾓﾘに低音されたのは.檀剥
の録作呈ス〔餓管先をBDｶｰドとする奴作溺れのミス）
が原因であり.そ⑳ため内董鐸ﾘ内に像音されている
デ→があることを麓■しておら浪岡データを鯛去し
ていなかったものと考えられる.その根底に陰擾口の
揮作ミスのおそれに対丁る危唾陣の低さがあると凪
われる．

恥てLoないか砿麗するようIgした． ．
･働官包自鯛三も陸郵起女貫を貼り付けた．
．“が定曇するまでの岡.奉拝宰哩官において定刷的に
壺宰行うニト境-全二

･傭箱管理の在り方について函函酎L､■竃の曲甘を理
解したうえで.これに糊っ金釘、麺庫するよう努める5

整なものについては値娠禰等函緬圃砺8．“

奈自地壁 ■唾御 嗣事 その他

のであるところ.判醍五告後’砿定を待たずに作戚さ
れ.趣判官の竣戴まで侭えていた． ．

配輝ロッカー内の砿麗.組質唇配宮からのﾋアリング
子 = = 寺一一一ﾏ －－ー＝マーーーマーーー■一一画ー

の観点からの考富が嘘れず.リスクに対するイメージ
が持てていなかった． 溌鶴認鎧護篭餓織韓鐙

した･同手傾の書因化について“討中である．

砥になっているかを画豚する蛭か,適正事圃の砥保の
必更性等につも'て画増で検酎を露める峰を段けて
いきたい．
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機密性2
(別紙第3）

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書

、、

(最蛇三）

査察庁 被査寮庁 事件樋別 査寮事項 指摘事項 ､査察の実施方法 ‘ 原因分析G 事務処理上の改善策 ．フォローアップ等

華旦廸壁
争 ﾛ

･醒匿塾 嗣■ その他

路式回令事件について.発令予定日の前日'三盟釦塾
あげて種判官に検討Lてもらう導蘭ﾌﾛ司こなっても,る
ところ.その砥に先日付で快逼印までもらっていた．

配n口麺一内の韮.担当香肥官か率ﾋアリング
● 旬

画日郵に配皿をあげていたの塵緊忙を理由とする
色判官の翰■によるとのことであるが.先日付で決芭
を受けることにつき.遍正事濁の■点からの寺察がな
されず.リスクに対するｲﾒｰジが持てていなかった．

■五色令の見令日についての産更はないが.■竃フ

ﾛ－と碇.発令日までに事前単貫〔立件.審査雪紀塞

骨(鮒離鶉曾蝋聯鵠
する逐用に改めた．

変更さｵ唾＝覇フローがマニュアル等に露睦れて明
敏になっている白塔砲鹿する唾か.適正事演の薗保の
醒性鱒について国増で抽酎魯鋤&桓舎寄股けて
い倉たい，



機密性2
(別紙第4）

〆

【入力上の留意点】・

類似の柑摘事項をまとめて分析する堪合など.複数の欄をまとめて記載する必要がある場合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な記餓方法は別添の入力例を参照してください。

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書(フオローアップ用）

(最健三）

査察庁 被査察庁 事件種別 査察事項
フォローアップに
取り組んだ事項

取り組んだ改善策露鈴フオローアップの内容震
V

● 改善状況等 震 島
今後のフォローアップ等
引き続き改善が必要な場合）

ー→－

蜜良地虹 塞良輯鹸 嗣事

－

その他

配偉出納簿で貸し出した厘働の遮逗予定日を
経過しているのに.題延事由を圃査しで返還
を促していないか,促したが,出納扉上にその
旨の配黛がないもの【堕鯉曇管通遼甑1の4
11犀】．
時間の経過及び担当香配官の奥勧により,前
里堕争画埋等が生じるおそれがあるためﾌォ
ローアップに取り組んだ． ．

窪のある管理■からの掬導や.手引き.通

遠の確鹿を行う．
引鱈書辱にも根嫁の配戟方霊を明確にし､マ
ニュアルの他庁の取扱いなども砿胆する．

貢出配蝕の管理に関する本庁の損射凶果な
どを情紐梗供するほか,頓簿の■考圃に返遺
予定日の庇更に閲する事項が予め印画され
ている参寺書式を提供ずるなどした． ：

凧したもの!三書式窪蜜更L二
確にすることとした． ．

返還予定日の廷長やその砿哩日を明
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機密性2
(別紙館a）

【入力上の留愈点】

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて配鼓する必要がある場合であっても.セルを鰭合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な紀職方法は別添の入力例を参照してください｡．

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書

(駐総三）

査察庁 披登察庁 事件種別 登察事項 指摘事項 査察の実施方法 原因分析 事務処理上の改善策 フォローァップ等

大津地哉 窓根支部 民導 その他

の取扱申合せが定める大伍函鯉管内銃一の方筬に連
反】

融醒事件配餓に｢秘國軸望事件のポイント』の摸み込
みがされず.またF秘匿結盟あり｣の朱書きではなく｢非
間乗｣の聯ゴム印を押している.また.その弧りに庁の
麓も気鮒ついていない．

■凸卑章クニーーーロウ2勺一両嘩客マグーク･ タープ ①桧置事件の固いについて麓厘が無いわけではな
が.申合せ遅遅一見てL,“､.②艮率事件と家率事件
を蕪研しているB記官が.手近にある『非開示｣のゴム
印を押して.鯛りに気付いていない.③他者によって鰯
りが粗描されない． 、 ．

ママf~一一ーーコーーーーザ

で使用している『非間示
ー一一~ー一一ー一一国マーーー

｣のゴム印を膜って使用Lない
よう注怠噴起した.②秘困に係る一連の相包を終えた
段脳で主任に配録を拠出してもらい.ダブルﾁｪｯｸを
行う0

習鎚していないという間西風を解洞すべ<,手風につい
て“したﾒﾓと黄色のｸﾘｱﾌｧｲﾙやﾁｪｯｸボｲﾝ

ﾄ用紙などの鰹函に優る車件肥観作成で使用するもの
を一声とめlこしておき.理濁力住じにくいようにした旨
の田告を受けた．

大津均電 長浜支郁 民草 その他

の取扱申合せが定める大阪高蝕管内納一の方筬に連

反】
蝕行率件妃倣に『(家宰事件の》罪開示卒件ポイント』
が狭み過みこまれ,表た｢秘匿粘望あり』の朱魯きでは
なく｢非聞宗｣の赤ゴム印を利陶Lている.また′その照
りに庁の職名気がついていない.また,その襖りに庁の
膿も蝿がついていない．

ー”ｰ－5T‐”ｰ軍.ローーマー、ーータクーーーマPロ伊一・一一

が.中合せを逐一見ていない.②民…件と家事事件
を笠蕊Lている■記官が.手近にある｢非開示』のゴム
印を押して.襖りに露付いていない.③他君によって餌
りが柑搗されない． ．

における秘匿棺報車扱いの申合せについて.その内
秤を再度画厘し.手双を辺解するよう指邸した.②マス
キング等の配餓上の柑匠を塵Lた後には‘壷間担当の
管理厘日による点検を行う．

伍がなされているか腎題庫員が徳極L，輝鍾が異なっ
ていた点専は.再度.係ミーティングをL･狸滋を共通
にしたRの靭告を受けた．

、

、

一 一



L
樋密性2
〔別紙第3）

【入力上の留念点】

類似の指摘事項をまとめて分折する場合など.複数の掴をまとめて配鉱する必要がある場合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な肥飲方法は別添の入力例を参照してくださいb

●

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書

一

〔壁雄三】

壷察庁 披委奮庁 事件種別 壷察事項 指摘事項 査察の実施方法 原因分析 事務処理上の改善策． フォローアップ等

大津家鼠
大津家政

昼渥金却
、顕事

P全一

その他

唾遡されていたが.当触住所部分のマスキング処理が
されていなか｡た.【敏丑寮庁の事塞処理巫唇璽唾 ’
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出された時点噸停係匡中)でﾏｽｷら4グ写の構■を
執るぺ轡であったが.それがなされていなかった〔当時
の■停事件祖当番及びその後の忌判事件担当竃は具
画Lているため‘錘出時の状況は圃鹿で曾奪かつ
た.)．
その後.罰に移行し､現時息の”事件担鴬ご寵冒
が配鋒を点検Lたところ‘住所について芽開示希■の
申出があるにもかかわら我紀働湿輯専に何らの樋低
も蹴じられていないことを健見したことから,配知事鑑
等に大國古鐘営内統一ルールに基づいた所定の我示
等を行ったが.その鍾の点検が十分でなく､曇任検に
銅示希璽の住所が唾敏されていることに気づかな
かつた．

改めて磁極し合った.その後.主任害記官が非開示粘

鋼…齪驚瀦篭？
と皿われた塚貝については.個別に“を行って理解
させた。牢た.その御こおいても.当分の間､担蜀垂璽
冒がマスキング等の屈伸上の拓画を鹿追た後に.主任
害配官が点検を行うこととしている(穿閲示給■のある
事件が少ないため,主任寄配官の負担は亘<ない.》．

､■ ■一F ■‐Pロー●■ーーー＝ーずFー一一一F＝■一吋一▼－ロー■ タ与

閲示愉報の取扱いについて.その亙要性も含めて■
動期の国蕊導入研修で取り上げて転入者に苗実に理
解させるよう措示した． ． ．
睡令和2年5月頃に実施予定のﾌｫﾛｰｱｯプ盃察
の樋金に.紀峰の麺とヒアリングを行い.理解塵を唾
豚し.必要に応じた応■を行う予定である．
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機密性2
(別紙第4）

【入力上の留意点】

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて妃鯉する必喪がある場合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な妃戦方法は別濡の入力例を参照してください。 ‐，

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書(フォローアップ用）

日脹存睡睡n分I王

年11月1.典

(最妃三）

査察庁 被査察庁 事件種別 査察事項
フオローアップに
取り組んだ事項 取り組んだ改善策 4，，

芋 フオローアップの内容錘 鍵 改善状況等 露 野
今後のフォローアップ等
引き続き改善が必要な塙合）

大津強曇
大津家載

長鴻支部
窓事

システムに入力する

鯛謁懸
項

へーの正睡入力に不可欠である
〉.宜点的!こうｵﾛﾏｯブに取り組んだ．

篭踊寓…懸呼
また.具勧があっても準に後任に引き煙げるよ
う轡哩1‘た‐

l
■

画工療庁の琶埋顛回と不斤房毎画里との写旦蚕

換金において.昨年良の憂寮の復り返りを行うとと
もに.ｼｽデﾑに入力すー三畳■ずべき
傭報に関する事項に関し江見交換を行った．

1 ．

II麺容時庁の藍豆画面万禾庁酵璽ご画万両替芭壺1

同年度の臼庁拓定の段点を察事項型て,岡年11月13実紅した事蘭査
寮において入力状況を蓮陸するとともにﾋｱﾘﾝゲで理解度を■樺した
紺果‘適正に入力されており.願貝も理解していることが砿画で倉た．

大津家裁
大津家騒
長遠安部

家草

シ零ムに入力する

聯撫軍
項

憤った傭籾の入力が及ぼす影轡についての煙璽

不足から‘入力担当肴のセルフﾁｪｯｸが不十分
で.M剛TASに■■■■■の額入力や入力■れ．
が見受けられた． ．

■■■は正破に作成されなければならず､.■貝
が.誤入力鱒が及ぼす影哩を竃解し.正随な入力
の■亘性を哩鑓して鯛入力導なく率塞処国を行う
ため.■負的にフォローアップに取り岨んだ．

全負にM噸1檎Sに正砥1二入力することの鐸性
を理鯛させた上で,担当考力寧件完紹後に行う事
務を亭務処画要傾に画理して墾豆1.全＝

換食において.昨年度の受爾の領り返りを行うとと

もに.ｼｽ手ﾑに入力すー皀登■すべき
愉報に鋤する事項に関し定見交換を行った．

同年区の国庁嘩のn画査察事項とLて,同年11月に実魔しと事務査
察において入力状況を■碑売とと叡二ヒアリング趣輝度書…L企と
ころ.事葡自体は理解しているこ“《電陣できたが,い窪麓人力量れや
楓入力が見られ､その毎度,主任魯配官が担当宕に指摘して修正させ
ているといった伏溌である．

後の砿実な点検を励行させるよう撤示Lた．
また,その後の状現を令和盆年6月頃に実施
予定のﾌｫﾛ手ツブ遼癖で画産1 _個別に
必錘柵導を行う予定である＝

大津家象
大津家蔵
寵姫賓躯

家事
事件の進行管理に
必固な憤軽の共有
に閥する車項

｡

彼助壌定がされた事件の犠現を主任毎毘官が把
浬･函するために傭え付けている遂行曹題嵐
Iこ･睡豆されていない事件があ己た．
鯨訟救助事件の愉紐共有Iま.債棺口理を西切に
行うために■要であるが.その麗瞳が不十分で
つ
・
●

あ
僧
たため｡更点的にフオローアップに取り組ん

なお‘査寓事項につき､事圃査寝の報告時は『そ
の他』とLていたが,内容からI部事件の遂行管理
に必要な憤紐の共有に田する”｣とするの部相

目であるため.左のとおり変更した．

＝■ー■一－F ■ー＝ママーマー■ーーーママーーー 口．＝一一ー

て.毎署内で砲璽を行った.また.月に1度,主任
■配官が納付及び取宣戟璽を唾卸する写上上'‐
た． ・ ・

切な値梅管鍾鐘甸寄銅捷するよう揃示した． 垣筋査南において.逢行管思表が■正に題され,まだ俵撞管国も箔
切Iご行われている二十冬…lたこ
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一 、

機密性2
(別紙第3）

【入力上の留意点】

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など･複数の欄をまとめて記載する必要がある場合であっても,セルを結合せずに‘同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な肥威方法は別添の入力例を参照してください。

令和元年度書記官事務等査察の査察結果報告書

ー

一一＝－－－』－

〔愚韓＝）〆

喪察庁
一

馳歓山地戦

庁
裁
醜岬支

爾

蚕
故
画

被
和
田

事件酒別
一

刑事

査察事項
一

その他

指摘事項
屈爾而頁葡符騒蕊劉躍あT審認硬葡而亜墓面面
(特別遇運用)｣について.事件関係腿夙とLて取り扱
われているが.これは惠件関係送付厚の性質を有する
ことから‘畢件閥係幅障とL取り扱うべきである.【遇逮
運良く幡蜂赫嗣取鐘過遠配第2の“わ)】

査察の実施方法 ‘

霊醗冒寂売頑藤願圃符雇冨驍蚕圃腫雨
原因分析

面雨迩蓮蕃…言E寂デ頭而匝壺喜葛看諏
にして知理したものである．

事務処理上の改善策
一軍秤蘭孫鷲蘭を琿澆況庭蕊蔭而窟彊盲禧面面
されていた『害留邸便物受臼旺〔特別遇逮用)‘｣を当蝕
作戚年度の経過簿に移記Lた.、
竃た･間係通逮等を経過簿の末尾に綴り.いつでも①
因で含るようにした.さらに.根唖路東の扱いの遭い
についてあらためて関係遇透輔で随璽L企含

フォローァップ等
章颪耳琿百百百T目符志鳶豆冨冨覆T再拝園毎両覆
陣舘鯛の傭付け等について｣,同日付lﾅ範覇局異彊鍾
『帳鱒箇扇の南付け毎に倒する事秘の取扱いついて」
及び鮫高救判所享職韓局作虞『帆御愉寓個付優圏御
の手引｣を再庭酵煙するよう柑導するとともに.因手引
の肢当細分の抜粋(写し)を交付した．

和敬IIH抽齢 妙専簡職 刑享 その他

岡.上 同上 閲上 同上．

●

同上 ，

和歌山地裁
和歌山地鼠

断宮支部
刑事 その他

根蝉館累働付経過輝配叙の『率件肥鰍等閲寛･膝写

果(原符)｣について.事件里儒格薄とLて取り錘われ
ているが.事件閣煤駒扇とLて取り扱うべきである．【遁
逮逓反(松疎開凧酌姻語諏館第2の4:l”)】 ．． ．。

間上 同上 畢件関係眠確として作虞された年度の庭過蘭に配鮫

されていた『事件配慨等圏貫･価写興(原符)｣を馴鞄を
受けた年度の軽過簿に移妃した.． ．
寵たf関係通達罐経週鐘の末厩に田り.いつでも⑥
圃できるようにした.さらに.幅障顕裏の扱いの速い
についてあらためて閣係通逮専で画配した．

簿簡黒の日付け等について｣,問日付け範務局昼遥遡
｢鰻碑節票の鱒付け等に閥すら亭筏の旺織いついて」
及び逓高戟判所事葛嘩局作威r銀簿繍票働付経理母
の手引｣を再度破翫るよう楢導した．


